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田上町告示第１７号

令和４年 第２回田上町議会定例会を次のとおり招集する。

令和４年６月１４日

田 上 町 長 佐 野 恒 雄

１．期 日 令和４年６月２８日

２．場 所 田上町議会議場
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令和４年 第２回 田上町議会（定例会）会期日程

月 日（曜） 開 議 時 間 本委区分 内 容

６ ２８ 火 午前 ９：００ 本 会 議 ・開 会（開議）． （ ）

・議席の一部変更及び議席の指定

・会議録署名議員の指名

・会期の決定

・諸般の報告

・町長の所信表明

・議案上程（提案説明・質疑・各常任委

員会付託又は討論・採決）

・散 会

６ ２９ 水 議案調査． （ ）

６ ３０ 木 議案調査． （ ）

７ １ 金 議案調査． （ ）

７ ２ 土 （休 会）． （ ）

７ ３ 日 （休 会）． （ ）

７ ４ 月 議案調査． （ ）

７ ５ 火 議案調査． （ ）

７ ６ 水 議案調査． （ ）

７ ７ 木 午前 ９：００ 委 員 会 総務産経常任委員会（付託案件審査）． （ ）

７ ８ 金 午前 ９：００ 委 員 会 社会文教常任委員会（付託案件審査）． （ ）

７ ９ 土 （休 会）． （ ）

７ １０ 日 （休 会）． （ ）

７ １１ 月 議案調査． （ ）

７ １２ 火 午前 ９：００ 本 会 議 ・開 議． （ ）

・一般質問

・散 会

７ １３ 水 午前 ９：００ 本 会 議 ・開 議． （ ）

・一般質問

・散 会

本会議終了後 委 員 会 広報常任委員会
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月 日（曜） 開 議 時 間 本委区分 内 容

７ １４ 木 午前 ９：００ 本 会 議 ・開 議． （ ）

・一般質問

・議案審議（委員長報告・質疑・討論・

採決）

・閉 会

本会議終了後 議員互助会総会
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応招議員（１４名）

１番 森 山 晴 理 君

２番 小 野 澤 健 一 君

３番 品 田 政 敏 君

４番 藤 田 直 一 君

５番 渡 邊 勝 君

６番 小 嶋 謙 一 君

７番 中 野 和 美 君

８番 今 井 幸 代 君

９番 椿 一 春 君

１０番 熊 倉 正 治 君

１１番 松 原 良 彦 君

１２番 池 井 豊 君

１３番 関 根 一 義 君

１４番 髙 橋 秀 昌 君
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令和４年第２回田上町議会（定例会）提出議案一覧表

議 案 番 号 件 名

報告第２号 専決処分（損害賠償の額の決定及び和解）の報告について

報告第３号 令和３年度田上町一般会計繰越明許費繰越計算書の報告について

報告第４号 県央土地開発公社事業計画書及び事業報告書の提出について

同意第１号 田上町固定資産評価審査委員会委員の選任について

承認第５号 専決処分（田上町税条例等の一部改正）の報告について

承認第６号 専決処分（田上町国民健康保険税条例の一部改正）の報告について

専決処分（令和３年度田上町一般会計補正予算（第１５号 ）の報）
承認第７号

告について

専決処分（令和４年度田上町一般会計補正予算（第１号 ）の報告）
承認第８号

について

専決処分（同年度田上町一般会計補正予算（第２号 ）の報告につ）
承認第９号

いて

専決処分（同年度田上町下水道事業特別会計補正予算（第１号 ））
承認第１０号

の報告について

議案第２９号 令和４年度田上町一般会計補正予算（第３号）議定について

議案第３０号 同年度田上町下水道事業特別会計補正予算（第２号）議定について

同年度田上町国民健康保険特別会計補正予算（第１号）議定につい
議案第３１号

て

議案第３２号 同年度田上町介護保険特別会計補正予算（第１号）議定について
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議 案 番 号 件 名

議案第３３号 同年度田上町水道事業会計補正予算（第１号）議定について

三条市、燕市、加茂市、田上町及び弥彦村並びに新潟県三条・燕総

議案第３４号 合グラウンド施設組合における公の施設の相互利用に関する協定の

一部変更について



第 １ 号

（ ６ 月 ２８ 日 ）
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令 和 ４ 年 田 上 町 議 会

第 ２ 回 定 例 会 会 議 録

（第１号）

１ 招集場所 田上町議会議場

２ 開 会 令和４年６月２８日 午前９時

３ 出席議員

１番 森 山 晴 理 君 ８番 今 井 幸 代 君

２番 小野澤 健 一 君 ９番 椿 一 春 君

３番 品 田 政 敏 君 １０番 熊 倉 正 治 君

４番 藤 田 直 一 君 １１番 松 原 良 彦 君

５番 渡 邊 勝 君 １２番 池 井 豊 君

６番 小 嶋 謙 一 君 １３番 関 根 一 義 君

７番 中 野 和 美 君 １４番 髙 橋 秀 昌 君

４ 欠席議員

な し

５ 地方自治法第１２１条の規定により説明のため会議に出席した者の氏名

産業振興課長町 長 佐 野 恒 雄 佐 藤 正農業委員会事務局長

町 民 課 長副 町 長 吉 澤 深 雪 本 間 秀 之会計管理者

教 育 長 安 中 長 市 保健福祉課長 田 中 國 明

教育委員会総 務 課 長 鈴 木 和 弘 時 田 雅 之事 務 局 長

政策推進室長 堀 内 誠 代表監査委員 大 島 甚一郎

地域整備課長 宮 嶋 敏 明

６ 本会議に職務のため出席した者の氏名

議会事務局長 渡 辺 明

書 記 板屋越 麻衣子

７ 議事日程

別紙のとおり

８ 本日の会議に付した事件

議事日程に同じ
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午前９時００分 開 会

議長（小嶋謙一君） 改めて、おはようございます。本日、令和４年第２回田上町議会

定例会が告示になっておりますので、ただいまから開会いたします。

このたび、５月24日に告示されました田上町長選挙において、佐野恒雄町長にお

かれましては、２期目のご当選の栄誉を得られましたこと、心からお祝いを申し上

げます。今後４年間町民の負託に応え、町政の発展と住民福祉の向上に努められま

すことをご期待申し上げます。

ただいまの出席議員は14名であります。よって、定足数に達しておりますので、

会議は成立いたします。

佐野町長から招集のご挨拶をお願いいたします。

（町長 佐野恒雄君登壇）

町長（佐野恒雄君） 改めまして、おはようございます。本日、令和４年第２回田上

町議会定例会を招集申し上げましたところ、議員各位におかれましては時節

柄、何かとご多忙のところ、ご参集を賜りまして、誠にありがとうございまし

た。

また、先ほどは、多年、議会議員として地方自治の振興、発展に貢献された今井

議員に町村議長会から表彰状が伝達されました。誠におめでとうございます。今後

も田上町発展のために、なお一層ご尽力をされることをお願い申し上げますととも

に、心からお祝いを申し上げます。

、 、 、 、さて 今定例会におきましては 報告３件 固定資産評価審査委員会委員の選任

専決処分の報告で条例の一部改正２件と令和３年度及び令和４年度の補正予算４

件、そして令和４年度の一般会計及び各特別会計の補正予算が５件、公の施設の相

互利用の協定の変更と合計16案件をご提案申し上げました。ご提案申し上げました

、 、 、 、各案件につきましては ご審議をいただきまして ご承認 ご決定を賜りますよう

よろしくお願いを申し上げます。

なお、今議会は、このたびの町長選挙に伴う町長就任２期目の初議会であります

が、私の所信表明は後ほど改めて申し上げますので、よろしくお願いを申し上げ、

招集のご挨拶といたします。

以上であります。
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議長（小嶋謙一君） 本日の議事日程は、お手元に印刷・配付のとおりであります。

午前９時０５分 開 議

議長（小嶋謙一君） これより本日の会議を開きます。

日程第１ 議席の一部変更及び議席の指定

議長（小嶋謙一君） 日程第１、議席の一部変更及び議席の指定を行います。

議席は、会議規則第４条第２項及び第３項によって、ただいま着席の席に一部変

更、指定をいたします。

日程第２ 会議録署名議員の指名

議長（小嶋謙一君） 日程第２、会議録署名議員の指名を行います。

本定例会の会議録署名議員は、会議規則第127条の規定によって

５番 渡 邊 勝 議員

７番 中 野 和 美 議員

を指名いたします。

日程第３ 会期の決定

議長（小嶋謙一君） 日程第３、会期の決定を議題といたします。

お諮りいたします。本定例会の会期は、提出案件から見て、また議会運営委員会

の議を経まして、本日６月28日から７月14日までの17日間といたしたいと思います

が、これにご異議ありませんか。

（異議なしの声あり）

議長（小嶋謙一君） 異議なしと認めます。よって、本定例会の会期は、本日６月28日

から７月14日までの17日間と決定いたしました。

日程第４ 諸般の報告
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議長（小嶋謙一君） 日程第４、諸般の報告を行います。

最初に、このたび補欠選挙で当選されました森山晴理議員については、委員会条

例第７条第４項によって、議長より社会文教常任委員に指名いたしましたので、報

告いたします。

次に、６月15日、椿一春議員から一身上の都合により、議会運営委員の辞任願の

提出があり、委員会条例第７条第６項によって、議長によってこれを許可いたしま

したので、報告いたします。

なお、後任の議会運営委員には、委員会条例第７条第４項によって、議長より藤

田直一議員を指名いたしましたので、報告いたします。

次に、地方自治法第235条の２第３項の規定による例月出納検査結果報告書の２

月分、３月分、４月分、５月分が提出されております。お手元に写しを配付いたし

ましたので、御覧願います。

次に、本日までに受理した陳情、要望等は、女性トイレの維持及びその安心安全

の確保について、国民の祝日 「海の日」を７月20日に固定化する意見書の提出を、

求める陳情、後期高齢者の医療費窓口負担の２割化中止を求める陳情、沖縄を「捨

て石」にしない安全保障政策を求める意見書の提出を求める陳情、中国共産党によ

る臓器収奪の即時停止ならびに人権状況の改善を求める意見書の提出に関する陳

情、田上中学校プール授業に関する要望書の６件であります。お手元に写しを配付

いたしましたので、御覧願います。

本定例会には、議案説明のため、地方自治法第121条の規定によって、説明員の

出席を求めております。

次に、閉会中の所管事務調査について、各委員長からの報告を行います。

最初に、総務産経常任委員長の報告を求めます。

（総務産経常任委員長 今井幸代君登壇）

総務産経常任委員長（今井幸代君） 皆さん、改めまして、おはようございます。それ

では、総務産経常任委員会、所管事務調査報告をさせていただきます。

６月３日、大会議室で実施をいたしまして、協議題は、総務課、お試し移住宿泊

補助事業について、飲食店等スタンプラリー事業、地域整備課からは、暮らし応援

リフォーム補助金、マイホーム取得支援補助金、産業振興課、起業創業支援事業、

これらについて調査をいたしました。

まず、総務課、お試し移住宿泊補助事業については、移住推進を目的として、移

住、定住を検討する方に、１人１泊3,000円を上限に宿泊補助を行うものでありま
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。 、 、 、す また 移住サポーターとしてボランティアを募集し 様々な移住に関する相談

案内等も含め、対応してもらう予定としております。質疑や意見として、予算委員

会でも問われていました単純な旅行者とのすみ分けをどのようにするのかという点

が問われまして、申請書における意思確認、また不正利用と判断した場合は返金等

。 、 。も検討する また アンケートを提出することで対応したいとの説明がありました

この事業のメインターゲットとなる層は、取りあえず知りたいという非常に軽い

といいましょうか、ライト層になるため、本格的な移住を検討する前の段階、まず

は知ってもらう、認知していただくということが重要と考えているため、対象者に

レポート等の提出をしてもらうことは考えていない。しかし、アンケート等の行っ

た行き先等を追加する等、内容のほうは少し精査をさせていただきたいとのご答弁

がありました。

また、移住サポーターの具体的な対応は、移住サポーターに応募がない場合、ど

のように対応するのかということが問われまして、移住サポーターの応募がない場

合は、職員や地域おこし協力隊の協力を考えているとのことです。

また、移住宿泊補助事業を利用し、移住サポーターの案内を希望する場合は、利

用者の希望内容にもよりますが、おおむね２時間程度を想定しているとのことでし

た。この移住サポーターは、無償ボランティアとして活動をしていただくとのこと

です。

次に、飲食店スタンプラリーは、６月30日から９月30日までの期間で300円以上

の飲食ごとにスタンプシールを付与し、３つ集めると抽せんで特産品を贈るという

ものであります。対象店舗は25店舗となり、各公共施設等にマップやシール台紙は

がきの設置がされます。作成を進めているマップ等の配布もされまして、委員の皆

さんで確認をさせていただきました。特段この件に関しての質疑等はありませんで

した。

次に、地域整備課のマイホーム取得支援補助金は、移住推進、人口流出抑制を図

るため、新たに住宅取得をする際に20万円、世帯に40歳未満の方がいる場合は25万

円を補助するという内容になっております。５月31日現在の実績は、40歳以上の世

帯で１件、40歳未満世帯が６件、うち町外者が３名ということの報告を受けており

ます。住居の取得区分は合計７件のうち、新築が６件、建売りが１件とのことでし

た。

、 、暮らし応援リフォーム補助金におきましては 町内施工業者を利用して対象工事

リフォーム等をした場合 補助を出すというふうな内容のものであります ５月31日、 。
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現在の申請実績は、40歳以上世帯14件、40歳未満世帯で５件となっていると報告が

ありました。質疑では、施工業者の条件として、町内に本社または本店を有する法

人事業者としているが、本店と営業所は同格ではないのか、対象とするべきではな

いかという意見。本社がある事業所や町内の個人事業主のみにするべきとの意見も

あり、その考え方を執行側に改めて問うたところ、町は基本的に営業所だけ構える

事業所は対象にしないとのことでした。町当局も本店、営業所の文言整理が曖昧だ

ったため、これらに関しては整理して後ほど報告するように求めました。

最後に、産業振興課の産業活性化、空き家対策として、起業創業支援事業は、創

業、建物等にそれぞれ上限50万円を補助するものですが、補助金の交付要綱、募集

要項等の配布がありました。質疑では、起業に農業が外されていること、また、対

象経費に土地を外した理由等を問われ、農業に関しては新規就農者に対して国等の

様々な補助金制度があり、これらを活用することができること。また、土地を外し

た背景には空き店舗や空き家活用の推進をしていきたいこと。また、他自治体の取

り組みを参考にしたとの答弁がありました。農業に関しては、今後の検討課題とし

たいとの答弁もありました。

議論の中で、町内者に限定しているものの、あくまでも申請事業を開始する段階

で町に住民登録がされていることが条件なので、申請時に他自治体居住であっても

申請できるため、移住推進にもつなげていけるとの説明がありました。

また、廃業の実態に関しては、近年の経済センサスによれば、事業所数は直近で

約430件程度、２年前は450件程度と記憶をしているとの説明を受けました。

また、意見として、親子関係での事業継承等はこの補助金対象にはならないとの

ことであれば、対象外となるケースをきちんと募集要項等に明記をし、混乱を招か

ないように配慮すべきとの意見もありました。

以上、所管事務調査報告となります。

議長（小嶋謙一君） 委員長の報告が終わりました。今井委員長、ご苦労さまでした。

次に、社会文教常任委員長の報告を求めます。

（社会文教常任委員長 池井 豊君登壇）

社会文教常任委員長（池井 豊君） 社会文教常任委員会の所管事務調査報告を行いま

す。

今回の所管事務調査は、全員協議会または予算委員会等でテーマとなっていた田

上中学校のプールを中心に、町の施設の現状把握をするというものが主な目的でご

。 。 、 、ざいました 期日は４月21日です 場所は第１委員会室 出席者は委員６名と議長
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プールの視察については、一部希望する議員も同行いたしました。

まず最初に、保健福祉課の心起園の現状について見てまいりました。この委員構

成になってから心起園のほうもまだ見ていなかったというのもありますし、直近の

様子を現状確認したいということで行ってまいりましたけれども、皆さんもご存じ

のとおりの古い施設になっておりますので、床が一部ぶかぶかになっているところ

や、ガラスに一部ひびが入っているような箇所、それからボイラーの様子について

も説明を受けましたけれども、ボイラーの状況なんかも確認はしてまいりました。

続いて、教育委員会担当の田上中学校のプールの現状確認です。予算委員会、そ

れから全員協議会でいろいろと問題になっていたのですけれども、これはしっかり

と議員の目で現場で確認しなければならないということで、現場を見てまいりまし

た。これもまたご存じのとおり、設置から大分年数がたっておりますので、古い施

設となり、いろいろな設備が老朽化し、多くの改善点が確認されたところです。こ

れもともかく、委員のみんなで現状確認をするというのがテーマでございました。

それから、町民体育館についてもどのような状況になっているのか確認というこ

とで、特に天井の様子、天井の張り替え等々がまばらになっているような状況なん

かも確認してまいりました。

最後に、交流会館のあそびの広場についてです。あそびの広場については、令和

４年度の新規事業ということで教育委員会が新たに設備を拡充し、いろいろな遊具

と申しましょうか、設備を追加するものでございます。これにつきましては、非常

にロケーションもよく、今後有効活用され、町民の皆さんに喜んでもらえるものと

いうふうに確認してまいりました。ともかく今回の所管事務調査は、あくまでもこ

れからの全員協議会並びに委員会の所管事務調査を行う上でのベースとなる現状確

認というのを主目的に行い、確認してまいりました。今後の社会文教常任委員会で

の議論を深めていきたいと思っているところでございます。

以上で社会文教常任委員会の所管事務調査報告を終わります。

議長（小嶋謙一君） 委員長の報告が終わりました。池井委員長、ご苦労さまでした。

以上で各常任委員長からの所管事務調査の報告を終わります。

次に、一部事務組合議会の報告を行います。

加茂市・田上町消防衛生保育組合議会の報告を求めます。

（13番 関根一義君登壇）

13番（関根一義君） 加茂市・田上町消防衛生保育組合議会の報告をいたします。

令和４年、加茂市・田上町消防衛生保育組合議会が３月定例会として開催されま
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した。出席議員は、髙橋、関根、池井、椿の４名であります。資料に基づき報告を

いたしますので、よろしくお願いします。

第１号議案は、５ページから始まりますけれども、説明いたしたいと思います。

第１号議案は、専決処分の承認であります。本議案は、歳入歳出それぞれ918万

5,000円を追加し、総額それぞれ12億3,563万7,000円とするものであります。衛生

センターし尿処理費の水路土砂撤去外工事599万5,000円及び地中配管修繕料319万

円を緊急的に実施する必要性のため、専決処分を行ったものであります。その財源

は、前年度繰越金を充当するものであります。原案承認でございました。

続きまして、第２号議案であります。９ページをお開き願いたいと思います。第

２号議案は、令和３年度一般会計補正予算（第３号）であります。清掃費負担金を

1,354万3,000円増額し、総務費負担金83万7,000円、民生費負担金200万9,000円、

それから衛生費負担金118万円、消防費負担金951万7,000円をそれぞれ減額するも

のであります。繰越明許費は、衛生センター井戸水水質改善工事費について、年度

内に事業が完了しない見込みのため、設定したものであります。原案可決でありま

した。

第３号議案です。ページは14ページであります。令和４年度一般会計予算であり

ます。当初予算の総額は13億6,195万8,000円であります。組合債が発行されており

まして、組合債は起債目的を緊急防災・減災事業として3,540万円とするものであ

ります。部門別の特徴点を報告いたします。まず最初に、総務部門でありますけれ

ども 199万3,000円の減額で 673万4,000円とするものです 民生費は22万9,000円、 、 。

の増額で、2,752万円となっております。衛生部門については、8,228万9,000円の

増額で、６億5,297万4,000円であります。この衛生部門についての特徴点を報告い

たしますが、ごみ処理施設整備候補地選定委託料として、403万7,000円が計上され

ております。次に、消防部門であります。6,651万5,000円の増額で、６億4,026万

円であります。消防部門の特徴的な施策について、ご報告をいたします。令和４年

度に新規採用２名を採用をすることになっております。これに伴う大型免許の取得

のため、講習負担金81万2,000円が計上されております。２つ目は、火災時に着装

する防火衣が国の安全基準に対応していないため、現場職員対応分として30着を６

年ペースで整理するという事業であります。そのため、防火衣リース168万2,000円

を計上しております。３点目は、消防救急デジタル無線直流電源装置のバッテリー

交換165万2,000円が計上されております。４点目ですが、Ｎｅｔ119緊急通報シス

テムの導入で43万7,000円を計上しております。これは、音声による119番通報が困
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難な聴覚・言語機能障がい者が円滑に消防機関への通報を行うことのできるシステ

ムを導入するというものであります。５点目に、高規格救急自動車の購入が計上さ

れておりまして、4,546万円が計上されております。６番目、消防庁舎耐震診断委

託料として、387万2,000円が計上されております。公債費は3,147円であります。

それでは、最後になりますけれども、一般会計予算の提案に伴う質疑、討論の内

容について特徴点のみ報告をいたします。まず最初に、ごみ処理施設整備選定委託

料に伴う関係について質疑がございました。選定手順、またそのプロセスに関する

資料提示を求めるものであります。現在まだ資料提示がされていませんけれども、

後ほど資料提示がされるものと考えております。

２つ目、恒常的な職員定数割れについて、補充の在り方が提起されました。職員

採用について長期的視点を持った対応を求めるものでありました。提示された意見

を十分受け止め、今後そのような長期的な視点を持って対応していきたいという答

弁がございました。

３点目は、ダイオキシン類の測定結果が報告書類に報告されていないということ

が指摘されまして、重要事項であるので、確実に添付すべきだという指摘がござい

ました。事務局からは謝罪の言葉がございました。今後は落ちのないように対応し

たいというものでありました。

４点目であります。防火衣の未整備という、そういう状況が発生しておりますけ

れども、併せてこの間、田上町で発生した火災に伴ってその状況が捻出したわけで

ありますけれども、消火ホースの破損等の事例が発生しているという状況がござい

ます。現状をきちっと指摘し合うという、そういう職場にすべきではないかという

指摘がございました。管理者の所見を求めるものでありました。

５点目、消防庁舎の耐震診断の必要性は、組合議会の名においては５年ほど前か

ら指摘してきた経緯がある。しかし、それが今日まで放置されてきたということが

指摘されました。管理対応を厳しく指摘し、その善処について求めたものでありま

すけれども、このたび診断が実施されるということになっております。

６点目、ごみ処理の広域処理に関して、三条市との協議経過について質問がござ

いました。それぞれ三条市との協議経過について事務局から報告がありました。以

上、原案可決であります。

なお、私の資料の最後のページに、田上町、加茂市のそれぞれの負担金割合比較

表を添付してありますので、参考にしていただきたいと思います。

以上で、３月定例会の報告を終わります。
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議長（小嶋謙一君） 報告が終わりました。関根議員、ご苦労さまでした。

以上で一部事務組合議会の報告を終わります。

次に、執行から行政報告の申出がありますので、発言を許します。

副町長（吉澤深雪君） 貴重な時間をお借りしまして、令和４年度田上町管内の公共事

業の予算づけについて報告いたします。お手元に資料を配付しておりますので、ご

参照ください。

表の左から２列目の施設名欄を御覧ください。最初に、一級河川信濃川でありま

すが、加茂川合流部における洪水時の水位を低減し、河川を安全に保つため、全体

事業量で約73万立方メートルの河道掘削が令和２年度から開始され、今年度は３万

8,000立方メートルの掘削を予定しております。事業費としては２億6,300万円とな

っております。進捗状況は、令和４年３月末現在で３割程度と伺っております。

次に、県道新潟小須戸三条線でありますが、社会資本整備総合交付金事業としま

して、新潟市境から後藤地内の才歩川樋門付近までにおいて、3,500万円の予算づ

けがなされており、道路拡幅を予定しております。

次に、県道新潟五泉間瀬線でありますが、防災・安全交付金事業としまして、ホ

テル小柳裏手の東龍寺墓地付近において1,000万円の予算づけがなされており、落

石対策工、植生基材工が予定されております。

、 、同じく県道新潟五泉間瀬線において 昨年度に引き続き県単道路改築事業により

五泉市境付近の拡幅工事として700万円、それから、東龍寺墓地付近から五泉市境

付近までの間において測量設計として900万円の予算づけがなされております。

続きまして、国道403号の関係でありますが、消雪パイプのさく井更新工事とし

まして、ウエルシア新潟田上店付近において防災安全事業で2,000万円、県単道路

融雪施設事業として、原ケ崎地内の木村造花店付近において2,000万円の予算づけ

がそれぞれなされております。

同じく国道403号においては、県単バリアフリーまちづくり事業により、羽生田

跨線橋交差点から羽生田公民館付近までの間において500万円の予算づけがなされ

ております。歩道関係の用地測量を予定しております。

次に、一級河川五社川でありますが、総合流域防災事業としまして、新潟市境の

県道新潟小須戸三条線の亀代橋から国道403号小須戸田上バイパスの五社川大橋ま

での間において、地質調査設計として1,000万円の予算づけがなされております。

最後に、一級河川大正川でありますが、県単河川施設補修事業としまして、加茂

市境の大正川排水機場付近において1,000万円の予算づけがなされており、河床掘
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削が予定されております。

以上、今年度の公共事業関係の報告を申し上げまして、行政報告といたします。

貴重な時間、ありがとうございました。

議長（小嶋謙一君） 以上で行政報告を終わります。

これで諸般の報告を終わります。

日程第５ 町長の所信表明

議長（小嶋謙一君） 日程第５、町長の所信表明を行います。

（町長 佐野恒雄君登壇）

町長（佐野恒雄君） 今議会は、私の町長就任２期目の初議会でありますので、冒頭の

貴重なお時間をいただきまして、就任のご挨拶と町政運営に対する所信の一端を申

し上げ、議員各位並びに町民の皆様のご理解とご協力を賜りたいと思います。

このたび、私はさきの町長選挙におきまして、２期目を無投票当選で再選をさせ

ていただき、引き続き田上町長として町政運営を担わせていただくこととなりまし

た。町民の皆様に深く感謝を申し上げますとともに、改めて町政を担うリーダーの

責務の大きさを痛感し、身が引き締まる思いでございます。今回の無投票当選、こ

の結果を謙虚に受け止めると同時に、無投票当選なればこそ、一層の責任の重さを

ひしひしと感じているところであります。

恐らく町民の皆様は 「１期だけではやりたいこともできないだろう 「今抱え、 」、

ている様々な町政の課題をしっかりと解決してほしい 「まだまだやり残したこと」、

があるだろう 「もっともっと汗をかいて頑張れ」といった私に対する叱咤激励も」、

含まれているものと感じております。

２期目に向けて、今後４年間、町のかじ取りを託されたからには、しっかりと町

民の期待に応えられるように、身を粉にして全力で取り組んでまいる所存でありま

すので、議員各位、そして町民の皆様には、今後ともご理解、ご協力、そして一層

のご指導、ご鞭撻をよろしくお願いを申し上げます。

思い返せば４年前、生まれ育った町への感謝とこの町を誰もが住んでみたい、住

み続けたいと思える町に、そんな魅力のある活力ある町にしていきたい。人口減少

という流れの中にあっても、決してこの町を消滅させるようなことがあってはなら

ない。その強い思いで、町民の皆様のお話をお聞きし、議会からも励ましやご指導

をいただきながら、全力で町政のかじ取りを担ってまいりました。
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これまでを振り返りますと、令和元年度は田上町交流会館の建設・開館、国道

403号バイパスの新潟方面への全線開通、令和２年度は道の駅たがみのオープン、

田上町地域学習センターの開館など、新たな賑わいの創出に取り組んでまいりまし

た。

しかしながら、私にとって、この２年余りは新型コロナウイルスに翻弄され、様

、 。 、々な活動が思うようにできず 歯がゆい状況でありました 新型コロナウイルスは

最近ようやく感染者数も減少傾向の兆しが見えてきました。これまでの間、医療現

場等の最前線で奮闘されている方々、外出自粛や営業時間の短縮にご協力をいただ

いている方々に対して、改めて感謝を申し上げます。

さて、国難ともいうべき新型コロナウイルス感染症の拡大が人々の健康や命を脅

かすだけでなく、社会経済活動にも計り知れない影響を及ぼし、社会全体を覆う閉

塞感から抜け出すための出口が全く見通せない状況の中、町民の皆様も不安が募る

日々を過ごされていると思います。

現時点では、アフターコロナ社会の姿も見通せない状況ではありますが、まずは

一日でも早く町民の皆様が安心して暮らせる日常を取り戻すことができるよう、４

回目のワクチン接種を７月下旬から開始できるように準備をしているところであり

ます。

また、これまでも様々な支援策について議会からも多大なご理解とご協力をいた

だきながら、幾度にわたる補正予算を編成し、国・県の支援制度が及ばないところ

を重点的に支援してまいりました。今年度の当初予算においても生活支援として、

収入が減少した中小事業者、農業経営者、給与収入者に対し、支援金の支給や大学

等に通う学生や保護者に支援金の支援を行うとともに、町の特産品の配送も行いま

す。また、経済の下支えとして、プレミアム付き商品券・飲食券事業、湯田上温泉

宿泊支援事業を実施するなど地域経済の回復を図ってまいります。その後、さらな

る支援策等につきまして、議会で協議をさせていただいたところです。今後も、国

や県の動向、情報を注視しながら、引き続き感染状況に対応した生活支援、経済対

策につきましては、議会からもご理解とご協力をいただきながら、国・県からの金

額の不足が生じる場合、町からの財政出動も視野に入れながら、しっかりと取り組

んでまいりたいと考えております。その上で、感染の収束状況を見ながら、社会経

済活動の回復に向けた施策にもしっかりと取り組んでまいりたいと考えておりま

す。

そして、私がこれから担わせていただく２期目の町政は、令和２年度から２か年
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かけて策定し、本年４月にスタートしております「第６次田上町総合計画 、この」

実現を目指す４年間であります。

まちの将来像 「誰もがずっと住み続けたいまち」の実現に向けて、若い世代が、

これからも住み続けたいと思い、みんなで子どもたちを守り・育て、高齢者が住み

慣れたこの町で生きがいを持っていつまでも元気で活躍できる、そして田上町に住

む全ての方の笑顔があふれるまちを目指し、町民の皆様が「夢」や「希望」を自由

に追い求めることができる環境を築いてまいります。

まちづくりのテーマである「みんなの笑顔」のためには 「あなたの願いがまち、

をつくり、あなたの想いがまちを変える」というまちづくりの理念の下、町民の皆

様の参画意識を高め、優れた人材を積極的に活用し、町民の皆様の「願い」や「想

い」を町政に反映させる施策に取り組んでまいります。

それらの実現のために、６つの分野別目標を柱とした各種の施策をしっかりと進

めてまいります。

また、基本構想に掲げるまちの将来像を実現するため、前期基本計画の中でも特

に重点的に取り組んでいく４つの重点プロジェクトにつきましては、まず「いつま

でも安心して暮らせるまちプロジェクト」においては、新しい公共交通「デマンド

型乗合タクシー」につきまして、令和３年度より高齢者等の移動手段を確保するた

め、実証運行を行っておりますが、なかなか利用者数が伸び悩んでいることから、

、 、地区集会や高齢者が集う機会を通じてＰＲに力を入れるとともに 乗降場所の増設

乗車料金の見直しにより利便性を向上させた結果、少しずつ利用者が増加をいたし

ております。引き続き、より使いやすいよう、運行方法や料金を見直し、利便性の

向上に努めてまいります。

清掃センターにつきましては、３月の全員協議会において、管理者である加茂市

長より、今後の方針について報告がなされ、同様の内容を「きずな」６月号に掲載

し、町民に周知させていただきました。これからは、清掃センターの建設用地の決

定が一番の課題であります。管理者である加茂市長ともしっかりと協議をしてまい

ります。

次に 「安心して子育てできるまちプロジェクト」におきましては、保育環境の、

充実では、未満児保育を希望する保護者に対応するため、０歳児が希望どおり入園

できるよう、受入れ態勢の構築に努めるとともに、乳児保育、延長保育、障がい児

保育、広域入所委託など多様なニーズにも対応した運営を行ってまいります。

子育て環境の充実では、交流会館に遊具等を設置し、天候に左右されない遊び場
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の提供を行うとともに 「子育て世代包括支援センター」及び「子育て支援センタ、

ー」において、妊娠初期から子育て期にわたる相談支援を行うとともに、多子世帯

への学校給食費助成、乳幼児育児用品購入費助成、子育て応援カード事業などによ

り、保護者の負担軽減を図ってまいります。

、「 」 、 、次に 自然豊かで活力あるまちプロジェクト においては 商工関連事業では

今年度より最大100万円を助成する起業創業支援事業を行うと同時に、これまで議

会からもご指摘をいただいております町内循環型経済の推進のために、今後どのよ

うな施策が必要なのか、プレミアム付き商品券の発行等、取り組みを通じて研究し

てまいります。

また、本田上工業団地への企業誘致についてもコロナ禍において、ここ数年積極

的なＰＲがなかなかできませんでしたが、今後は私が先頭になって、しっかりＰＲ

していきたいと考えております。

農業関連事業では、基幹産業である農業は、後継者、担い手不足が大きな課題で

あります。そんな中であっても、町内には真剣に農業のことを考えて取り組んでい

。 、 、る若い農業経営者が何人もおられます 今年度において そういう方々とも協力し

先進地の施策も参考にさせていただきながら、農業経営者の育成に必要な支援策に

ついて研究してまいります。

道の駅関連事業では、令和２年の道の駅開業以来、おかげさまで多くの方から訪

れていただき、賑わいの拠点として、大きな手応えを感じております。

これをいかに国道403号線沿いの商店や湯田上温泉、観光施設等に誘導を図り、

町全体の活性化につなげるかが課題となっており、今年度、町内飲食店を利用して

いただく町内飲食店スタンプラリーや 道の駅で町内特産品の販売 展示を行う た、 、 「

がみマルシェ」を実施するなど、町内の他の施設と連携したイベントを実施し、道

の駅の賑わいを町全体の活性化につなげる仕組みを行ってまいります。

次に 「住んでみたい・住み続けたいまちプロジェクト」においては、今年度か、

ら若い世代の転入・定住につなげるとともに、町内からの転出抑制を図るために、

暮らし応援リフォーム補助、マイホーム取得支援、移住者住宅賃貸支援、移住お試

し宿泊事業など、住宅環境の整備の施策に取り組んでおります。

幾らよい施策に取り組んでも、知ってもらえなければ全く意味がありません。い

かにして情報発信をしていくかが重要になってまいります。

今年の１月からは、田上町公式ツイッターをはじめ、今年度は町のホームページ

をリニューアルするとともに、道の駅情報発信施設等に大型モニターの設置を行い
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ます。また、町の移住サイトにおいては、地域おこし協力隊からも協力をいただき

ながら、情報発信に力を入れてまいります。

次に 「経年劣化した公共施設」につきまして、議会からは「町民体育館 「心、 」、

」 、 。 、起園 について 再三今後の方針について一般質問等を受けております その際に

「もうしばらく時間をいただきたい」と回答しておりましたが、今年度中には何と

か今後の方針と考え方について、しっかりとお示ししたいと考えております。あわ

せまして、さきの全員協議会でご議論いただきました中学校のプールにつきまして

も、なるべく早めにお示しをしたいと考えております。

最後になりますが、１期目において、特に議会対応のつたなさや指導力という点

におきまして、幾度となくガバナンスの欠如とその構築に努めるよう苦言をいただ

いてきました。

まさに、それが町政に当たっての私の大きな課題の一つであると認識をいたして

おります。

就任時から、町職員には「明るい職場づくり、風通しのよい職場づくり」への協

力を呼びかける一方で、令和２年の春から全ての町職員との少人数での懇談の機会

を設け、職員一人ひとりに直接向かい合って語りかけてきました。また、執行内部

の幹部会議でも、これまでの意思決定方法の在り方や進め方を反省し、ちゅうちょ

、 、 。なくその機会を設け 十分な時間をかけ 丁寧に議論することを心がけてきました

各課長からは、忌憚のない様々な助言や批判、提言などが出てくるようになったと

感じております。いまだ道半ばではありますが、強固なガバナンスの構築に向けた

手応えを大いに感じております。今後も私自身が先頭に立ち、強固なガバナンスの

構築に向け、執行内の議論を深めることに腐心してまいります。

ここしばらく、新型コロナウイルスの関係から外に出向く機会が少なくなり、直

接町民の皆様の声をお聞きすることが制限されてきましたが、これからは各地区を

回りながら、大勢の方々からのご意見や要望を伺い 「オール田上」のまちづくり、

を町民の皆さんと一緒になって築いていきたいと考えております。

新型コロナウイルスの感染拡大の影響で疲弊している町に活性を取り戻し 「誰、

もが住んでみたい。住み続けたい」と思ってもらえる町の実現のために、全力で取

り組んでまいります。

最近、大変うれしいニュースを耳にしました。議員の皆様も既にご承知の方もい

らっしゃるかもしれませんが、５月の朝のテレビにおいて 「全国のあじさい名所、

ＴＯＰ５」で、田上町が第５位の神奈川県「箱根登山鉄道 、第４位の鎌倉「明月」
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院」を押さえて堂々３位にランクインされたとの報道がありました。また、６月に

、 「 」は 民間不動産業者の調査に基づく 新潟県の自治体 街のすみここちランキング

においては、１位、聖籠町、２位、新潟市中央区、３位、新潟市西区に次いで第４

位に田上町が初めてランクインしたと紹介されていました。

今まで、これほど田上町が注目されたことがあったでしょうか。私自身も大変驚

いておりますし、非常にうれしい思いでいっぱいです。恐らく、賑わいの創出を目

指して整備を行ってきた、道の駅をはじめとした交流会館、地域学習センターが大

きく影響していると感じております。

これまでそれぞれの施設の関係者をはじめ、町民の皆様方が様々な知恵を絞り、

汗をかいて、何とかして町を盛り上げよう、賑わいを生み出そうとこれらの施設に

命を吹き込んだ結果だと感じております。本当に心から感謝申し上げる次第です。

町民の皆様からは、もっともっとこの町に対して誇りを持っていただき、ぜひ自

信を持って大いにＰＲをお願いしたいと思っております。

人を大事にするまちには人は集まる 人を喜ばせるまちには人は集まる ま「 」、「 」、「

ちづくりは、そこに住む人が喜び、幸せを感じるまちであれば、自然と人が移り住

んでくる」といった教えがあります。このことを肝に銘じ、職員と一緒になって明

るいまちづくりを目指していきます。このことが、ひいては「田上町をより高く羽

ばたかせることができる」と信じて、全力で２期目の町政運営に取り組んでまいり

ます。

議会議員の皆様、町民の皆様におかれましては、何とぞご理解とご協力を賜りま

すよう心よりお願いを申し上げまして、所信表明とさせていただきます。ありがと

うございました。

議長（小嶋謙一君） 以上で町長の所信表明を終わります。

ここで暫時休憩いたします。

午前１０時０８分 休 憩

午前１０時２５分 再 開

議長（小嶋謙一君） 休憩前に引き続き会議を開きます。

日程第６ 報告第２号 専決処分（損害賠償の額の決定及び和解）の報告について

日程第７ 報告第３号 令和３年度田上町一般会計繰越明許費繰越計算書の報告につ

いて
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日程第８ 報告第４号 県央土地開発公社事業計画書及び事業報告書の提出について

議長（小嶋謙一君） 日程第６、報告第２号から日程第８、報告第４号までの３案件の

報告を行います。

佐野町長の報告を求めます。

（町長 佐野恒雄君登壇）

町長（佐野恒雄君） ただいま一括上程となりました報告３件につきまして、その概要

をご説明申し上げます。

はじめに、報告第２号 専決処分の報告につきましては、軽易な事項として町長

の専決処分事項に指定されております、損害賠償の額の決定及び和解に関してのも

のであります。

その内容といたしましては、令和４年２月18日に発生した事故に関して、議案書

、 、に記載のとおり損害賠償の額を決定し 和解することを専決処分いたしましたので

地方自治法第180条の規定により報告いたします。

事故現場の状況としまして、場所は横場新田地内の町道下横場６号線で、穴の大

きさは直径約65センチ、深さは最深部で約10センチほどでありました。

次に、報告第３号 令和３年度田上町一般会計繰越明許費繰越計算書の報告につ

きましては、３月議会においてお認めいただいた分及び３月31日付けで専決処分さ

せていただきました繰越明許費について、地方自治法施行令の規定により、繰越計

算書を議会に提出いたすものであります。

その内容といたしまして、総務費におきましては、住民基本台帳システムの改修

に係る事業、衛生費におきましては、新型コロナウイルス感染症対策である住民税

非課税世帯等に対する臨時特別給付事業、子育て世帯への臨時特別給付金事業及び

まん延防止等重点措置が発令されたことに伴い、時間短縮営業に協力した町内飲食

店への感染拡大防止協力金の支給に係る事業、農林水産業費におきましては、県営

圃場整備事業及び県営基幹水利施設ストックマネジメント事業、土木費におきまし

ては、保明・後藤線路肩拡幅工事に係る事業であり、いずれも令和４年度に行うた

め、繰越明許といたしました。

最後に、報告第４号 県央土地開発公社事業計画書及び事業報告書の提出につき

ましては、地方自治法の規定により、構成市町村の議会に報告することになってお

りますので、別冊の資料を添えて報告いたします。

なお、内容につきましては、総務課長に説明をさせますので、よろしくお願いを
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申し上げます。

以上であります。

総務課長（鈴木和弘君） それでは、私のほうから土地開発公社の令和３年度の事業実

績報告書並びに令和４年度の事業計画予算及び資金計画につきまして、皆様方にお

配りをしております冊子に基づきまして、説明のほうをさせていただきます。

まず、令和３年度事業実績報告書２ページをお願いいたします。令和３年度の主

な事業実績ですが、全国農業協同組合連合会及び株式会社柳生田製作所の２社に工

業団地の一部を売却をいたしました。合計売却面積は２万1,220.97平米、２億

8,885万9,843円の売却収益でありました。こちらにつきましては、５ページにあり

ます収益的収入、１款事業収益、２項土地造成事業収益、２節本田上工業団地売却

収益のほうに記載をされております。

次に、支出の主なものといたしまして、本田上工業団地の売却の際の分筆登記業

務委託費として56万4,500円、にいがた南蒲農業協同組合から借入れをしておりま

す長期借入金の元金4,750万円、利息が258万4,000円でありました。その他につき

ましては、経常的な支出でありました。

今申し上げました内容につきましては、７ページから９ページをお願いいたしま

す。収益的支出、２款販売費及び一般管理費、７節委託料、それから３款事業外費

用、２節長期借入金利息、それから12ページにあります１款資本的支出、４項借入

金償還金、１節長期借入金償還金に記載されておりますので、よろしくお願いいた

します。

その結果といたしまして、16ページの損益計算書にありますとおり、令和３年度

の当期純利益は1,823万2,164円の黒字決算となりました。また、令和３年度末にお

ける資産といたしましては、土地開発公社が保有をする本田上工業団地の面積は、

20ページにありますとおり４万5,117.13平米、それから普通預金と定期預金を合わ

せた金額は、戻りまして17ページにありますとおり５億4,997万138円。一方、負債

であります長期借入金残高は22ページにありますとおり4,750万円の返済をいたし

まして、７億6,000万円となりました。

続きまして、もう一冊、令和４年度事業計画予算及び資金計画をお願いいたしま

す。土地の維持管理を行いながら本田上工業団地の売却を進めるとともに、長期借

入金の返済を行ってまいります。特に本田上工業団地の売却につきましては、新型

コロナウイルス感染症の関係からなかなか積極的に動くことが難しい状況でありま

すが、引き続き新潟県、各金融機関など各機関への情報発信や支援要請等を行う予
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定にしておりますし、新聞広告等も活用しながら情報発信のほうを実施してまいり

ます。

収入の主なものといたしましては、７ページにあります収益的収入、１款事業収

、 、 。益 ２節本田上工業団地売却収益として ２億8,140万8,000円を計上しております

、 、支出の主なものといたしましては ８ページから９ページにあります収益的支出

、 、 、２款販売費及び一般管理費 ６節広告宣伝費として105万9,000円 ３款事業外費用

２節長期借入金利息として243万2,000円、11ページにあります資本的支出、１款資

本的支出、４項借入金償還金、１節長期借入金償還金として4,750万円を計上して

おります。そのほかといたしましては、法人税や除草作業費など、全て通常の維持

管理に必要な経常経費でございますので、よろしくお願いいたします。

私の説明は以上であります。

議長（小嶋謙一君） 以上で報告が終わりました。

本件は報告事件でありますので、これで終わります。

日程第９ 同意第１号 田上町固定資産評価審査委員会委員の選任について

議長（小嶋謙一君） 日程第９、同意第１号 田上町固定資産評価審査委員会委員の選

任についてを議題といたします。

お諮りいたします。本案は人事案件でありますので、会議規則第39条第３項の規

定によって、委員会付託を省略したいと思いますが、これにご異議ありませんか。

（異議なしの声あり）

議長（小嶋謙一君） 異議なしと認めます。よって、委員会付託を省略することに決定

しました。

提案者、佐野町長の説明を求めます。

（町長 佐野恒雄君登壇）

町長（佐野恒雄君） ただいま上程になりました同意第１号 田上町固定資産評価審査

委員会委員の選任につきましては、その任に当たっておられました今井五男氏がご

逝去され、委員に欠員が生じたことから、その後任の委員として田上町大字羽生田

乙509番地、坪谷堅氏を選任したいので、議会の同意を求めるものであります。任

期につきましては、地方税法の規定により、前任者の残任期間であります令和６年

９月26日までとなります。

なお、参考資料として略歴をお手元に配付いたしております。
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以上、ご説明申し上げましたが、全員のご賛同を賜りますようよろしくお願いを

申し上げます。

議長（小嶋謙一君） 以上で説明が終わりました。

これよりただいまの案件について質疑に入ります。ご質疑のある方、ご発言願い

ます。

しばらくにしてご質疑もありませんので、質疑を終結いたします。

お諮りいたします。ただいまの案件については討論を省略して採決いたしたいと

思いますが、これにご異議ありませんか。

（異議なしの声あり）

議長（小嶋謙一君） 異議なしと認めます。よって、討論を省略して採決することに決

定しました。

これより同意第１号の採決を行います。

この採決は起立採決といたします。本案は原案どおり同意することに賛成の方の

起立を求めます。

（起立全員）

議長（小嶋謙一君） 起立全員であります。よって、同意第１号は原案のとおり同意す

ることに決定しました。

日程第１０ 承認第５号 専決処分（田上町税条例等の一部改正）の報告について

日程第１１ 承認第６号 専決処分（田上町国民健康保険税条例の一部改正）の報告

について

議長（小嶋謙一君） 日程第10、承認第５号及び日程第11、承認第６号の２案件を一括

議題といたします。

提案者、佐野町長の説明を求めます。

（町長 佐野恒雄君登壇）

町長（佐野恒雄君） ただいま一括上程になりました２議案につきまして、その概要を

ご説明申し上げます。

はじめに、承認第５号 専決処分（田上町税条例等の一部改正）の報告につきま

しては、地方税法等の一部を改正する法律等が令和４年３月31日に公布され、令和

４年４月１日より施行されることに伴い、田上町税条例の一部を改正する必要があ

るため、やむなく本年３月31日に専決処分をいたしたものであります。
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改正の主な内容につきましては、固定資産税の関係では、納税証明書等の交付に

ついてＤＶ被害者等から申出があった場合、本人の住所に代わるものを納税証明書

等に記載することや、個人住民税の関係では住宅ローン控除の対象となる入居者を

令和７年末まで延長するものなどであります。

次に、承認第６号 専決処分（田上町国民健康保険税条例の一部改正）の報告に

つきましては、地方税法施行令等の一部を改正する政令が令和４年３月31日に公布

され、令和４年４月１日より施行されることに伴い、田上町国民健康保険税条例の

一部を改正する必要があるため、やむなく本年３月31日に専決処分をいたしたもの

であります。

改正の内容につきましては、国民健康保険税における負担の公平性を図るため、

基礎課税額及び後期高齢者支援金等に係る保険税賦課限度額の引上げを行うため、

所要の改正を行ったものであります。

以上２議案につきまして、その概要をご説明申し上げましたが、ご審議の上、ご

承認いただきますようよろしくお願いを申し上げます。

議長（小嶋謙一君） 以上で説明が終わりました。

これよりただいまの２案件について一括質疑に入ります。ご質疑のある方、ご発

言願います。

しばらくにしてご質疑もありませんので、質疑を終結いたします。

ただいま議題となっております２案件につきましては、精査の必要がありますの

で、会議規則第39条第１項の規定によって、別紙議案付託表のとおり社会文教常任

委員会に付託いたします。

（ （ ））日程第１２ 承認第７号 専決処分 令和３年度田上町一般会計補正予算 第１５号

の報告について

議長（小嶋謙一君） 日程第12、承認第７号を議題といたします。

提案者、佐野町長の説明を求めます。

（町長 佐野恒雄君登壇）

町長（佐野恒雄君） ただいま上程になりました承認第７号 専決処分（令和３年度田

上町一般会計補正予算 第15号 の報告につきましては 歳入歳出それぞれ1,352万（ ）） 、

9,000円を減額いたしたものであります。

内容につきましては、新型コロナワクチン接種事業、新型コロナウイルス感染症
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拡大防止協力金事業及び除雪に関連した経費等の増減整理を行い、本年３月31日付

けでやむなく専決処分いたしたものであります。

歳入では、地方交付税及び国庫支出金を増額、県支出金におきましては、減額と

いたしました。

一方、歳出では、総務費におきましては、今後の財政運営に備え、財政調整基金

積立金の増額、衛生費におきましては、新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金

事業及び新型コロナワクチン接種事業で減額、土木費におきましても除雪対策費で

減額といたしました。

また、第２表、繰越明許費補正につきましては、子育て世帯への臨時特別給付金

事業について、年度内での完了が見込めないことから、その予算を繰り越すことと

したものであります。

以上、その概要をご説明申し上げましたが、ご審議の上、ご承認いただきますよ

うよろしくお願いを申し上げます。

議長（小嶋謙一君） 以上で説明が終わりました。

これよりただいまの案件について質疑に入ります。ご質疑のある方、ご発言願い

ます。

しばらくにしてご質疑もありませんので、質疑を終結いたします。

、 、ただいま議題となっております案件につきましては 精査の必要がありますので

会議規則第39条第１項の規定によって、別紙議案付託表のとおりそれぞれ所管の常

任委員会に付託いたします。

（ （ ））日程第１３ 承認第 ８号 専決処分 令和４年度田上町一般会計補正予算 第１号

の報告について

日程第１４ 承認第 ９号 専決処分（同年度田上町一般会計補正予算（第２号 ））

の報告について

日程第１５ 承認第１０号 専決処分 同年度田上町下水道事業特別会計補正予算 第（ （

１号 ）の報告について）

議長（小嶋謙一君） 日程第13、承認第８号から日程第15、承認第10号までの３案件を

一括議題といたします。

提案者、佐野町長の説明を求めます。

（町長 佐野恒雄君登壇）
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町長（佐野恒雄君） ただいま一括上程になりました３議案につきまして、その概要を

ご説明申し上げます。これらにつきましては、４月14日及び５月19日開催の全員協

議会において議論いただいた内容であります。

、 （ （ ））はじめに 承認第８号 専決処分 令和４年度田上町一般会計補正予算 第１号

の報告につきましては、歳入歳出それぞれ1,788万円を追加いたしたものでありま

す。

その内容は、新型コロナウイルス感染症に対する追加支援策として、まん延防止

等重点措置の適用に伴い、売上げが減少した飲食店関連事業者への支援金の追加、

指定管理者支援の実施、湯田上温泉等に対する下水道使用料及び温泉源泉使用料の

減免を行うものであります。

なお、早急な対応が必要なことから、４月14日付けで専決処分といたしました。

次に、承認第９号 専決処分（同年度田上町一般会計補正予算（第２号 ）の報）

、 。告につきましては 歳入歳出それぞれ770万7,000円を追加いたしたものであります

その内容は、令和７年国勢調査に向けた試験調査に係る経費の増額、新型コロナ

ウイルス感染症対策として、住民税非課税世帯に対する臨時特別給付金の令和４年

度分の支給に係るシステム改修費の追加、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯

生活支援特別給付金支給に係る経費の追加、新型コロナウイルスワクチンの４回目

以降の追加接種準備に係る経費の増額のほか、町民体育館の屋内消火栓、ポンプ室

等の修理に伴う修繕費の追加を行うものであります。

なお、早急な対応が必要なことから、５月26日付けで専決処分といたしました。

最後に、承認第10号 専決処分（同年度田上町下水道事業特別会計補正予算（第

１号 ）の報告につきましては、歳入歳出予算の総額に変更はありませんが、承認）

第８号、専決処分の報告同様、新型コロナウイルス感染症に対する追加支援策とし

、 。て 湯田上温泉等の温泉分の排水に係る下水道使用料の減免を行うものであります

なお、こちらにつきましても４月14日付けで専決処分といたしました。

以上３議案につきまして、一括その概要をご説明申し上げました。ご審議の上、

ご承認いただきますようよろしくお願いを申し上げます。

議長（小嶋謙一君） 以上で説明が終わりました。

これよりただいまの３案件について一括質疑に入ります。ご質疑ある方、ご発言

願います。

しばらくにしてご質疑もありませんので、質疑を終結いたします。

ただいま議題となっております３案件につきましては、精査の必要がありますの
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で、会議規則第39条第１項の規定によって、別紙議案付託表のとおりそれぞれ所管

の常任委員会に付託いたします。

日程第１６ 議案第２９号 令和４年度田上町一般会計補正予算（第３号）議定につ

いて

日程第１７ 議案第３０号 同年度田上町下水道事業特別会計補正予算（第２号）議

定について

日程第１８ 議案第３１号 同年度田上町国民健康保険特別会計補正予算（第１号）

議定について

日程第１９ 議案第３２号 同年度田上町介護保険特別会計補正予算（第１号）議定

について

日程第２０ 議案第３３号 同年度田上町水道事業会計補正予算（第１号）議定につ

いて

議長（小嶋謙一君） 日程第16、議案第29号から日程第20、議案第33号までの５案件を

一括議題といたします。

提案者、佐野町長の説明を求めます。

（町長 佐野恒雄君登壇）

町長（佐野恒雄君） ただいま一括上程となりました５議案につきまして、その概要を

ご説明申し上げます。

はじめに、議案第29号 令和４年度田上町一般会計補正予算（第３号）の議定に

つきましては、歳入歳出それぞれ１億967万7,000円を追加するものであります。

その主な内容といたしまして、歳入では国庫支出金におきまして、新型コロナワ

クチン接種に係る負担金及び補助金の増額、保育士等の処遇改善に係る臨時特例交

付金の追加、子育て世帯臨時特別給付金事業補助金の追加、原油価格・物価高騰対

策に係る新型コロナウイルス感染症地方創生臨時交付金の追加、小中学校における

感染症予防対策備品購入に係る学校保健特別対策事業費補助金の追加などをお願い

するものであります。

一方、歳出では、ほとんどの課に関連して、４月の定期人事異動に伴う人件費の

増減整理があります。それ以外の主な内容として、民生費におきましては、新型コ

ロナウイルス対策に係る介護保険料減免等に伴う介護保険特別会計繰出金の増額、

障がい者等の相談件数増加に伴う相談支援事業委託料の増額、ルーテル幼稚園教諭
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等処遇改善臨時特例事業補助金の追加、衛生費におきましては、新型コロナウイル

ス対策に係る国民健康保険税減免に伴う国民健康保険特別会計繰出金の増額、原油

価格・物価高騰に伴う生活応援支援事業として、全町民へ１人当たり5,000円相当

分の商品券の発行、事業所及び農業者に対する緊急経済対策支援等、学校給食費保

護者負担引上げの抑制支援の追加、小中学校における感染症予防対策備品等購入経

費の追加、新型コロナウイルスワクチン４回目接種に係る経費の増額、教育費にお

きましては、学校におけるＩＣＴ支援員配置に係る経費の追加、スクールバス、小

学校及び中学校における施設及び備品修理に係る経費の増額、交流会館における会

計年度任用職員採用に係る経費の追加をお願いするものであります。

次に、議案第30号 同年度田上町下水道事業特別会計補正予算（第２号）の議定

につきましては、歳入歳出それぞれ143万3,000円を追加するものであります。

、 。その内容といたしましては ４月の定期人事異動に伴う人件費の増額であります

次に、議案第31号 同年度田上町国民健康保険特別会計補正予算（第１号）の議

定につきましては、歳入歳出予算の総額に変更はございませんが、新型コロナウイ

ルス感染症の影響により、収入の減少が見込まれる被保険者を対象とした保険税の

減免を令和３年度に引き続き実施するものであります。

なお、その財源につきましては、４月14日開催の全員協議会でご説明のとおり、

国からの支援では不足しますので、一般会計からの繰入金により対応いたします。

次に、議案第32号 同年度田上町介護保険特別会計補正予算（第１号）の議定に

つきましては、歳入歳出それぞれ23万5,000円を追加するものであります。

その内容といたしましては、介護報酬の改定等に伴う電算システム改修委託料の

増額のほか、先ほどの議案第31号同様、新型コロナウイルス感染症の影響により収

入の減少が見込まれる第１号被保険者を対象として、保険料の減免を令和３年度に

引き続き実施いたします。

なお、その財源につきましては、国からの支援では不足しますので、一般会計か

らの繰入金により対応いたします。

最後に、議案第33号 同年度田上町水道事業会計補正予算（第１号）の議定につ

きましては、予算第３条に定めた収益的支出の予定額に396万4,000円を追加するも

のであります。

、 。その内容といたしましては ４月の定期人事異動に伴う人件費の増額であります

、 、 。 、以上 ５議案につきまして 一括その概要をご説明申し上げました ご審議の上

ご決定いただきますようよろしくお願いを申し上げます。
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議長（小嶋謙一君） 以上で説明が終わりました。

これよりただいまの５案件について一括質疑に入ります。ご質疑ある方、ご発言

願います。

しばらくにしてご質疑もありませんので、質疑を終結いたします。

ただいま議題となっております５案件につきましては、精査の必要がありますの

で、会議規則第39条第１項の規定によって、別紙議案付託表のとおりそれぞれ所管

の常任委員会に付託いたします。

日程第２１ 議案第３４号 三条市、燕市、加茂市、田上町及び弥彦村並びに新潟県

三条・燕総合グラウンド施設組合における公の施設の相

互利用に関する協定の一部変更について

議長（小嶋謙一君） 日程第21、議案第34号を議題といたします。

お諮りいたします。本案件につきましては、会議規則第39条第３項の規定によっ

て委員会付託を省略したいと思いますが、これにご異議ありませんか。

（異議なしの声あり）

議長（小嶋謙一君） 異議なしと認めます。よって、委員会付託を省略することに決定

しました。

提案者、佐野町長の説明を求めます。

（町長 佐野恒雄君登壇）

町長（佐野恒雄君） ただいま上程になりました議案第34号 三条市、燕市、加茂市、

田上町及び弥彦村並びに新潟県三条・燕総合グラウンド施設組合における公の施設

の相互利用に関する協定の一部変更につきましては、対象施設である三条市立図書

館の所在地が変更されることから、協定の一部を変更するものであります。

以上、その概要をご説明申し上げました。ご審議の上、ご承認いただきますよう

よろしくお願いを申し上げます。

議長（小嶋謙一君） 以上で説明が終わりました。

これよりただいまの案件について質疑に入ります。ご質疑のある方、ご発言願い

ます。

しばらくにしてご質疑もありませんので、質疑を終結いたします。

。 、 。これより議案第34号について討論に入ります ご意見のある方 ご発言願います

しばらくにしてご意見もありませんので、討論を終結いたします。
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これより議案第34号の採決を行います。

お諮りいたします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

（異議なしの声あり）

議長（小嶋謙一君） 異議なしと認めます。したがって、議案第34号は原案のとおり可

決されました。

この際、議長からお願い申し上げます。各常任委員会に付託いたしました案件に

つきましては、会期日程に基づき、最終日の本会議に報告できますようお取り進め

をお願いいたします。

以上で本日の議事日程は全部終了いたしました。

これで本日の会議を閉じます。

これをもちまして本日は散会といたします。

大変ご苦労さまでした。

午前１１時００分 散 会
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別紙

令和４年 第２回 田上町議会（定例会）議事日程

議事日程第１号 令和４年６月２８日（火） 午前９時開議

日程 議 案 番 号 件 名 議決結果

開会（開議）

第１ 議席の一部変更及び議席の指定 指 定

５番
第２ 会議録署名議員の指名

７番

第３ 会期の決定 １７日間

第４ 諸般の報告 報 告

第５ 町長の所信表明

専決処分（損害賠償の額の決定及び和解）の報告に
第６ 報 告 第 ２ 号 報 告

ついて

令和３年度田上町一般会計繰越明許費繰越計算書の
第７ 報 告 第 ３ 号 報 告

報告について

県央土地開発公社事業計画書及び事業報告書の提出
第８ 報 告 第 ４ 号 報 告

について

第９ 同 意 第 １ 号 田上町固定資産評価審査委員会委員の選任について 同 意

専決処分（田上町税条例等の一部改正）の報告につ
第10 承 認 第 ５ 号 付 託

いて

専決処分（田上町国民健康保険税条例の一部改正）
第11 承 認 第 ６ 号 付 託

の報告について
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日程 議 案 番 号 件 名 議決結果

専決処分（令和３年度田上町一般会計補正予算（第
第12 承 認 第 ７ 号 付 託

１５号 ）の報告について）

専決処分（令和４年度田上町一般会計補正予算（第
第13 承 認 第 ８ 号 付 託

１号 ）の報告について）

（ （ ））専決処分 同年度田上町一般会計補正予算 第２号
第14 承 認 第 ９ 号 付 託

の報告について

専決処分（同年度田上町下水道事業特別会計補正予
第15 承認第１０号 付 託

算（第１号 ）の報告について）

令和４年度田上町一般会計補正予算（第３号）議定
第16 議案第２９号 付 託

について

（ ）同年度田上町下水道事業特別会計補正予算 第２号
第17 議案第３０号 付 託

議定について

同年度田上町国民健康保険特別会計補正予算（第１
第18 議案第３１号 付 託

号）議定について

同年度田上町介護保険特別会計補正予算（第１号）
第19 議案第３２号 付 託

議定について

同年度田上町水道事業会計補正予算（第１号）議定
第20 議案第３３号 付 託

について

三条市、燕市、加茂市、田上町及び弥彦村並びに新

第21 議案第３４号 潟県三条・燕総合グラウンド施設組合における公の 原案可決

施設の相互利用に関する協定の一部変更について



第 ２ 号

（ ７ 月 １２ 日 ）
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令 和 ４ 年 田 上 町 議 会

第 ２ 回 定 例 会 会 議 録

（第２号）

１ 招集場所 田上町議会議場

２ 開 会 令和４年７月１２日 午前９時

３ 出席議員

１番 森 山 晴 理 君 ８番 今 井 幸 代 君

２番 小野澤 健 一 君 ９番 椿 一 春 君

３番 品 田 政 敏 君 １０番 熊 倉 正 治 君

４番 藤 田 直 一 君 １１番 松 原 良 彦 君

５番 渡 邊 勝 君 １２番 池 井 豊 君

６番 小 嶋 謙 一 君 １３番 関 根 一 義 君

７番 中 野 和 美 君 １４番 髙 橋 秀 昌 君

４ 欠席議員

な し

５ 地方自治法第１２１条の規定により説明のため会議に出席した者の氏名

町 長 佐 野 恒 雄 地域整備課長 宮 嶋 敏 明

町 民 課 長副 町 長 吉 澤 深 雪 本 間 秀 之会計管理者

教育委員会教 育 長 安 中 長 市 時 田 雅 之事 務 局 長

総 務 課 長 鈴 木 和 弘 近 藤 拓 哉産業振興課長補佐

政策推進室長 堀 内 誠 棚 橋 康 夫保健福祉課長補佐

６ 本会議に職務のため出席した者の氏名

議会事務局長 渡 辺 明

書 記 板屋越 麻衣子

７ 議事日程

別紙のとおり

８ 本日の会議に付した事件

議事日程に同じ
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午前９時００分 開 議

議長（小嶋謙一君） 改めて、おはようございます。これより本日の会議を開きます。

ただいまの出席議員は14名であります。よって、定足数に達しておりますので、会

議は成立いたします。

本日の議事日程は、お手元に印刷・配付しております議事日程第２号によって行

います。

これより議事に入ります。

日程第１ 一般質問

議長（小嶋謙一君） 日程第１、一般質問を行います。

通告順に順次発言を許します。

最初に４番、藤田議員の発言を許します。

（４番 藤田直一君登壇）

４番（藤田直一君） おはようございます。ただいまから一般質問をさせていただきま

す。

まず 佐野町長におかれましては 再選おめでとうございます そして ６月22日、 、 。 、

から２期目の４年間がスタートいたしました。町長は、１期目の半分は新型コロナ

感染症対策で思うように進めることができなかったと自己評価をしてしておりまし

たが、町民の皆さんが望むことは、昨日より今日が、今日より明日が、暮らしを通

してよかったと思えるようなまちづくりを２期目の町長に期待をしているところで

あると思っております。

町長は、３月定例会で１期目最後の施政方針を行い、田上町が高く羽ばたく年と

なるよう、未来に向けた新たな取り組みにも積極的に着手してまいりますと強い意

思を示しておりました。特に今後の10年を見据えた第６次総合計画では 「誰もが、

ずっと住み続けたいまち たがみ」を実現するために、基本構想、６つの分野別目

標を柱とし、基本計画17の施策の方向を定めておりますが、今回は６つの分野別目

標の中の「10年後も誰もが住み続けたいまち」について、町長の考えを聞かせてい

ただきたいと思います。
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この分野別目標の中にある人口問題への対応については、人口減少対策である総

合戦略の事業を進めますと記載されています 第１次総合戦略対象時期は 平成27年。 、

から令和３年までの７年間でした。令和４年度から令和８年度の５年間を第２次総

合戦略として、なるべく多くの20代から30代の方たちから田上町に住んでもらえる

ように、事業を積極的に取り組んでまいりますと言っています。そして、暮らし応

援リフォーム補助金事業、マイホーム取得支援補助金事業、起業創業支援事業、移

住者住宅賃貸支援事業、新婚・子育て世帯向け個人住宅取得資金利子補給事業、学

校給食費補助金、不育症治療費助成事業など、ほかにもありますが、継続、再掲、

新規施策とし実施することが明確になっており、私は評価をしております。今後の

広報活動に期待をするところであります。

また、町長が掲げる実施事業として、住宅地開発に向けた民間事業者への働きか

けが新規として挙げられております。委員会の中でも、住宅情報が少ない、条件に

合う新規の宅地開発がないなど、田上に住みたい人もいるが、決断に至らないなど

の話も聞こえてまいります。住宅地開発に向けた民間業者への働きかけは、この町

のこれからの衰退が決まる重要な誘致事業だと私は思っております。過去の一般質

問でも、町は宅地造成や工業用地造成に民間資本を取り入れて積極的に取り組み、

人口減少化に少しでも歯止めをかけるべきとの意見もありました。真面目に、マン

パワーが足りなければ、私を誘致活動営業マンとして活用してくださいと申し上げ

たこともありますが、今回第６次田上町総合計画、基本計画の中で総合戦略で実施

する事業として記載されたことは、この町が目指す方向がはっきりと示されたと私

は大変評価をしております。町長が示す民間業者への働きかけについて、今後どの

ような手法で取り組んでいくのか、町長に伺います。

次に、公共施設の耐震補強や経年劣化への対応は、当町においても大きな問題と

なっております。議会からも、老朽化した公共施設への整備計画を早急作成して検

討すべきであるとの意見も出されております。このような中で今問題となっている

のが、中学校のプール施設を使用する授業についてであります。新型コロナ感染症

、 、 、 、拡大の中で 令和２年 ３年とプール授業は休止となり 現在に至っておりますが

令和４年度はプール授業を再開することで教育委員会では方針を出しました。しか

しながら、現在ある中学校プールは、昭和46年に完成し、現在51年が経過した大変

古い施設となっております。老朽化による損傷なのか、２年間の授業休止による整

備不足なのか、原因は定かではありませんが、今年度は使用不可とのことで、加茂

市の温水プール施設を借りての授業となるために、令和４年度予算に施設使用料が
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計上されました。今年度はこの対応で授業は可能としても、必須授業であるプール

授業を今後も行うに当たり、教育委員会は既存施設を含めた活用について今後どの

ようにしていく方針なのか、議会側と議論がされてきました。

教育委員会の意見は、今年度は加茂市の温水プール施設の利用が可能であり、問

題なく授業を進めることは可能であるが、来年度は加茂市内の学校においてもプー

ルの老朽化が進み、温水プール施設の利用が増える見込みであり、田上町から温水

プール施設の利用要望があった場合は、対応できるかは不明であるとの回答があっ

たとの報告もありました。

これらを踏まえて協議の結果、来年度は中学校のプール使用ができるように、今

年度中に修理を完了していく方針で決定いたしました。また、既存プールの使用に

ついて、生徒からはプール授業は道路から丸見えのため、見えないようにしてもら

いたい等の施設に対する改善要望もある中で、対応可能な対策については整備を進

めるべきであると結論づけました。そして、修繕工事を進める中で、来年度以降の

中学校プール授業をどのようにしていくのが望ましいのか、既存のプール施設の改

修対応でよいのか、それとも隣接市町村の施設を借りていくのか、それとも新しく

プール施設を建設をするのか、今後どのようにしていきたいのか、早急に方針を示

さなければならないとの発言も全員協議会の中でありました。

改めて伺いますが、町長、教育長は、今後、水泳授業に対してどのような考えで

取り組んでいくのか、また、今ある既存プール施設についてはどのような方針でい

きたいのかお聞かせください。

次に、羽生田小学校プールは昭和57年に完成し、現在40年が経過、また田上小学

校プールは昭和59年に完成し、現在38年が経過しており、これらも老朽化が進んで

おります。羽生田小学校プールの過去５年間の修繕費は約35万円、田上小学校プー

ルの過去５年間の修繕費は約43万円ほどかかっております。まだ少額ではあります

が、ともに築40年ほど経過していますので、老朽化は進んでいると思います。いず

、 。れにせよ 中学校と同じような状況になりつつあるのではないかと憂慮しています

これらの小学校の水泳授業に対しても、どのような考えで取り組んでいくのか、ま

た、既存プール施設については今後どのような方針でいくのか、教育長にお伺いを

いたします。

以上で１回目の質問を終わります。

（町長 佐野恒雄君登壇）

町長（佐野恒雄君） それでは、藤田議員の質問にお答えいたします。
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はじめに、第６次総合計画についてお答えいたします。民間業者への働きかけに

ついてでありますが、以前から議会一般質問において宅地開発のご質問を受けてお

り、町独自で住宅地開発を行うことは難しく、民間事業者の力を借りて住宅地開発

を考えていきたいと回答しておりました。そういったことから、人口減少対策の実

施事業の一つとして総合戦略に掲載しています。

そこで、どのように働きかけを行っていくかにつきましては、ただやみくもに宅

地開発業者へ出向き、開発のお願いをしても、なかなかうまくいかないと思います

ので、ある程度執行内で造成までの法規制、どのような手続が必要か等の事前調査

を行ってから、宅地開発業者へ声がけをしていくことを考えております。ただし、

現状の新潟県の経済動向を見たときに、新型コロナウイルス感染症や海外情勢の動

向によって、住宅投資は弱い動きとなっております。今後の経済動向を見ながら、

近隣の宅地開発業者に働きかけを行っていきたいと考えております。

次に、小中学校のプール施設についての質問にお答えいたします。田上中学校の

水泳授業につきましては、今年度は加茂市の温水プールをお借りして実施いたしま

すが、来年度からは田上中学校のプールを修繕して、田上中学校で水泳授業を実施

していく方針です。田上町の子どもたちが利用する教育施設は、自前で準備するこ

とが基本だというふうに考えております。内容につきましては、教育長が答弁いた

します。

以上でございます。

（教育長 安中長市君登壇）

教育長（安中長市君） おはようございます。小中学校のプール施設についての質問に

お答えします。

田上中学校の水泳授業については、議員おっしゃられるように、令和２年度は新

型コロナの影響により中止いたしました。令和３年度につきましては、プール開始

、 、前の点検においてろ過機の不具合が見つかりましたが プールへの水の補給を続け

ごみがたまらないようにオーバーフローさせながら、錠剤の塩素を投入し、水泳授

業を実施いたしました。

先ほど町長が答弁しましたとおり、今年度は加茂市の温水プールをお借りして実

施いたしますが、来年度からは田上中学校のプールを修繕して、田上中学校で水泳

授業を実施していく方針です。今年度予算計上しております給排水管及びシャワー

類の修繕と併せて、ろ過機も今年度中に修繕していきたいと思います。現在、その

ほかの環境改善も含めて修繕内容を検討しているところであり、修繕費用の見積り



- 42 -

が出た段階で、議会のほうへお示ししていきたいと思っております。築50年を経過

している施設であるため、田上中学校のプール施設について、今後どのような対応

が一番いい方法なのかを早めに方針づけたいと思っております。あわせて、小学校

プールについても今後検討していかなければなりませんが、修繕することにより使

用できるのであれば、まずはしっかり修繕を行った上で、子どもたちの水泳授業の

施設確保をしてまいりたいと思っております。

４番（藤田直一君） ２回目の質問をさせていただきます。

第６次総合計画についてでありますが、先般、うちの家族の若夫婦が、まちの住

みここちランキング2022新潟県版自治体トップテンに田上町が４位で載っている

が、知っているかとの話が私にありました。この話を聞いて、私もネットで確認を

いたしました。町長も所信表明の中で述べていましたが、載っているのですよね。

私もびっくりしました。よく内容を見ますと、データは大東建託（株 、いい部屋）

ネット「街の住みここち＆住みたい街ランキング」2022年新潟県版によると、これ

をはっきりと言ってくださいねと、それも書いてありました。データは必要ならば

お渡ししますということも明記されていました。このデータによる住みここち１位

は聖籠町、２位が新潟市中央区、３位が新潟市西区、そして４位がこの田上町、５

位は新潟市江南区、以下10位まで載っておりました。

田上町の調査項目のよかった順位から申し上げますと、静かさと治安が田上町１

位、物価、家賃で２位、防災で２位、自然観光で６位、親しみやすさで６位、生活

の利便性で14位、行政サービスで16位、交通利便性については評価なしということ

でありました。昨年はランク外であったとのことですが、理由は分かりません。恐

らくアンケートに応募する人がほとんどいなかったのではないかというふうに思い

ますが、ちなみに調査の中には、今は住みここちが第４位ですが、住みたい街ラン

キング、これも引き続きやられているわけです。住みたい街ランキングの中には田

上町は入っていませんでした。10位には入っていませんでした。

だから、先ほど申しましたが、データの配付も、要請があれば可能ですとのこと

ですから、ぜひ町としても申請をしてみてはいかがでしょうか。そして、いずれに

、 、しても この2022年度に県内住みここちのよさナンバー４に選ばれたということは

今後の住宅開発に向けた民間事業者への働きかけに何かしらの、私はヒントがある

ように感じますが、町長はどのようにお考えなのか、聞かせていただきたいと思い

ます。

次に、教育長と町長がお話しいたしましたプール関係についてであります。それ
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ぞれ私１回目の質問で、小学校と中学校、それぞれ別々に現在あるこのプール施設

は、今後どのように対応していくのかという質問をいたしました。町長は、自前で

施設は準備し、活用するべきだという基本的な考えを持っているというお話であり

ました。また、教育長は、今後どのような対応が一番いい方法なのかを早めに方向

をつけたいと思っているというご答弁でありました。どちらにしても、新築を含め

た検討はされていくと私は思っております。もし、中学校プールの新設を近い将来

しなければならないと考えておられるのであれば、年間を通じて、小学校、中学校

の児童が共に利用できる施設の検討を私はしていただきたいというふうに思ってい

ます。もっと欲を申せば、町民の皆さんも利用できるような施設にしたらどうなの

かな。それはお金はかかるでしょうけれども、そのような考えも私なりにあります

が、この辺について町長か教育長のお考えを聞かせていただきたいと思います。

以上で２回目の質問終わります。

町長（佐野恒雄君） ２回目のご質問いただきました。

、 。今回 この街の住みここちランキングトップテンに田上町が第４位で載っていた

これは私も議員同様に大変うれしいニュース、出来事だなということで、所信表明

のときにお話をさせていただきました。今回、この住み心地ランキング第４位に入

った理由、原因、いろいろあるかと思います。その中でやはり一番大きな要素は、

私は道の駅だったのではないかなと。かつて田上町でこれだけの賑わいの拠点とい

うのはなかったわけでありまして、そういう中で、この道の駅は町外に対して大き

なインパクトといいますか、ＰＲにつながっていっただろうなというふうに思いま

す。もちろんそれだけではないと思います。いろんな要素はあったわけであります

し、今、藤田議員おっしゃられるように、その中身は静かさであるとか、治安であ

、 、 。るとか 防犯であるとか そういう要素はあっての今回の第４位にランクインした

それで、データがいただけるというふうなお話でしたので、町としてもやはり詳し

くデータの解析といいますか、調査をする必要があるかなと思っておりまして、そ

のデータもお願いをいたしております。ただ、ちょっと時間がかかるというふうな

お話も聞いておりますが、データをいただいた中で、詳しくやはり原因といいます

か、その調査を分析してみたいなと思っております。

いずれにいたしましても、こういう形で田上町が今注目をされているのだと、こ

の事実はとっても私自身うれしいことですし、また、町民の皆さんも本当にこの田

上町というものに、もっともっと誇りを持っていいのではないかなというふうに考

えております。当然、今回、民間業者に宅地開発のお願い、先ほどの１回目の答弁
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にもお話ししましたように、なかなかそうした住宅事情、非常に厳しいものがあり

ます。しかし、厳しい状況ではありますけれども、民間の住宅に対するニーズ、そ

ういうものも調査もしながら、民間事業者に働きかけていきたいなというふうに考

えております。

それから、プールの件につきましては、先ほどお話を申し上げたとおりでありま

す。ただしかし、今後どういうふうな形で状況が変わっていくかということは、こ

れは私どもいろいろとやはり検討していかなくてはならないと思います。議員おっ

しゃられる１か所でまとめた、中学、小学校が共同で使えるような施設の建設、そ

れは本当にできたらいいなと私自身も思います。ただ、やはり財政上の問題もある

わけでありますので。ただ、そういう選択肢もある、中学校１つ、小学校に２つと

いうふうなことではなくて、そうした共同で、町として共有できるような、そうし

た施設というのも当然頭に置いた中で、これからの検討課題にしていければなとい

うふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。

教育長（安中長市君） 小中学校のプールについてなのですが、一般にプールの寿命は

60年ぐらいと言われているのです。管理の状態によると思いますが、今、中学校が

50年、小学校が40年過ぎています。その中で、３つの学校のプールをどうしていく

かということに関しては、先ほど藤田議員もおっしゃったように、新築とか、１つ

にするとか、それも含めて考えていきたいと思っています。よろしくお願いいたし

ます。

４番（藤田直一君） ３回目の質問をさせていただきます。

、 、 、この６次総合計画につきまして 町長は回答の中で 執行内で造成までの法規制

どのような手続が必要か等、事前調査を行ってから宅地開発業者へ声かけをしてい

くことを考えているというご答弁がありました。そのときに、今田上町は、この長

い町の地域に２つの駅があるのです。２つの駅あるというのは、そうないのです。

今合併しましたから、結構あっちこっち大きくなりましたから、１つの市の中に駅

が３つのところもあるかもしれませんけれども、でも単独のままでの町、この市町

村形成の中で、駅が２つあるというのはそうないのです。だから、田上町に羽生田

駅があり、田上駅があり、そしてその駅の裏側には今現実、宅地、団地ができてき

。 、 、 。たわけです しかしながら その駅に行くに当たって 正面通路しかないわけです

ですから、駅裏に住んでいる皆さんは、自分ちの住んでいる側に駅への入り口がな

いということで、大変不便しているのです。ですから、今後のいろいろな法規制や

事前調査等の中で、ぜひ駅周辺の整備計画も、しっかりと町としてはこのように進
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めていきたいという、整備計画を立ち上げた中で物事を進めていく、将来こういう

ふうな形になっていくのですよ、だから、この町にぜひとも皆さんしっかりと資本

投下をしてくださいという、その町の取り組む姿勢も私は明確に打ち出さないと。

それは来る業者は、将来がどうなるのかあまり見えない中では投資意欲も私はない

と思うのです。ですから、その辺をしっかりと執行側として方針を出していただき

たい、そのように考えていますが、いかがでしょうか。

それと、今ほど町長も教育長もプールについてはお考えをお聞きしました。いろ

んな今までの議会の中でもありましたが、町には全体として公共施設がいっぱいあ

るわけです。特にその一点として町民体育館の問題だって出ているわけです。耐震

補強しなければならない。もう築相当経過している。それもどういうふうにするの

だという話も出ているわけです。そういう中で、今言うプールが出てきて、そして

小中学校が一体になるプールができたらいいな、できればその施設も町民が活用で

きればいいな、そこへもってきて町民体育館も何かしらの修繕か、方向性を出さな

ければならない。ならば、町民体育館もプールもみんな一体となった施設も検討す

ることも、私は一つの考え方ではないかなというふうに思っております。根本的な

解決策を早急に私は検討して、表明をしてもらいたいなと思っていますが、いかが

でしょうか。

以上で３回目の質問終わります。

町長（佐野恒雄君） ありがとうございます。民間事業者への宅地開発の進めていくに

当たっては、先ほど申し上げましたように、また、今議員がおっしゃられるとおり

だと思います。やはり町としての魅力というのでしょうか、そういうものをしっか

りとビジョンを持って訴えていかないとなかなか、町で田上で、では開発に乗り出

してみようかという気持ちにはならないかと思います。かつての議会で、先ほど議

員もおっしゃられたように、自分が営業マンとして、マンパワーが足りなければと

。 、 、いうふうなお話もありました また 建設会社でもそうした経験もおありですので

ぜひ、その辺もまたお知恵を貸していただく中で、そうした検討をしていければな

と思っておりますので、よろしくひとつお願い申し上げます。

それから、プールの関係、当然いろんな施設が今老朽化といいますか、体育館に

しろ、心起園にしろ、そしてこのプールにしろ、いろんな施設が今大きな曲がり角

に来ております。そうした、先ほど体育館とプールと一緒にというふうなお話もあ

りました。そうしたこれからの方向、方針というものは、しっかりとやはり計画と

、 、いいますか 検討していく必要があるのだろうなというふうに思っておりますので



- 46 -

ご理解いただきたいと思います。

議長（小嶋謙一君） 藤田議員の一般質問を終わります。

次に、２番、小野澤議員の発言を許します。

（２番 小野澤健一君登壇）

２番（小野澤健一君） 議席番号２番、小野澤でございます。一般質問をさせていただ

きます。

１番目は、ちょうど１年前に私が一般質問いたしました再生可能エネルギーにつ

いて、再度させていただきます。２番目は、議会初日に町長がおやりになった所信

表明について、以上２点を一般質問としてさせていただきます。

では、１番目、再生可能エネルギーについて。ロシアによるウクライナ侵攻を主

因として、急速に進行して底が見えない円安、これ円安というのは今の物価高の約

７割が輸入物価の原因だと言われています。ガソリン価格をはじめとした原油価格

の高騰、小麦をはじめとした穀物価格の高騰と広範囲にわたる物価高騰が、日本経

済に対して、新型コロナ感染拡大による経済の停滞からの回復を待つことなく、さ

らなる試練を与えています。企業物価が消費者物価を上回っていることから、今後

も物価高騰は続くものと容易に予想できますし、現に多くの商品の値上げが予定さ

れています。地元経済にとってはこれまで以上に厄介な状況であり、景気減退、ス

タグフレーションの懸念を大いにはらんでいます。

日本の物価高騰が欧米諸国と大きく異なる点は、賃金上昇が伴っていないことで

あり、確実に可処分所得を減らしているという事実であります。ＧＤＰ国内総生産

の約６割を占める個人消費への悪影響は、今後本格化するものと思います。このよ

うな状況の中で、世界的サプライチェーンのもろさ、日本のエネルギーや食料の自

給率の低さが、安全保障上の大きな課題として改めて浮き彫りとなっています。ち

なみに、日本のエネルギー自給率は11.8％で、世界34位、また、日本の食料自給率

はカロリーベースで37％、日本国内の都道府県別で見ると、新潟県はカロリーベー

スで100を超えて109％、それでも全国５位であります。

さて、再生可能エネルギーに関して、ちょうど１年前の一般質問で、地元循環型

経済におけるエネルギー代金の域外流出を指摘し、エネルギーの自給率を高めるこ

とで循環資金の漏えいを防ぎ、地元経済を維持する必要性を論じました。さらに、

エネルギーと食料の需要がその区域内で賄えると、それが理想の地域の在り方であ

るとする考えを紹介するとともに、県内30市町村の中で田上町のエネルギー自給率

が極端に低く、田上町の持続可能性を阻害しかねないゆゆしき状況にあるため改善
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する必要性も説きました。当時の答弁としては、まだ遠い未来的他人事のような、

具体性に欠けるものでしかありませんでした。

ところが、現在、風雲急を告げる事態となっております。身近なところの令和４

、 、年度当初予算においても 役場庁舎を含めた公共施設の電気料金は7,457万2,000円

前年度比1,360万4,000円の増加、率にして22.3％の大幅な支払いを余儀なくされて

います。今回は、従来の経済的側面、すなわち資金的側面ではなく、社会的側面、

すなわち生活の安心・安全、安定に対する補償として、より本質的な部分で再生可

能エネルギーを捉え、可及的速やかに計画的導入を図るべきと提唱するものであり

ます。

そこで質問をいたします。質問１、社会経済情勢に関して、１年前の状況とさま

変わりしている今日ですが、改めて田上町のエネルギー自給率改善の必要性につい

て、町としての考え方、捉え方をお聞かせください。

我が国では、2050年カーボンニュートラルの実現とともに、2030年の温室効果ガ

ス排出量を2013年度比46％削減する目標の実現に向けて、再生可能エネルギーの主

力電源化が求められていることはご承知のことと思います。環境省の白書でも、

2030年までを勝負の10年と言い切っています。実際のところ、国は地域脱炭素ロー

ドマップにより、2040年までに国と自治体の全公共施設に太陽光発電を導入するこ

とを求め、途中の2030年までに50％の設置を目標としています。もはや、公共施設

の太陽光発電設置は、災害時の非常用電源等の域を超え、当たり前の電源として、

スケジュール化によって義務化されているものであります。この現実を真摯に受け

止めるならば、再生可能エネルギーの導入、事業化は避けて通ることができない重

要な町民の生活維持投資の一つとして捉えるべきであり、庁舎内体制を整えるとと

、 、 。もに 町全体への普及をも視野に 知識と実績の集積を図る必要があると考えます

そのためには、毎年前年度決算確定を待って、翌年度以降５年間の事業計画を具体

的に示す田上町まちづくり財政計画にしっかりとスケジュール化を明記し、確実に

実行していく必要があります。

そこで質問いたします。質問２番目、再生可能エネルギーに関して問題提起して

ちょうど１年が経過しますが、庁舎内体制や知識の習得に前進はありますか。

質問３番目、町は再生可能エネルギーの導入に関して、田上町まちづくり財政計

画にしっかりと盛り込む意思、予定はありますか。

ここまで再生可能エネルギーを町民の生活維持投資として捉えてきましたが、バ

タフライエフェクトの壮大さまではいかなくても、その導入効果は地元経済へ確か
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な恩恵をもたらすものです。地元の自然資源を活かして、消費する地域から生み出

す地域へ移行し、その収益を地域内で再投資することで新たな産業と雇用を生み、

地域内で経済を循環させる、このことを強く思い描かなくてはならない時期に来て

います。生み出すといえば、田上町は2019年度の県内１人当たりの所得が佐渡市に

次いでびりから２番目です。田上町は、トップの聖籠町500万6,000円の半分以下の

237万6,000円でしかありません。これは、田上町内で生み出される収益、いわゆる

付加価値といいますけれども、がびりから２番目と、極めてゆゆしき状態にあるこ

とを物語っております。

「恒産なくして恒心なし」ということわざがあります。安定した財産なり職業を

持っていないと、安定した道徳心を保つことが難しいといった内容です。地元経済

、 。が暮らしそのものであるばかりか 精神的よりどころとしても大きなものなのです

地元経済を衰退させないように維持していくことの大切さを違う側面から捉えたも

ので、非常に興味深いものであります。再生可能エネルギーの本質を探求すること

は、田上町の持続可能性を考える上で非常に大切であるとともに、必須とも言え、

行政の最大の任務である町民の生命と財産を守ることにも見事に合致するもので

す。導入に向けた知識と実績の集積を含めた庁内体制の整備を急ぐべきであると主

張として、１つ目の質問を終えたいと思います。

続いて、２番目、所信表明についてであります。先日、所信表明を拝聴いたしま

した。表明されました内容は、町長の思いと覚悟が宿っているもので、町民との約

束事として非常に重い意味を持ちます。しっかりとした行政運営をお願いいたしま

す。

さて、所信表明では、田上町第６次総合計画について、全体の約半分程度を割い

て満遍なく述べられております。行政資源の集中により、政策の実をより確かなも

のとし、刻々と変わる社会情勢に対して迅速かつ適切に対応するために、これまで

幾度となく政策の優先度、いわゆる政策選択の必要性について、町長のお考えをた

だしてきましたが、回答は決まって、優先度、優劣をつけるべきではないと、全て

が大切である旨のかたくななお考えであります。往々にして、計画なるものは作成

に時間がかかり、その間に世の中が移ろい、計画がスタート直後から陳腐化、劣化

する傾向にあることは否めません。現に、第６次総合計画も２年の歳月を要し、そ

の間に社会経済は新型コロナ感染の蔓延とアフターコロナの模索、最近ではＢＡ．

５なんていうのがまたはやってきておりますが、そして、ウクライナ侵攻により大

きく変わってきています。
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現在の喫緊の課題は、参議院選挙の大きな争点の一つであった物価高であり、ロ

シアのウクライナ侵攻を直接的要因としたものとして原油高、穀物価格の高騰、さ

らにはゼロ金利政策固持による急激な円安進行による輸入物価の高騰があり、これ

らを突き詰めると、日本のエネルギー及び食料の自給率の低さが本質的要因となり

ます。この物価高は、田上町の暮らしと経済に深刻な影を落としており、田上町で

の喫緊の課題です。さらに、今回の物価高は短期的収束の要素が見当たらないこと

から、影響が長期に及ぶとの覚悟と態勢、対策が必要となります。

そこで質問いたします。質問４番目、現在のような急激な社会経済の変化に対し

て、第６次総合計画を陳腐化、劣化させないために、どのように対処していくおつ

もりでありますか。また、政策や施策について、優先度、優劣をつけるべきではな

いとのお考えに固執し続けますか。

さらに、所信表明ではガバナンスの欠如とその構築が町長ご自身の大きな課題の

一つとも言っています。全く同感であります。ただし、町長が改善してきたとする

ことは、ガバナンスの域に達しているものではなく、もっと初期段階の組織のてい

の問題であります。最近も、これまでにも、行政の監視役としての議会を軽視する

事案が幾つか発生しています。これも、組織としてのていをなしていないことが主

因です。ちなみに、老婆心ながら、ガバナンスとは健全な経営を行うための管理体

制をいい、組織としての管理に重点を置くもので、非常に重い社会的責任が課せら

れています。その責任の所在は、トップのみに課せられるものではなく、町長、副

町長、教育長の三役にあり、責任の在り方はそれぞれの単独責任にとどまらず、連

帯責任であります。まずはしっかりと組織としてのていをなし、行政サービスの主

体として質の高い行政組織をつくり上げてもらいたいものであります。その表明と

して捉えたいと思います。

以上で２つ目の質問を終えるとともに、１回目の一般質問を終わります。

（町長 佐野恒雄君登壇）

町長（佐野恒雄君） それでは、小野澤議員の質問にお答えいたします。

はじめに、再生可能エネルギーについての質問にお答えいたします。質問１とし

、 、て 町のエネルギー自給率改善の必要性について町の考え方をお尋ねでありますが

経済施策の観点からも改善は当然必要と考えております。しかしながら、町全体を

対象としたエネルギー自給率の改善については、町の財政規模などを勘案すると、

現実的には難しいと考えますが、町所有の公共施設などへの再生可能エネルギーの

、 （ ） 、導入は 現在策定に着手しております地方公共団体実行計画 事務事業編 の中で



- 50 -

具体的な導入計画を検討したいと考えております。

質問２の再生可能エネルギーに関する庁内体制や知識の習得についてであります

が、昨年議員からのご指摘を受け、地方公共団体実行計画（事務事業編）の策定に

向けて、そのためのデータ収集に着手しているところであります。しかしながら、

大きな進展はなく、データ収集の開始に伴い、庁内職員間での問題意識の共有化が

図られた程度であります。

続きまして、質問３の再生可能エネルギー導入計画のまちづくり財政計画への盛

り込みについてであります。前段の質問でも申し上げておりますが、現在、地方公

共団体実行計画（事務事業編）の策定に着手いたしております。この計画は、温室

効果ガス削減の具体的な対策を記載することとなりますので、その段階で財政計画

への記載が必要な施策については、盛り込んでいきたいと思っております。

次に、所信表明についてお答えいたします。質問４の急激な社会経済の変化に対

して、第６次総合計画を陳腐化、劣化させないためにどのように対処していくかに

ついてでありますが、総合計画策定時においても社会情勢や時代の潮流を見通して

策定をしてはおりますが、小野澤議員がおっしゃるとおり、近年では新型コロナウ

、 。イルス感染症や海外情勢の動向によって 急激な社会経済の変化が起こっています

その部分につきましては、今の計画に反映できていない部分であり、掲載されてい

ない状況であります。しかしながら、急激な社会経済の変化により、実施していか

なければならない事業が発生すれば、総合計画の実施計画であり、毎年見直しをし

ているまちづくり財政計画に記載し、必要なものはその都度予算化をしながら事業

を実施していきたいと考えております。

また、政策や施策について優先度、優劣をつけるべきでないと固執し続けるかに

、 、 、つきましては 総合計画に記載のある施策につきましては どの事業も大切であり

やらなければならないものばかりでありますので、優劣をつけるものではないとい

う考えに変わりはありません。

以上であります。

２番（小野澤健一君） では、２回目の質問をさせていただきます。

１番目の質問でありますけれども、私は一般質問の今ほどの１回目の中で、経済

施策の観点ではないよと、生活の安心・安全、安定に対する保障として生活維持投

資と捉えると、こういうことを申し上げたわけでありますので、再度、生活維持投

資というふうに私は思うのですけれども、これについての町の考え方を聞きたい。

これ１つ。
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それから、町全体を俯瞰するに当たっては、普及するに当たっては、公共施設の

、 、 、太陽光発電設置以外に 小口発電と言われる ちょっとした太陽光であるとか風力

それから水力等、こういった可能性の模索が必要ではないかと、こういうふうに思

います。また、エネルギーをエネルギー収支という考え方、観点に立てば、エネル

ギーに係る支出をどうやって抑えるかと、この策も大切だろうと思うのです。いわ

ゆる支出を抑える策。例えば、以前商工会が主体になっておやりになったのかな、

ＬＥＤ化です、各世帯。これを全戸のＬＥＤ化の計画的な推進等、こういったもの

も考える必要があるだろうと私は思う。

したがって、質問としては、小口発電に対する、小口発電というのは、今ほど申

し上げたように、ちょっとした太陽光、それから風力、それから水力、昔ありまし

たのは朝日ソーラーでしたか、屋根の上に水を上げて、夏場の太陽光を利用して風

呂を速く温めると、こういったものがあったわけですけれども、そういった可能性

を模索をする意思があるのか、ないのか。それから、エネルギー収支の観点から、

支出を抑える策、今言ったように、具体的にはＬＥＤ化、全世帯へのＬＥＤ化の推

進等、こういった計画あるいは思いはあるのか、ないのか、これをお聞かせいただ

きたい。

それから、財政を人質にしたような消極的な考え方は、私はいけないと思ってい

る。何も町全体、町が全てお金を出せというわけでもない。環境省であるとか国か

らそういった補助金がある。こういったものを全て掌握した中での答弁かと言われ

ると、非常に甚だ疑問であります。お金があろうがなかろうがやる。やらなければ

、 。いけないものについてはやらなければならないと そういうふうに思っております

それから、地方公共団体実行計画（事務事業編 、これについて、これを盾にで）

きない理由を述べておるようでありますけれども、これっていつできるのですか。

それから、この計画がないと何もできないのでしょうか。これについてお聞かせい

ただきたい。

それから、２番目、私がこれも先ほど言った地域脱炭素ロードマップ、この取扱

い、役場内の庁舎体制も知識の習得もほとんど前進がないと、こういうふうにおっ

しゃいました。であれば、この地域脱炭素ロードマップ、これに対する町としての

取扱い、捉え方はどうなっているのか。それから、国からの示達はどのようになっ

ているのか。努力義務なのか、やりなさいよということなのか、この辺は町として

どのように捉え、どのように取り扱っているのかお聞かせいただきたい。

それから、質問３番目のところでありますが、今言った事務事業編ができる、で
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きたらなんていう悠長なことを言っている場合でもないだろうと私は思う。いつで

きるかの明記もないので、いつできるのかなんて、そんなの待っている場合ではも

うないよ、ということを私は一般質問の中で申し上げたつもりであります。再生可

能エネルギー、言い換えるならば生活の安心・安全、安定に対する生活維持投資と

いうふうに私は思っておりますが、これに対してのやはり執行側の無知であるとか

怠慢、これ言わざるを得ないと私は思っております。

それから、４番目の質問、第６次総合計画についてであります。私は計画が大事

ではないとは一言も言っておりませんし、そこに書いてあるものが大切ではないも

のがある、あるいは不必要なものがあるとは言っていません。この間いただいたこ

、 。 、ちら これ数えてみますと前期計画45施策もあるのです 社会経済情勢を見極めて

私は柔軟な運用が必要ではないかと、こういうふうに申し上げている。例えば45の

うちからこれを削りなさいとか、何をしなさいと言っているわけでは全然ありませ

ん。私は思うに、これは皆さん勉強されて知識もあるのでしょうけれども、その必

要条件と十分条件と言われるものを履き違えているのではないのかというふうに思

っています。やはり理論的に思考を重ねていかないと、感覚だけで政策、施策を実

施していくと とんでもないことになるだろうと私は思っている したがって 45施、 。 、

策、それから社会情勢の変化、こういったものを見極める中で、その45施策のウエ

ートあるいは偏りで、こういったものを臨機応変に変えていく必要がある、そうい

う意味で私は優先度であるとか優劣ということを申し上げた。町長が言われるよう

に全て大切だということであれば、この計画がスタートして、はや３か月たってい

る、前期の基本計画は５年ですので60か月でやり遂げなければいけない、そのうち

の３か月、５％が進捗、期間が経過をしている、であるならば、全て大切とおっし

ゃるのであれば、全ての項目が満遍なく、あるいは高低あるかもしれませんが、進

捗が順調に進んでいるのだろうか、こういう疑問が湧きます。この辺も、進捗状況

がどういう状況なのか、これについてお聞かせをいただきたいと思います。

私の２回目の質問を終わります。

町長（佐野恒雄君） ２回目の質問をいただきました。

再生可能エネルギー、今やこの再生可能エネルギー、それこそ全国的といいます

か、県もそれこそ脱炭素社会、これの実現を目指して、地方公共団体に対してもそ

ういう呼びかけをされております。当然この再生可能エネルギー、町としても、と

にかく取り組んでいかなければならない大事な課題だというふうに私は捉えており

ます。先ほど生活維持投資という観点からというふうなお話がございました。町全
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体としてそうした取り組み、これを進めていくに当たっても、まずは町、行政の根

幹であります町自体がそういう取り組み、これに向かっていかなくてはならない、

そういうやはり姿勢が、取り組んでいく姿勢というのは私は大事なのだろうと思っ

ております。それが、今回この地方公共団体実行計画（事務事業編）というところ

でデータの収集に今取りかかっております。これは、遅いから言い訳に使っている

というふうなつもりは一切ございません。これはもう令和４年、５年、この２年を

かけて、データ収集というところで今取り組んでおります。当然そうしたデータ収

集に基づいた中で、その後の再生可能エネルギーについて町としてどういうふうに

やっていくかということは、このデータ収集に基づいた中でやっていかなくてはな

らない課題であるというふうに捉えております。

先ほど申し上げましたように、町全体としてそういうふうに取り組むに当たって

は、やはり町、行政がまずは取り組んでいく、そうした姿勢を見せていくこと、こ

のことがやはり大事なのだろうと思います。そういう意味で、議員おっしゃられる

、 。 、生活維持投資 先ほどから小口発電のＬＥＤ化という話もありました 確かにこれ

以前町の商工会がＬＥＤ化に取り組んだこともございました。そういう過去の経験

等も踏まえた中で、ＬＥＤ化を含めた、どんなことが小口の発電化というふうなこ

とにつながっていくのか、それらについても町として、当然研究していかなければ

ならないなというふうに思っております。

、 、 。 、それから 所信表明について 優劣の問題であります 当然この今回の総合計画

かなり大きな幾つもの課題といいますか、政策課題が載せてあります。しかしなが

ら、この幾つもの課題、本当にどれ一つ取っても大事な施策ですので、そういう意

味において私は、どれが大事だとか、どれが２番目だとかというふうな優劣はつけ

るべきではないというふうなことで、今まで議員の質問に対してはお答えをさせて

いただいております。

今、それこそ非常に社会情勢の変化が本当に速い。当然総合計画で載せてきたも

の、それらがもう１年と言わず、一月と言わず、それこそ変化の激しい世の中です

ので、そうした社会情勢の変化に対応していくためにも、優劣というものは私はつ

けるべきではない、その都度その都度、それこそ対応していかなければならない課

題にしっかりと対応していく、その姿勢こそが私は大事なのではないかなというふ

うに考えております。

以上であります。

（何事か声あり）
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総務課長（鈴木和弘君） それでは、小野澤議員の財政に伴う部分の条件ということで

ございますが、令和４年度に入りまして脱炭素の関係、補助金がつくとか、起債対

象になるということで、令和４年度から新たにそういうもの対象になりますよとい

うことで通知が来ております。最近細かい部分が来まして、補助金ではないのです

けれども、起債のほうでは、今ほど申し上げました実行計画の事務事業編に基づい

てやらなければいけないという形になっていますので、まず、その計画の中に載せ

ていないと起債の対象にならない。恐らく補助金も同様だと思います。ですので、

今ほど町長申し上げましたとおりに、まず、そちらの計画をしっかりつくって、そ

の中に、例えば役場庁舎、小野澤議員から紹介いただきました方と車庫棟に上げて

はどうかということで提案をいただいています。私どもも、何度かまたお邪魔して

打合せをさせていただいております。小野澤議員がおっしゃるとおりに電気料がか

なり上がっているという中で、私どもとしてはなるべく早めにつけたいなと思って

はいるのですが、ちょっとそういう部分がありますので、なるべく早めに、起債に

よっては簡易的なものでもいいみたいな状況もありますので、もう少しどの辺が対

応になるかというのをしっかりやっていきたいと思います。

それから、ロードマップの関係ですが、正直言うとまだ具体的なものは出ており

ませんが、恐らくあれほど新聞報道されていますから、地方公共団体を小野澤議員

がおっしゃる2030年度までには50％ということですから、それは恐らくやれという

方針ではないのかなというふうには思っておりますが、まずは先ほど町長申し上げ

ましたとおりに、役場としてどうしていくかという中では、先ほどから申し上げて

いるとおり、車庫棟のところにいろいろ提案を受けている部分を何とかやっていけ

ればなというふうに今のところ考えております。

私から以上です。

（何事か声あり）

総務課長（鈴木和弘君） 申し訳ありませんでした。今どうかという部分はありますけ

れども、総合計画につきましては、一応毎年その年度が終わってからどの程度進ん

だかということで、役場の中の担当のレベルでやっておりますので、今はどうかと

いうことで特に把握しておりませんけれども、一応１年間終わった時点でどの程度

なっているかというのを、それぞれの課で状況を把握してやっているという状況で

ございます。

２番（小野澤健一君） 質問には、申し訳ないですけれども、ちゃんと答えていただき

たい。１回目の質問の内容を見ても、何が言いたいのかよく分からないので、それ
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で２回目で具体化をしているわけですから、それについて聞いたものについて答え

ないというか、筆記していないなんていうのは、これ言語道断の話であって、しっ

かりとその辺はやってもらいたい。

今の話ですと、地方公共団体実行計画（事務事業編 、これができないと何もで）

きないと、こういうことで理解をしますが、よろしいのでしょうか。これは令和４

年から５年の２年間かけてやる。そうすると、再生可能エネルギーをやるのは、早

くても令和６年と、こういう形。それから、地域脱炭素ロードマップ、これについ

ての国からの示達はないのだよね、総務課長。今のところはね。あなたの答弁の中

で。これがネット上張ってあるということはどういうことなのかと。改めて示達が

、 、 、ないのであれば 私は質問の中で町としての取扱い 捉え方はどうなっているのか

国からの示達はどのようになっているのか、こういうことで聞いたのだけれども、

それについての明確な回答がない。

それから、すべからく全て大切だったら全部やります。全部やれれば一番いい。

先ほど申し上げたように必要条件、十分条件、これを取り違えているのではないの

かと、私はそう思っている。その中で、先ほど計画がスタートして３か月が経過を

する。５段階の中での、60か月のうちの３か月がもう経過をしている。この中で１

年でないと分からない、そんな悠長なこと言っている場合なのかと、私は常にそう

。 、 、 、思う ＰＤＣＡと執行側であれだけ言っておきながら Ｐやって Ｄまでやるから

ＣとＡが何もしていないではないか。刻々とこういう社会情勢に対してどのように

対応している。１年に１回ぽろっと見ただけで。そういう１年でやって、進捗が悪

かったです、次頑張ります、そんなことをやっていったら、計画なんていうのは、

残念ながら、実行、実施をする、あるいは実現をする、そういった意思があるのか

というところまで私は非常に疑問を持ってしまう。

そういうことで、再度、もう一度明確に聞いてまいりますので、これについてし

。 、 、っかり答えてください 質問の回数は決まっているので それ以上できないという

こういう足かせがある中で精いっぱい私もやっているのですから、それについて明

確に答えてもらいたい。町としては、地方公共団体実行計画（事務事業編 、これ）

がつくらない限りは、再生可能エネルギーに対して取り組みはしない、こういうこ

とで理解をしますが、それでよろしいのかどうか。

それから、これが計画が策定されるのは、先ほどの町長の答弁であったように令

和４年から５年の間に収集作業するということは、早くても令和６年にならないと

この計画は策定されないのだということで理解いたしますが、それでよろしいかど
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うか。

それから、先ほど、再度申し上げますが、地域脱炭素ロードマップ、これが国か

らの示達がまだないということを総務課長から説明がありました。であるならば、

示達がないからといって、この地域脱炭素ロードマップは、田上町として一切取扱

いあるいは捉え方はしないと、国からの示達を待つのだということで理解をします

が、それでよろしいかどうか。

以上。

町長（佐野恒雄君） 今の件について総務課長のほうから答弁させます。

総務課長（鈴木和弘君） まず、計画については、今年１年かけて町の全体のデータの

収集をまずさせていただきます。それに基づいて、今環境省のほうではなかなか地

、 、方公共団体でそういうものがつくりにくいということで そこにデータを入れれば

ある程度の計画ができるよう国のほうも準備をしておりますので、それに基づいて

つくっていきます。そうすると、４年にデータ収集して、５年にその計画をつくる

という流れになります。

それで、私先ほど起債の関係を申し上げました。計画にのせて具体的なそういう

ものがなければ駄目だというふうな文言はありますが、載せてある、計画があれば

起債の対象にするみたいな部分もあるのです。ですから、それは場合によっては町

の意向がそういうことであれば、対象になるのかなと。もう計画もつくって、それ

をやるよという方向があれば、可能かなと。それは、今まで道路であろうが、そう

いう起債の中でもそういうのがあったものですから、この辺は実際に町が計画をつ

くっていくときには、しっかりと県と確認をしていきたいと思います。

まだその辺の状況が、令和４年度から始まったもので、初めて起債の対象にしま

すよという形で出ていますから、正直言うとまだ細かな部分って、具体的に町が申

請するかどうかによって、こうしてくれ、ああしてくれというのが出てくると思う

のです。私正直言うと最初は、単純に言うと、これ対象になる、補助金もらえると

言ったから、やればそれなりになるのかなと。令和４年度の予算の資料をいただい

たときは、国が一生懸命取り組むから起債の対象にしますということだったもので

すから、先ほども言ったように車庫棟に上げればすぐ対象にしてくれると私は思っ

ていたのですが、そういう資料が後になってから来るものですから、そういう部分

でちょっと条件があるということです。時期的な部分、もう少し動いてみないと分

からない部分がありますので、もう少し様子を見させていただければ。なるべく早

めに対応したいというふうな腹ではあるのですが、そういう条件がある。起債を対
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、 、象にしなければ 全額町持ち出しという形になりますとかなりの経費が出ますから

やはり当然財政的には使えるものがあれば、使っていきたいと思っています。

それから、先ほどロードマップの関係、ではそれが来ないとしないのかというこ

とではなくて、恐らくそういうふうに国が言っているということは、間違いなく義

。 、務的なものかなということですから それが来ないからしないということでなくて

それはやらなければいけないのだろうなという認識を私は持っています。そういう

部分でまだ国から細かな通知とか、確認をしていませんということで私は先ほど答

弁いたしましたけれども、あれだけ新聞報道、小野澤議員がおっしゃるように出て

いるわけですから、当然やらざるを得ないだろうなと。そういう中で公共団体は半

分しなさいというところまで言っていますから、それは当然やっていかなければい

けないというふうな認識でおります。

以上です。

議長（小嶋謙一君） 小野澤議員の一般質問を終わります。

ここで暫時休憩いたします。

午前１０時３０分 休 憩

午前１０時４５分 再 開

議長（小嶋謙一君） 休憩前に引き続き会議を再開いたします。

次に、12番、池井議員の発言を許します。

（12番 池井 豊君登壇）

12番（池井 豊君） 12番、池井豊、一般質問させていただきます。

まずもって、先週末、凶弾によって倒れた元首相、安倍晋三氏に哀悼の意を表し

。 、 、たいと思います 今まで選挙活動 陳情活動で何度かお会いしたこともありますが

本当に残念でなりません。衷心より哀悼の意をささげたいと思っております。

また、佐野町長におかれましては、このたびは２期目の当選、大変おめでとうご

ざいます。佐野町長の所信表明を受けての質問をさせていただきます。

まず最初に 「願い」や「想い」の反映の仕方ということで、所信表明の４ペー、

ジの前半に 「あなたの願いがまちをつくり、あなたの想いがまちを変える」とい、

う理念の下とありますが、町民の皆様の参画意識を高め、優れた人材を積極的に活

用し 「願い」や「想い」を町政に反映させるとありますが、具体的にはどのよう、

に「願い」や「想い」を反映させていきますか。私は、理念というのは根本目的で

ございます。町にとって一番大事なものと思っていますけれども、町長の所信表明
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の中で一番大事なものと思っていますが、その「願い 「想い」を反映させるとい」、

う文言はいいのですけれども、その反映させ方がどのようにしていくかというとこ

ろに着目しましたので、ご答弁をお願いいたします。

それから２番目、本田上工業団地への企業用地についてです。所信表明の５ペー

ジ下段に、本田上工業団地への企業誘致について 「今後は私が先頭になって、し、

っかりとＰＲしていきたい」とありますが、まさにここが佐野町政１期目の最大の

ウイークポイントだったと思います。佐野町長には言いにくいことでもあるのです

が、佐野町長はいつも町長室にいると。行けばいつでも会えて、いつも話を聞いて

くれるいい町長だという意見もありますが、逆に言うと町長は、もっと県庁や中央

省庁、企業をトップセールスとして回り、町長室にいないほうがいいのではないか

とやゆする人もいます。私も確かに、このコロナ禍ではございましたけれども、前

の佐藤町長は事あるごとに中央省庁または県庁、企業はあまり回っているイメージ

はありませんでしたけれども、回っているイメージがあり、町長室にいなかったイ

メージが強かったと思っております。佐野町長、今回は、私が先頭に立ってしっか

りＰＲしたいと所信表明で書いてあるわけですが、どのようにＰＲしていくのかを

しっかりお聞かせいただきたいと思います。

情報発信について。所信表明の６ページに情報発信についてを表明しています。

田上町の公式ツイッターを取り入れたというような表現でございますが、田上町の

公式ツイッターの６月28日現在のツイート数は76、フォロワーに至っては114、そ

れに対して、比較するのもどうかとも思いますが、地域おこし協力隊のツイート数

はその倍以上の184、フォロワーはちょっと多く158です。田上町公式ツイッターを

始めたから情報発信ができているのではなくて、そのツールをいかに使うかという

ところが大事で、いかに即時性のある情報を的確に上げているかが大切だと思いま

す。ちなみに６月28日の地域おこし協力隊のツイートでは、護摩堂山の登山口駐車

場は平日でも満車状態になっているので、湯っ多里館前の駐車場がお勧めですと、

町の行政が上げなければならないような情報を、地域おこし協力隊がしっかりとフ

ォローするように上げていてくれます。７ページのところに地域おこし協力隊から

協力をいただきながら、情報発信にも力を入れますと書いてありますが、ここで肝

になるのは町と協力隊員との連携です。まさに今回優れた人材が協力隊員で今いる

わけですけれども、どのように協力が得られ、いかに連携して、いかに協力してい

くかをお伺いいたします。

４番目、先ほど藤田議員の質問の中でもあり、触れられていましたけれども、街
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の住みここちランキングについてでございます。所信表明の８ページ目で街の住み

ここちランキングが４位になったと。１位、聖籠町、２位、新潟市中央区、３位に

新潟市西区、そして田上町４位ということで、快挙だと私は思っています。非常に

喜ばしいことです。佐野町政１期目の最大の成果だと思っています。しかし、的確

に分析ができていないのではないでしょうか。私は、まずは国道403号バイパスが

開通して交通アクセスがよくなり、通勤エリアに入ってきたことが一番だと思いま

す。また、佐野町長の子育て支援策が浸透してきた結果もあると思っています。道

の駅に町の政策等のパンフレット、チラシが置いてあるというのも目に触れやすく

なってきたと思います。また、道の駅の情報発信により、町のイメージアップが図

れたからだと思います。タケノコは何回テレビや新聞に出たでしょう。梅ソフトク

リームで相当の集客し、うめ味噌ソフトクリームでまた人を集め、田上町は梅の町

だというふうにＰＲすることもできています。そして、おいしい食、おいしい加工

品があるというようなところも伝えられていますし、ちょうどいい大きさのちょう

どいい感じの、いつ来ても人がいる、朝早く来てもコンビニを利用する人がいる、

夜もコンビニを利用している人がいる、昼間の間は道の駅直売所がはやっている、

交流会館では、また時々楽しみなイベントもやっているという、まさに田上町は楽

しいぞ、いい産物があるぞ、何かわくわくするぞというようなイメージアップが図

れている点が大きいと思っています。まずはどのように分析をして、庁内で共有化

していきますか。これを遡及しない手はありません。このランキング４位をどのよ

うに活かして町の移住者を呼び込んだり、交流人口、関係人口の増加を図っていく

でしょうか。以上４点を質問いたします。

以上です。

（町長 佐野恒雄君登壇）

町長（佐野恒雄君） それでは、池井議員の質問にお答えいたします。

はじめに 「願い」や「想い」の反映の仕方についてでありますが、これは直接、

町民の声を聞くことで、町民の皆様の「願い」や「想い」を町政に反映したいと考

えておりました。しかしながら、新型コロナウイルス感染症の影響によって、外へ

出向くことが制限され、十分に町民の声を聞くことができませんでした。今後につ

いてでありますけれども、一時は感染状況もかなり収まって、一定程度落ち着く状

況になっておったのでありますけれども、ご承知のように、最近また急激な上昇を

見せております。新たな変異株に置き換わっても、急激な感染者の上昇ということ

が言われております。なかなか油断ができない状況下ではありますけれども、十分
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に気をつけながら、また状況を注視しながら、私自身も積極的に外へ出向いて、町

、 、民の皆様や様々な分野で活躍されている方々と直接触れ合う機会を通じて ご意見

ご要望等をいただいて、それを町政に反映していきたいというふうに考えておりま

す。

次に、本田上工業団地への企業誘致についてであります。私自身、これまで金融

機関への訪問などを行ってきたところですが、先ほども申し上げたように、令和２

年２月以降は新型コロナの影響により、直接対面しての活動がなかなかできなかっ

たことにじくじたる思いがあります。一方で、この間に新潟市との間のバイパス全

線開通、その後の道の駅たがみの開業などによって、多くの方から田上町を知って

いただき、来庁していただいております。この好機を捉えて、積極的に関係行政機

関や民間事業所などへ訪問を行っていきたいと思っております。トップセールスと

いうと、私一人というイメージに取られてしまうかもしれませんが、地域おこし協

力隊のほかの方にも、工業団地を含めた産業振興面の情報発信をしてもらうことも

考えており、町職員も含め、組織全体として、田上のよいところを大いに情報発信

していくことで、企業誘致につなげていきたいと思っております。企業誘致は、何

らかのご縁がきっかけとなって成し遂げられるものと考えております。そのような

縁をつくるように、私自身、企業誘致活動をしていきたいと考えております。

次に、情報発信についてでありますが、６月15日の全員協議会で地域おこし協力

、 。隊の活動について発表があり 私は隊員の情報の発信力はすばらしいと感じました

まさに優れた人材が得られたというふうに感じております。これまで町の魅力、イ

ベント等の情報発信や移住定住のポータルサイトにおいての情報発信にも協力をい

ただいているところであります。ツイッターについては、町と地域おこし協力隊で

情報発信を行っておりますが、地域おこし協力隊が上げる内容をどのように町の公

式ツイッターに掲載できるか検討し、可能な限りタイムリーな情報が町でも発信で

きるように隊員と連携していきたいと考えております。

最後に、街の住みここちランキングについてでありますが、このランキングは民

間不動産業者が調査したものであり、町が第４位にランクインし、私自身非常にう

れしい思いでいっぱいであります。民間不動産業者のホームページでは要因別での

順位が掲載されており、田上町は静かさ、治安が１位、防災が２位、物価、家賃が

２位などと、上位にランクインしておりました。当該不動産業者へ確認いたしまし

たところ、詳細なデータを提供することは可能であるとのことでありますので、担

当課でデータ提供を依頼いたしたところであります。しかしながら、提供まで２か
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月程度の時間がかかるとの回答でありました。今後、詳細なデータ内容を確認し、

田上町を知っていただけるように、ＰＲ、情報提供を行って、移住定住の促進につ

なげていきたいと考えております。

以上であります。

12番（池井 豊君） まずは、最初の「願い」や「想い」というところ、どういうふう

に声を聞いているかというところなのですけれども、私まず１つ評価したいことが

あります。この総合計画です。私が議員になった18年ぐらい前から、盛んにワーク

ショップの手法を、ワークショップを開催してという言葉を言ってきたのですが、

当時の佐藤町長は全然理解もしてくれませんでしたが、今回ここにはいろいろなと

ころでワークショップという言葉が出てきます。町と住民の共同作業の下、様々な

意見を取り入れるようなワークショップ等も開催していきたいと思っております

が、佐野町長は、だからどういう、直接聞きたいというのはあるのですけれども、

それはどういうことをやってというのが大事だと思います。佐野町長は、就任後、

職員と一緒に御飯食べたりしながらとか、そういう町民とのランチミーティングを

開催してとか、または町民懇談会というと何か賢くて、それこそまた区長ぐらいし

、 、か出てこなくて 一般の住民の声を聞けないみたいなイメージがあるものですから

お茶会だとか、行政カフェとか、そういう何か一般の主婦の皆さんも参加しやすい

とか、または中学生、高校生なんかも参加できるとか、そういうような手法をぜひ

見つけ出して、その上で直接意見聞いてもらいたいと思うのですけれども。佐野町

長はどのような形で、どういう手法で直接意見を聞けるような場をつくっていける

と思っているのか、重ねて質問いたします。

それから、工業団地の誘致についてです。これ工業団地についても、藤田議員の

言った住宅団地についても、まさに同じことだとは思います。トップセールスとな

って行っていってもらいたいと思っております。ぜひ２期目お願いしたいのは、定

期的にと言ったらおかしいですけれども、県庁の各課を情報交換のために来ました

ということで訪問していただいて、何か田上町に役立つ情報がないのかみたいなと

ころを、工業団地とか住宅団地ばかりではなくて、県庁の職員もうまく使うような

活動もしていただきたいと私は思っています。

それから、ご縁がきっかけとなってというのはまさにそのとおりだと思います。

このコロナ禍で、なかなかそういうパーティー的なものがなくて、名刺交換すると

か、そういうような場はなくて、ご縁が薄れてきている部分も非常に多いと思うの

ですけれども。ぜひこれも、特に民間のディベロッパーの会社の社長に会うような
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ことは積極的にやってもらいたいし、私ももし何だったら同行しますし、そういう

ふうなところの縁をつなぐ場がなかったら、縁をつなぐ人を探して、ぜひセールス

につなげてもらいたいと思っています。とはいえ、私も最大の弱点だなんて言いま

したけれども、ＪＡが来たおかげで、ほぼほぼ何か空き地が見えにくくなったとい

うところ、あと一押しのところまで来ているわけですから、そのように縁をつくる

活動をぜひ積極的にやってもらいたいと思っています。

それから、情報発信についてです。本当に今いい形で始まりつつあるのかななん

て思っています。今、私もＳＮＳと言われるツールでしょうか、私はフェイスブッ

クがほとんどで、インスタはツイッターはちらっと見るだけ、協力隊が言ったノー

トなんていうのは全くわけが分からない。ただ、ユーチューブという動画のサイト

は、これはもう今すごく参考になって、田上町もいろいろな情報をアップしていま

すし、農泊についてもきれいな動画がアップされているのがユーチューブです。ユ

ーチューブの場合はユーチューブでいい動画が上がっているのを、また違うＳＮＳ

で配信して皆さんが見てくれるような形で広げていかなければならないと思うので

、 。 、すけれども 非常にいいコンテンツがそろいつつあるのかなと思っています ただ

そこに上げる情報量をいかに庁議で「今週上げる情報ないのか、各課」みたいな、

どんな情報を持っているみたいなのをかき集めて、多分各課で上げようと思うと不

得意な課もあると思うので、ではそれだったら、これは協力隊から手伝ってもらう

とか。多分情報なんて幾らでもあると思うのです。上げていってもらいたいと思っ

ています。今は本当に、やっとネット上のＳＮＳを活用した情報発信のベースがで

きてきて、取り組みやすくなっている環境ができていると思っていますので、あと

情報を集めてすぐ上げる、それのできる仕組みづくりをいかにするかと思っていま

すけれども、そのような情報を集める作業、各課が情報を上げやすい状況にするに

は、どのようにしていくのかを重ねて質問いたします。

それから、町の住みたい街ランキングです。本当これ不動産業者がやっていると

いうこと、当然そこに住んだらということになると思うのですけれども、この４位

になったという、言わば私からすれば快挙を、まさにＰＲしていいと思うのです。

道の駅の情報発信館のところに 「住みたい街ランキング第４位になりました。田、

上町住宅情報コーナー という形で物件情報を並べたり 住宅情報については 政」 、 、「

策推進室までお問合せください。優良物件そろっています」みたいな感じで、ぜひ

これを機にその情報を入手したら、道の駅情報発信館でこの４位のＰＲと住宅情報

を発信、宅地情報を発信していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
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以上、２回目の質問終わります。

町長（佐野恒雄君） ２回目の質問、いろいろとありがとうございます。

、 、 。 、まずは 町民との触れ合い これをどういうふうな形でやるか これについては

。 、今こういうものというふうな考え方は持ち合わせてはおりません ただやはり何か

先ほどワークショップというふうなお話もありましたけれども、何かやり方を考え

ながら、やはり触れ合いを通じた中で意見とか思いを伺うことができるかと思いま

すので、そうした取り組みをしていきたいなというふうに思っております。それは

庁外の皆さんとの、住民の方々との触れ合い、そして庁内でいえば、庁内というの

は庁舎内でいえば、令和２年から職員との少人数での懇談会を持たせていただいて

きました。いろんな考えとか意見、またその人の持つコミュニケーション力とか、

そういうものを、そうした少人数での懇談会を通じて持つことができたなというふ

うに思っています。そういうことも、今後ともこれからの中でも続けていければな

という思いもございます。

それから、県庁に出向いてというふうなお話でありました。ここ２年余り、全く

中央省庁に出向くことはありませんでした。県庁もしかりです。新型コロナの関係

で出向くことを相手方からも控えるようにというふうなこともあったりして、ここ

２年余りというのは、本当にそうした意味で大きな制限を受けております。私自身

は本来ならもっともっと外に出向いていきたいという考え方はあるのですけれど

も、残念ながらそんな２年間、２年以上がそんな状況であったということも話をさ

せてください。今後は、これからもどんどんまた新規の感染者が増えていくような

状況、東京でもそれこそ先週の倍というふうな形で増えておりますので、状況はし

っかりまた注視といいますか、しながら状況を見ていきたいなというふうに思って

おります。

工業団地、もう少し、もうちょっと残っていると。これをぜひ、完売しなくては

ならない、全部埋めなくてはならない、これは私の大きな課題でもあります。令和

13年には、それこそ町の一般財源から投入しなくてはならないような事態が財政計

画の中で出ておりますので、それまでにはとにかく何としても工場団地を埋めなく

てはならない。昨年は、金融機関にそれこそ出向いてお願いをする機会がありまし

たけれども、これからもそうした、確かに金融機関ばかりではないと思います。県

のそうした情報をいただくという意味においても県庁に、議員おっしゃられるよう

に県庁に出向いていくことも大事なことなのではないかというふうに私としては考

えております。
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それから、情報発信について、議員からもおっしゃられているように、大変いい

人材に恵まれたといいますか、入ってきてくれたなと。町として情報発信が弱い弱

いといつも言われ続けてきておりましたから、そういう意味において、今回それこ

そ住みここちランキング、そこにランクインしたというのも、確かにバイパスの開

通、そして道の駅のオープンがありましたけれども、それらをやはり情報発信して

くれた地域おこし協力隊員の努力、そうしたのも、町のＰＲというのですか、情報

発信に大きく貢献してくれていたのかなという思いもございます。そういう意味で

は、これからも道の駅も情報センターのところに大きなモニターを計画をいたして

おりますし、議員おっしゃられた今回の住みここちランキングのランクインである

とか、アジサイのトップスリーの３位のことであるとか、そうした情報等もしっか

、 。りと流しながら 町外の方々にＰＲできていければなというふうに考えております

以上でございます。

12番（池井 豊君） ２回目の質問のときに道の駅での住宅情報の提供をしっかりやっ

てくれというの、最後答えてもらいたいと思いますが、３回目のときで結構です。

、 、 、 。 、ということで 町の声を 町民の声を聞くことについて ワークショップ 町長

ワークショップっていいますけれども、実はワークショップという言葉が独り歩き

して、ワークショップってこんなことだってなっているかもしれない。ワークショ

ップの手法って、数限りなくあるのです。カードを使った情報集約法だとか、ファ

、 、 、シリテーショングラフィックだとか ワールドカフェだとか 様々な方法があって

ぜひそこらも研究して、いろんな声を聞けるような形にしていただければと思いま

すし。要は町長が中に入っていけば、話がいろいろ聞けるような仕組みができれば

。 、「 」 「 」いいのかなと思っています ぜひ２期目ではそういう声を聞く 願い や 想い

を聞くというところにぜひ、これを理念と言っているので、成し遂げていただきた

いと思っております。

それから、２番目の工業団地についてなのですけれども、工業団地については本

当にＪＡも入ったし、丸一鋼販も入ったのですが、ちょっと残念なことは、それに

よって雇用が生まれるような企業ではないということがちょっと残念なのです。そ

ういう意味で、ただ単に工業団地埋まるだけではなくて、それによって雇用が生ま

、 、れるような企業を誘致するように頑張っていただきたいと思いますし 先ほどの話

県庁行ってくれるということですので、県庁に行ってもらいたいです。中央省庁に

も出向く、ぜひやっていただきたいと思っております。

情報発信について、本当にコンテンツがそろってきたのと、地域おこし協力隊の
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彼だけではなくて、今それこそ道の駅の駅長がうまくメディアに取り上げてもらう

ような仕掛けをしているというようなところは、非常に重要だと思っています。我

々は普通だから感じていなかったと思うのですが、タケノコがその日のうちに買え

るというのは、これ画期的なことだったのですね、私知らなかったけれども。知ら

なかったけれどもというか。なぜかというと、スーパーで売っているタケノコは朝

取りはほとんどないのです。産地で太ったのを１日問屋を経由して、遅くても２日

目に買うという。道の駅でここで買えば、朝掘ったのがその日のうちに食べられる

ということであの行列ができて、すごい売行きを見せたわけですよね。その情報発

信は、しっかりと道の駅駅長がテレビ、新聞でやっていたというようなところだっ

たと思います。ですから、そのようなメディアを使った情報発信と、それからＳＮ

Ｓ、ネットを使った情報発信と両輪で、これからますますよくなっていくのではな

いかなと思っていますので、そういうマスコミへの情報提供も含めて、最後に意欲

をお聞かせいただきたいと思います。

それから、さっきの住みたいまちランキング、さっき言ったとおり、これを住宅

情報とともにというところを、何とか出せるように、特に政策推進室長、もう物件

情報が出せるぐらい情報を集めて、提供できるように、これは本当にチャンスだと

思いますので、これを何とか形にして、大型モニター等でＰＲできるようにしても

らいたいと思っております。

それから最後、質問の趣旨からちょっとずれるかもしれないのですけれども、情

報発信というか町のＰＲについてなのですが、産業振興課でもちょっと話していた

のですが。去年、それこそＮＳＴのテレビが来て、アルビの選手が来て、あのとき

町長が先頭に立ってテレビに出て、非常にいい活躍したと思っています。それで、

この度、海外に移籍することが決まったアルビレックス新潟の本間至恩選手が、小

学生時代村上にいたというだけで、村上市から村上市アンバサダーというのを任命

されている。村上市の広報係ということで、何ということはない、村上市が作った

名刺を持って、それで村上市のアンバサダーですって配って歩くというだけなので

すけれども、そういうような形で、ぜひ田上町のアンバサダーを、私いっぱい今い

るなと思っているのです。例の田上選手だけではなくて、遠藤善選手もそうだし、

この間町長とも話ししたバスケット女子、アンダー17の日本代表に選ばれた門脇瑚

羽さん、いきなり全国大会に出るではなくて日本代表に出るような選手、あとゴル

フの泉田選手、いっぱいいると思うので、こういう田上から出た有名人、代表選手

なんかを、縁のある人をアンバサダーに任命して、田上町の広報係として田上町を
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ＰＲするというような施策もあると思いますので、これは私は今ぽっと申し上げた

ので、どんなイメージを持ったかだけでもお聞かせいただければと思います。産業

振興課の課長にはそんなような話をしていました。

ということで、３回目の質問終わります。

町長（佐野恒雄君） いろいろとありがとうございます。

工業団地、確かにＪＡからも出てきていただいて、かなりの敷地は埋まったわけ

でありますけれども、議員言われるように、確かに雇用が生まれるものとはちょっ

と違う、確かにそのとおりなのです。本当に理想というか、願わくはそうした企業

が出てくることによって新規の雇用が生まれる、そのことは本当に大事なこととい

うか、理想的な姿なのだろうと思います。それにしても、でもＪＡもそうやって出

てきてくれたと、こういうことはもう大変大きな町の発展につながっていくし、工

業団地の幾つもの企業がそこに入ると同じような形で埋めていただいたので、本当

にありがたいなと思っております。

それから、道の駅、タケノコの今お話が出ましたけれども、タケノコばかりでは

なくて、いろんなイベント、道の駅でいつも何か、行くと何かイベントが開催され

ている、そうしたのというのは非常に大きいのだろうと思います。池井議員が関わ

っておられたクラシックカー、非常に大勢の方、ファンが集まったりなんかして、

本当に賑わっていました。とにかくいろんな方たちが関わって、この道の駅へ来る

と何かイベントが行われている、そのことは本当に大事なことなのではないかなと

思います。それは道の駅ばかりではなくて、交流会館の中で何か行われているとい

うことも大事でしょうし、そういうことで、馬場駅長以下、そうしたスタッフの人

たちは、非常にいろんなことで発想して、職員の中で佐渡出身の人がいて、佐渡フ

ェアをやったりですとか、非常にいいイベントの展開がされている。そのことも非

常に大きいし、本当にありがたいなと思っております。町のそうしたイベントとか

も、とにかくやはり情報発信をして、また情報発信するだけの材料がいっぱいある

わけですので、とにかくそういうのを、情報センターにおいての大型モニターを通

じてもやっていければと考えております。そうした中で、先ほど住宅情報という話

がございました。そういうこともしっかりとやっていきたいなというふうに考えて

おります。

それから、アンバサダー。確かに議員おっしゃられるように、いろんなスポーツ

とか、そういう関係で活躍されておられる方がおられますね。特に最近は、20日の

日に表敬訪問してくださるという門脇さん、Ｕ17ですか、日本代表としてバスケに
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活躍されておられる。そういう人たちに町の顔になっていただく、そういうことも

大変大事なことだろうと思いますので、それらについても検討していきたいと思い

ます。

議長（小嶋謙一君） 池井議員の一般質問を終わります。

次に、13番、関根議員の発言を許します。

（13番 関根一義君登壇）

13番（関根一義君） 13番、関根です。一般質問を行いたいと思います。

通告の内容に入る前に、今回どのような気持ちで町長の所信表明と向かい合った

かということについて、私も先ほどの話ではございませんけれども、思いについて

若干触れたいと思います。

私は、２期目に佐野町長が臨むに当たってどのような所信表明を行うのかという

ことについて、従来の私の町長が時々行う所信表明、施政方針に比較をして、比較

にならないほど強い期待感と関心を持って臨みました。ですから、私の今回の一般

質問の表題は、所信表明との対峙・検証ということにいたしました。これは、自分

の所信表明に対する、それこそ臨む決意について表した気持ちです。町長の表す所

信表明に立ち向かいたいという思いが一つ、ということで臨みました。私は、田上

町における町長とお付き合いしていたのは２人しかおりません。佐藤町長と佐野町

長のお二人だけですけれども。佐野町長とはいろんな議論をさせてもらいましたけ

れども、そんな思いを持ちまして、所信表明に、言ってみれば私の言葉で言えば対

峙しましたので、その中で、一般質問の質疑にはそぐわないかも分かりませんけれ

ども、私の一般質問といたしますのでお聞きください。

最初に、私も佐野町長、町民からのこの４年間の信任を受けました。無投票とい

うことでありましたけれども、差し当たり４年間、田上町政を任されたということ

については、これは事実でありますから、そういう意味で、佐野町長が所信表明で

どのように町民の思いに応えようとしているのか、ということについて強く関心を

。 、 、 。持ちました 同時に 気概をどのように持っているのかと 言ってみれば決意です

いるのかということについても、２つ目に大きな関心を持ちました。その上で、町

民に向けて、２期目の所信ですから、何を訴えるのかということについて大きな期

待感を持ちました。

ちょっと話が脇にそれますけれども、私があえて所信表明にこだわるのは、私、

町会議員になって19年目に入っていますけれども、これは足かけ20年における多く

の先輩たち、先達たちの教えを踏まえて対応してきたつもりです。所信表明という
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のに対しては、軽く考えているなという教えでした。通常この施政方針などという

レベルで捉えるべきではないのだということでした。町長たる者、議員もそうです

けれども、町民の信を受けて、新たな決意で任された任期に臨むわけですから、そ

ういう意味では、新たな任期に臨むに当たっての所信表明については、聞く側とし

ても簡単に構えるなと、もっと真剣に構えよというふうに言われてきました。その

中で具体的に言いますと、施政方針というのは自らが行政の立場にいて、町民に対

する自らの考え方を発信するものなのだと。しかし、所信表明というのはそうでは

ないのだ。新たな任を受けて、任期に臨むに当たっての決意、信念、価値観なのだ

というふうに言われました。ですから、私はそういうことを思い起こして、今回示

された所信表明に相対してさせていただきました。

ところで、もう一点だけ所信表明の具体的な中身に入る前に申し上げておきたい

と思いますけれども。私は、昨年１年間の議会議論について、私自身の反省あるい

は自己問答も含めて、真剣に受け止めています。20年間の議員活動を凝縮したよう

な１年間であった、いうふうに一口に言えばそういうふうに思っています。あると

きはこんな議論していいのだろうかという思いもありましたし、いや、ここは譲っ

てはならない、もっと激しく厳しく、町政の任に当たっている人たちに対しては立

ち向かうべきなのだというふうな思いも持ちながらの１年間でありました。そうい

う意味では、議員活動20年を凝縮したような１年間であったというふうに私自身は

捉えていまして、20年やってきてよかったな、そろそろだなという思いもしていま

す。

話は変わりますけれども、私は首長たる者、行政スタッフとの合意形成、組織の

意思決定、ここは第一段階だと思います。そして、その上で、私たち議会との意見

交換の場に対峙してもらわなければなりません。そして、その上で、同意、賛同を

得た上で、実践執行の任に当たるということだと思っております。その実践、執行

については町民の評価を受け、謙虚に受け止めるというのが大切だと思います。私

、 、 、自身 この一連の行為は行政運営あるいは執行と捉えるならば 町長の任にある者

あるいはそれを補助する者も含めてのことですけれども、いずれの局面においても

、 、 、組織を統治する責任の深さ 重さを実感しつつ 先ほども申し上げましたけれども

自らも自問しながら、自らの発言を自問しながら１年間を過ごしてきました。改め

てこの１年間の議論の経過等も脳裏に置きながら、佐野町長の所信表明に緊張と期

待感を持って対峙いたしました。

私は、所信表明をいただいて、それを読み解くに当たって、課題を３つ定めまし
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た。１つは、新たな４年にかける決意は、どのような内容で提起してくれるのだろ

うというのが１つ目です。２つ目は、町長たる者、４年間で過ごせばいいというこ

とには相なりませんので、田上町政の未来への継承、あるいは未来への布石をどう

打とうとしているのか、ということが所信表明でどううたわれているのか、あるい

はどううたおうとしているのか、ということをつかみたいというのが第２点目であ

りました。３点目は、そういう２つの課題を抱えて所信表明がなされると思うけれ

ども、とりわけ当面の４年間における町政運営の決意が示さなければ駄目だという

ふうに思いました。それは、何を隠そう、私は昨１年間の議論を踏まえて、強く町

長が新たな任期に臨むに当たって、今後４年間に対する町政運営の決意をうかがい

。 、 、知りたいという強い思いを持っておりました こんな思いがありましたので 私は

そもそも、もう昨年からそのようになされていますけれども、所信表明、施政方針

については事前に議員の私たちに配付をしていただくという配慮をしていただいて

いますけれども、改めて今回については、所信表明について事前に配付するように

要請をいたしました。もちろん局長を通じてでありますけれども、事務局を通じま

して、事前にいただきたいなということを申し上げました。くどくど申し上げまし

たけれども、私にとっても、所信表明との対峙、検証というのは、以上申し上げま

したような内容において自分自身との闘いでもありました。前段長くなりましたけ

れども、したがいまして、以上３点の視点に立って、町長が示してくれた所信表明

について検証させていただきたいと思います。

１つ目ですけれども、新たな４年にかける決意を問うのは、所信表明を町長自ら

が自らの立ち位置の下に、新たな任期４年に町の未来への責任をどう果たそうとす

るのか、ということでございました。したがって、新たな４年にかける決意という

、 、 。 、のは 今申し上げました内容において 私は読み解かせていただきました 町長は

次のように述べていると思います。２期目の町政は第６次田上町総合計画の実現を

目指す４年間でありますと、こういうふうに述べています。その中で、私がその中

で取り上げたいのは、次の３点について、新たな４年にかける決意として受け止め

るということで捉えたのが次の３点です。１つは、まちづくりの理念の下、優れた

人材を積極的に活用するということが４ページに示されています。２つ目、先ほど

も議論になりましたけれども、企業誘致に今後私が先頭に立ってしっかりＰＲして

いきたいという文言が５ページに書かれております。そして、６ページ目には、農

業経営者の育成に必要な支援策を研究するというふうに書かれています。前段があ

って後段があってですけれども、この３点を私は、このさりげない一文に、町長の
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新たな４年にかける決意を感じました。この決意を町政に結実させるためには、町

長の思いや決意を組織の意思に高めなければならないと思っております。人材活用

や企業誘致、農業経営者の育成等々については、私も過去10年の中において何回か

議論させてもらいましたけれども、古くて新しい課題であります。古くて新しい課

題をどのような具体像を持っておられるかということについて、町長の考え方をお

聞かせ願いたいと思います。

２点目は、未来への継承、布石ということですけれども。先ほども申し上げまし

たけれども、町長たる者、自らの立ち位置の下に、未来を展望し、将来像を定めて

いるだろうというふうに私は捉えています。それは、今何をやるべきか、その本気

度が本当に町民に伝わるか、何をもって子どもたちへの継承、布石としようとして

いるのか、などを捉えたいというふうに思っていたわけです。そんな思いを持って

検証いたしました。私は、自らの立ち位置とは、町長個人の属性として捉えている

ものではありません。町長たる者、自らを過去から現在、そして未来に向かう町政

の継続性の一こまであるというふうに捉えています。そのことの謙虚性が未来への

継承、布石がつくられると確信しております。

「住んでみたい・住み続けたいまちプロジェクト」として、次のような表現がご

ざいました。これも私の問題意識で捉えたものですから、これが全てだというふう

なことを言うつもりはありませんけれども、次のような一文があります。過去、全

全員協議会の場やいろんな場で議論、けんけんがくがくの議論をしてきましたけれ

ども、４つの住宅環境整備施策を展開するという関係についてであります。私はこ

の一文を見たときに、総合計画策定の際の議会議論について思い起こしました。政

策推進室が私たちに提起したのは、人口減少対策としては新たな段階へ入るという

ことを提起したのだというふうに思っています。ややもすれば、人口対策を子育て

対策やそれらのものに対応してきたというふうに思っていますけれども、それは大

事にしつつも、もっと有効的に人口対策をしなければならないことに気づいたのだ

ということを政策推進室は私たちに提起をしたわけです。いろんな場で議論されて

いますけれども、地方からの若者の流出、こういうのが地方における人口減少を引

き起こしている大きな要素なのだということが議論されていますけれども、そのこ

とを田上町も総合計画においても明確に位置づけますと。そして、そのことが将来

の田上町に大きな成果をもたらすはずなのだという思いが伝わってきました。そん

なところから、ここに書かれておりました、４つの住宅環境整備施策を新たな人口

対策として位置づけ、事業展開の過程でその効果を検証し、未来への継承、布石を
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なすものとしなければならないということを強く感じました。

もう一文思い起こしました。前段のほうに、施政方針の冒頭のところに記載され

ておりましたけれども、２ページ目でありましたけれども、町長は次のように言っ

ていました。人口減少という流れの中にあって、この町を消滅させないという表現

でありました。そのための行ってきた施策、これから行おうとする施策も列記され

ていました。それで読み取りたいなと思ったのは、私は私の言葉で言いますけれど

も、古い行政スタイルを刷新し、人口減少に対応したまちづくりが未来の子どもた

ちに継承されるべきなのだということでありました。これは、先ほどの人口減少対

策を新たな決意あるものに書き換えたという、その政策推進を担ってくれた町の皆

さんの思いとダブりますけれども、そういうふうに受け止めました。

もう一点でありますけれども、次のような文章もその中に書かれております。１

つは、経年劣化した公共説明施設について、今年度中に考え方を示したい、７ペー

ジに書かれておりました。また、清掃センターの建設について、建設用地の決定が

。 、一番の課題であるということが５ページ目に書かれていました この２つの課題も

ある意味ではこの２つの課題を実践していくプロセスこそが、田上町政にとっての

未来への継承、布石として捉えることができるなというふうに自分は捉えました。

さらに、この２つの課題というのはこの２点にとどまらず、現在議論が進行されて

います公共施設の在り方の検討へと継承することが大事なのだというふうに強く捉

えました。

そして、もう一点だけ付け加えておきたいと思います。これは私見の範囲内であ

りますが、初めて言う言葉でもありますけれども、いろんな角度からの批判等、あ

るいは異論等が提起されるというふうに思いますけれども、あえて申し上げておき

たいことが、次の３行目の案件でございます。清掃センター建設用地の決定を巡っ

ては、私もその決定の在り方については重大な決意を持っております。町民とどの

ように立ち向かうべきなのか、町民に何を訴えるべきなのか、今議会内においては

どのような方針を出すべきなのか、私は、まだ議論は開始していませんけれども、

そのようなことを思いめぐらせております。

、 、 。 、そこで あえて申し上げたい 私は思っております いよいよ月が変わりまして

来月早々に一部事務組合の議会開催がなされるという通知が入っておりますけれど

も、その段階で建設用地の決定をもって、その今後のスケジュール、プロセスとい

いますか、どういう手順を踏もうとしているのかということについて示してくれる

ように聞いています。それは、一部事務組合の事務局のほうからそのように聞いて
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います。したがって、いよいよ始まると思います。向こう１年間ぐらいで結論を出

さなければならないでしょう。そうしなければ、清掃センターも新たな建設につい

ての国の認可とそれに対する援助交付の手続に入ることができないでしょうという

、 。ふうに思っていますが いよいよ始まるのだなというふうな思いを強くしています

私は、建設用地について、現在地ですけれども、既存の用地ですけれども、あえて

。 。 、申し上げます 排除ありきで本当にいいのかということを自問しています 30年前

40年ぐらいになるのですか、関係集落の皆さん、住民との議論経過も聞かされてい

ます。勝手に自分の思いだけで方針を立てるべきでないということも百も承知して

います。しかし、本当に排除ありきでいいのかということを自問しています。なぜ

か。新しく建設する清掃センターを田上町の新たな行政財産として据えることの是

非です。そんな簡単に排除していいのか、そんな簡単にいいよというふうに許して

いいのかと。悩むことが必要なのではないかと思っています。

そこで、以上申し上げたようなことについて、町長の見解を求めたいと思います

が、あえて清掃センター問題については町長の見解を求めるものではありません。

これは、町長にどう考えるなんていうことを聞く前に、自らがどうあるべきだとい

うことを、自らの内なるものに定めることが必要だろうというふうに思っています

から、町長の見解を求めるということについてはしませんけれども、改めてお伺い

しますが、町長は人口減少に対応した田上町の未来像というものについて、いろん

な場で事あるごとに触れられていますけれども、私は２期目の任期に入るに当たっ

て、人口減少に対応した田上町の未来像をこんなことも描いたということについて

お聞かせ願いたいと思います。

また、人口減少にあらがう施策が提起されています。私は大事だと思います。今

現在人口減少が着々と進んでいる、ある意味では激減している、激しく進んでいる

という、そういう状況の中にあって、そういう現状にあらがう施策を放棄するとい

うことについては、これは間違いだと私は思います。ですから、人口減少にあらが

う施策というのは、常に私たちは持たなければならない。そのために、この間、田

上町として種々もろもろの施策をつくり出してきたというふうに思いますけれど

も、町長に改めてその決意を伺いたいと思います。イメージしているのは、先ほど

申し上げました新たな住宅施策です。住宅環境整備施策をイメージしておるのです

けれども、それこそが私は今日の段階で人口減少にあらがう施策として位置づける

ことができるのだろうと思っていますので、改めてその決意をお聞かせ願いたいと

思います。
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時間がなくなりました。あと５分で終わります。高度成長期の遺産対策というふ

うにここに提起して町長にお伺いしているのですけれども。町長はこのような表現

を使っているわけではありませんが、私の勝手な表現ですけれども。今現在をどの

、 、ように捉えるのかということですけれども 私はこれからの田上町を展望したとき

この間の20年、30年前の高度成長期の遺産対策の時期を迎えたというふうに捉えて

います。当時着々と整備したインフラ整備が、今新たな修理の見直し、手直しをし

なければならない時期を迎えたということもさることながら、先ほど申し上げまし

た町長たるものは、田上町政を過去、現在、未来というふうに捉えれば、町長たる

者、その一こまに任されているというふうに捉えるならば、この時期をどう捉える

べきなのかということについてお聞きしたいのですけれども、言っているほうも何

を質問しているか分からない点もありますけれども、町長、そこは町長の受け止め

でお答えください。もっと言いたいことあったのだけれども。

それから、最後になりました。あと５分下さい。議長、いいですか。

議長（小嶋謙一君） はい。

13番（関根一義君） 最後に、今後４年の町政運営についてです。

議長（小嶋謙一君） お昼になりましたけれども、１回目の質問が終わるまで議事を進

めます。

13番（関根一義君） 私は、今後の４年の町政運営の決意を、町長の所信表明から受け

。 、 、止めるに当たって衝撃を受けました 町長は 所信表明の最後の文脈ですけれども

、 。昨年１年間の議会対応について 自らの思いを述べた文章がちりばめられています

私がなぜ衝撃として捉えたのかということですけれども、議会議論を振り返ってみ

て、新たな町政に臨むに当たっての所信の一端とするなんていうことは初めて伺い

ました。いろいろ私も苦手の範疇なのですけれども、パソコンを使っていろんな自

治体の所信表明なるものについても目を通しましたけれども、そのようなことを取

り上げた首長はどこにも存在していませんでした。私が言いたいことは、通告文の

最後の文章のところに書いてありますから割愛をしますけれども、私は昨年１年間

の議論を振り返って、その教訓ということを私もあちこちで口にしますけれども、

しかし、簡単にそんなことを口にしていいのだろうかということを捉え返します。

あるときは逆に執行者の皆さんに物を言いたいのだというふうな表現も使えますけ

れども、そんな簡単なものではないだろうと、そんな簡単なものでなかったはずな

のだというふうに捉えています。したがって、昨年１年間、５月から始まって、今

年の５月までかかったのですから、１年間延々として繰り広げてきた議論というの
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は何だったのだということです。一口に言えば、それは執行者のみに問うたもので

はないのだということだと思います。もっと俗っぽい言い方をすれば、佐野町長だ

けに問うたものではないのだ、町長だけに問われたものではないのだということだ

ったと思います。

これも私もある意味では俗人的な表現になるかも分かりませんけれども、私は次

のように思って議論に参加をしてきました。組織の能力、組織力というのは、結果

としてまちづくりに表れるのだという危惧感を持ちました。そうだとしたら、その

組織力を疎外しているのは何か。これを探り当てるのは、この１年間の議論ではな

かったのか。ここではそこまで発展させてきたのだというふうに書いてありますけ

れども、そんな粋がった気持ちではありません。振り返ってみれば、そういうこと

でなかったのかなということを思い返したということです。組織の能力、組織力と

いうのは、その組織の中枢に宿るのだ、これは私も若い頃からの言われてきた、あ

る意味では私の育った場における組織論でありました。私は、この格言を肝に銘じ

るべきだというふうに思っています。

もう一点、これもまた私の勝手な捉え方になるのかも分かりませんけれども。今

後の４年間の町政運営の決意のところから捉えたことではありませんけれども、３

ページに書いておりましたコロナ禍の生活支援、経済対策として、町の財政出動も

視野に入れるというふうな表現があります。これについて、私自身は重要なポイン

トだなというふうに捉えていまして、どういう意味を持たせているのかなというこ

。 、とを提起してあります どのようなものとして捉えるべきでしょうかということを

ここに書かせてもらっていますので、町長から思いがあれば聞かせていただきたい

と思います。

今後４年の町政運営に関する決意のところで町長に質問したいのは、私は、また

第７次が始まったというふうに言われていますから、コロナ禍の後の社会だとかと

言うのはちょっと早いのかも分かりませんけれども。私はこれも一般質問を書いた

ときは、私の捉え方は、コロナ後の社会を展望したまちづくりについて議論の時期

が来たなというふうなことを思っておりました。そこで、このような表現になりま

した。コロナ支援のための財政出動により、国債残高は1,000兆円を大きく超える

ものになっております。このような表現は間違いないのだというユーチューブもあ

りますけれども、私は国債残高の1,000兆円というのは、あながち間違いの数字で

はない、そこまで来てしまった。しかしコロナ支援をしなければ、地域住民の生活

はどうにもならなかった、ということから思えば、これを殊さら問題視して捉える
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べきではない。そういう状況になっていることを正確に捉えつつ、次の時代に向か

って進むべきなのだというふうな思いを強くしました。私は、人口減少社会と相ま

って、コロナ後の社会というのは、私が若いとき学んだ減量経営時代と言われてい

る時代に戻るのではないかというふうな思いを強くいたしました。減量経営の時代

というのは、学問的に言えば、あるいは経済学的に言えば、そのようなことを意味

するものではないかも分かりませんけれども、私はあらゆる組織において、減量経

営という漠然としたイメージであるけれども、思い描いた時代として捉えるべきな

のだろうというふうに私は思っています。自治体を経営するリーダーは、こういう

時代にあってはチーム力が問われると思います。そこで私は、最後になりますけれ

ども、もう一度町長が提起した人材の活用、人材の育成ということの大事さを所信

表明の中で、見逃さなかったという点について私は強調したいと思います。これは

私の思いですから、町長がどのようなイメージを持って自治体の経営者としてのリ

ーダー像をお持ちなのか、どのようなリーダー像を期待されているのかということ

について町長にお伺いしたいと思います。

ある意味では私の思いだけで物を言ったような感じになりましたけれども、そこ

は許していただいて、これで私の一般質問、第１回目を終わりたいと思います。あ

りがとうございました。

議長（小嶋謙一君） お昼のため休憩いたします。

午後零時１３分 休 憩

午後１時１５分 再 開

議長（小嶋謙一君） 休憩前に引き続き会議を開きます。

（町長 佐野恒雄君登壇）

町長（佐野恒雄君） それでは、関根議員の所信表明との対峙・検証ということで、今

回の私の所信表明についての質問にお答えいたします。

まず１つ目の、新たな４年に係る決意についてお答えいたします。

はじめに、人材の積極的な活用につきまして。まず、活用するためにはどんな職

員なのかを把握する必要があることから、議員からの助言もいただき、遅まきなが

ら令和２年の春から、全ての町職員と少人数での懇談の機会を設け、一人ひとりに

直接向かい合い、語りかけてきました。私は、その中でも特にコミュニケーション

力に注視してまいりました。自治体にとって組織力の強化が最も重要な課題の一つ

であり、組織力を高めることで、初めて日々の仕事が円滑となり、組織の能力が発



- 76 -

揮されます。その中でも特に組織力が高い状態とは、組織内の意見調整や意思決定

がスムーズに進む状態を指し、そこにはコミュニケーションが最も重要なツールの

一つになっていると考えております。さらにもう一つの重要な要素としては、チー

ムワーク力が挙げられます。価値観や考え方が共有され、それが行動に反映され、

初めて同じ方向に進むことができると考えます。引き続き職員との懇談の機会を設

けるなど、それぞれの特性の把握に努めながら、適材適所での活用を行っていきた

いと考えております。

一方、外部に目を向けますと、私自身、様々な分野で活躍されている方々と触れ

合う機会を通じ、町にも多くの優秀な人材がいることを実感いたしました。ぜひ、

その方々からこれからのまちづくりに積極的に参加していただきたいと考えており

ます。しかし、参加が難しい状態であれば、せめて意見だけでもいただければと考

えております。いずれにいたしましても、まずはそのための環境づくり、土台づく

りをしっかりと行っていきたいと考えております。

次に、企業誘致につきまして。議会初日に報告させていただいたとおり、おかげ

さまで令和３年度に本田上工業団地の一部を売却し、残りの面積は２万673.58平米

となりました。これを一刻も早く完売させることが、私の使命であると考えており

ます。一方で、現在の社会情勢を踏まえると、本当に企業誘致ができる状態かとい

えば、正直難しい面もあることは否めません。しかし、このまま手をこまねいて何

もしなければ、昨年のまちづくり財政計画において説明させていただいたとおり、

令和13年度には土地開発公社では負担できずに、一般会計からの支援が必要となり

ます。したがいまして、私としては、そこまでには何とか完売できるよう、今でき

ることをしっかり取り組んでまいります。

最後に、農業経営者の育成につきまして。町の基幹産業である農業について、田

上町だけの問題ではありませんが、米価の大幅な下落による農業所得の伸び悩み、

高齢化、後継者不足により今後の営農への不安など、様々な課題を抱えていること

につきまして、これまでも何度となく議会等において回答させていただきました。

、 、これらの問題につきましては １年で劇的に変化するようなものではありませんが

各農業者と真剣に向き合い、意見をお聞きしたいと考えております。

一方、このような状況下において、町内の若い農業経営者の方々が農業のことを

真剣に考え、取り組んでいる姿を見るにつけ、私自身大変うれしく思うと同時に、

正直ほっといたしました。あわせて、このような方が複数いることに大変頼もしく

感じております。ぜひ、これらの方々の協力も仰ぎながら、農業で成功している事
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例研究などを通じ、今後の田上町の農業の姿を描くと同時に、農業経営者の育成に

、 。必要な支援策等について しっかりと調査研究を行っていきたいと考えております

将来的には、農業といえば田上、農業関係の視察をするなら田上となるような目標

を持ち、しっかりと取り組んでいきます。

次に、２つ目の未来への継承、布石は何かについてお答えいたします。

はじめに、人口減少に対応した田上町の未来像及び人口減少にあらがう施策につ

。 、 。きまして この問題については 以前より幾度となく議員からご質問を受けました

町を単独で維持していくためには、町民と一体となって取り組んでいかなければい

けない。そうしなければ、10年後に田上町として町を単独で維持していける保証が

ないといった議員の強い思いを受け、私も全くそのとおりである、これから10年、

20年先を見据えた町政をしっかりとやっていかなければならない旨、回答させてい

ただきました。その気持ちに全く変わりはありません。一方で、議員からは人口減

少に対応したまちづくり、今後１万人を切る、そういう人口体制になっていく、そ

れに対応するまちづくりに着手することも強く求められております。確かに議員ご

指摘のとおり、それらの検討も必要なことは十分理解をしております。まず、今私

が優先的に取り組みをしなければいけないこと、次の議員からの人口減少にあらが

う施策に対する決意についての回答にもなりますが、まずは町を消滅させてはいけ

ない。決してこのような事態を起こすようなことがあってはいけない。そのために

は、重点プロジェクトの一つである「住んでみたい・住み続けたいまちプロジェク

ト」に掲げている人口減少対策についてしっかりと取り組んでいきます。

ところで、高度成長期の遺産対策につきまして、恐らく議員の質問の意図してい

る内容は、今後想定される町の公共施設等に係る維持管理費等の経費に対して、ど

のように備えていくのかといった内容。もう一点は、これらの施設の今後の在り方

を今の世代で判断するのか、あるいは将来これからの世代で判断するのか、それら

もしっかりと踏まえた中で、議論をしていく必要があると提起されたものと理解を

いたしております。公共施設等の維持管理費等につきましては、公共施設等総合管

理計画に基づいて、計画期間中は基本的には可能な限り修繕し、維持していく方針

であり、施設の経年劣化や緊急度を見ながら、必要に応じてまちづくり財政計画に

反映させていきたいと考えております。もう一点の施設の今後の在り方について、

協議が必要な状況となれば、当然今の世代で判断するのか、あるいは将来これから

の世代で判断するのか、といった点を考慮して取り組んでいきます。したがいまし

て、所信表明で触れさせていただきました町民体育館、心起園等の検討に当たりま
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しては、この点を踏まえた中で考え方等についてもしっかりと整理し、なるべく早

い時期にお示ししたいと考えております。

最後に、３つ目の今後４年の町政運営における自治体を経営するリーダー像につ

いてお答えいたします。実は、全国町村会のホームページには、各界の著名人等が

寄稿しているコラム、論説というものがあります。その中で、千葉大学教授、東京

大学名誉教授の大森彌氏が、少し古くなりますけれども、平成16年に執筆された覚

悟と責任を問われる首長職の小論において 「基礎自治体の仕事は様々だが、首長、

としては多くの仕事は信頼できる職員ならば任せておける。仮に１週間旅に出たと

しても、その間一回も役場に電話しなくてもきちんと仕事を運ぶように日頃から職

員を育てておけばよい。しかし、従来の考え方や事の運び方ではもはや立ち行かな

いような危機が発生すれば、首長はリーダーシップを発揮しなければならない。今

の時節と情勢は、そのリーダーシップを求めている。それらを踏まえた中で、首長

には３つの能力が問われる」と説かれています。第１は表現の能力。他の人よりも

少し早く人々の悩みや困難や願望を見抜き、それを具体的な言葉、表情、動作で表

すことができる能力。つまり、町民との懇談会や役場内での会議、議会等における

、 。 、 。議論などにおいて 自分自身の言葉でしっかりと表現する力 第２は 決定の能力

自治体は、日々意思決定をしなければならないが、大小の意思決定を的確にタイミ

ングを外さずにできなければならない。つまり、役場の担当部署内から上がってく

、 、 。る課題や町民要望に対して 大局的に見て 冷静に優先順位をつけて指示を出す力

第３は、正当化の能力。ある政策について、やるかやらないか、あるいはどの程度

までどういうようにやるのか。説得的に説明する能力。この記事に触れ、改めてこ

れまでの自分自身の能力度を振り返るとともに、不足していると感じているものに

ついて、しっかりと力をつけていかなければいけないと気持ちを新たにしたところ

す。一方で大森彌氏は、これら３つの能力を１人の首長が全て兼ね備えていなけれ

ばならないというのは、少し期待し過ぎかもしれない、不十分な部分は幹部職員が

補えばよい、そうした職員がいないということは、人材育成の点で首長の不徳か怠

慢ということになる。つまり、そういう職員をしっかりと育てていくことも首長の

大切な役割であるとも結んでいます。

最初の質問、人材の積極的な活用の回答と一部重なる形とはなりますが、議員の

おっしゃる「決意を町政に結実させるためには、町長の想い、決意を組織の意思に

高めなければなりません」における組織とは何か。共通の目的を持って集まり、そ

の目的を達成するために分業や調整を行う人々の集団を意味し、単なる団体や群集
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とは明確に差別されている。議員の言葉どおり、自治体にとって組織力の強化、つ

まり、チーム力の強化は最も重要な課題の一つであります。私自身、２期目の就任

式において、全く行政経験がない中でこれまでやってこられたのは、職員一人ひと

りの協力のおかげであるとの気持ちを伝えました。当然私自身が身につけなければ

いけない能力はしっかりと身につけ、職員を引っ張っていくリーダー像を目指して

いきますが、職員一人ひとりの協力、つまりチーム力の必要性も感じております。

そのためには、とにかく明るい職場でなければならない。そして、風通しのよい職

場でなければならないことを就任以来職員に呼びかける一方で、職員との少人数で

の懇談会の機会を設け、職員一人ひとりに直接向かい合って語りかけてきました。

これからもそうした姿勢で臨むことで、私自身の思い、決意を伝えることで、組織

の意思を高め、組織力の強化が図れると信じて、しっかりと取り組んでいきたいと

考えております。

以上でございます。

13番（関根一義君） 再質問します。

町長から、私の質問に対して、いろいろ町長の抱いております考え方や、あるい

、 、 、はリーダー像や あるいは施策の方向性や そういうものが話がございましたので

重複は避けたいと思いますが。１点だけ、もうこの時代ではないよという点につい

て強調したい点がございますので、申し上げたいと思います。

１つは、農業経営者の育成、支援ということが語られましたけれども、これから

研究するということでありましたけれども、まだどのような支援策を行うのか、ど

ういう形を取ろうとしているのかということが定まっていなければ、その表現でし

ようがないのですけれども、しかし今ここでこれから研究しますでは、もうその時

機は逃したというふうに申し上げておきたいと思います。町長に申し上げています

ように、田上町の基幹産業は農業だと、こういうふうにも言うわけです。そういう

側面ももちろんあるけれども、もう一つは、これは私の住んでいる集落の状況も含

めての話ですけれども、本当言えば、田上町における農業経営者の育成支援、これ

に取りかからないと、田上の農業廃れてしまいます。私はそういうふうに思ってい

るのです。

田上町の農業が廃れるということは、この地域がどうなるのかと。地域社会が廃

れるわけです。廃れるといったって、言葉は悪いですけれども。これは、地域の保

全ができなくなる。これは、火を見るよりも明らかなのです。もう私のところもそ

うです。もうあと３年もすれば壊れるの、10年前から言っているのだけれども、３
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年もすれば大変なことなるよということを申し上げてきたのですけれども。ここで

も３年ぐらいのことで、ちょっと曖昧な言い方しているのですけれども、もう３年

ぐらいしたら、もう経営者はいないのです。私の小さい集落ですけれども。経営者

いません。いないということになるとどうなるかというと、その地区の農地の保全

ができなくなるのです。これを田上町にそっくり当てはめても、そういうことが言

えると思うのです。農業経営者の育成支援、育成をしておかないと、田上町におけ

る農地保全ができない。広く言えば、国土の保全ができなくなるわけです。そのぐ

らいの危機感を持って取り組むということが、そういう視点が必要ではないかとい

うことを訴えておきたいと思います。ですから、これから研究するというのは、町

長、それはしようがないけれども、今までやってこなかったのだからしようがない

けれども、これから研究してもらうけれども、もうその時期ではないのだよという

ことを強く訴えますので、即刻あなたの斜め後ろにいる課長補佐を通じて取り組む

べきだというふうに申し上げておきたいと思います。

それから、チーム力、チームリーダーの在り方像について、町長の思い、お聞き

しました。それについてとやかく言えるような私は立場でありませんから、ぜひそ

ういうものを教訓にして、リーダー像をきちっと確立していってほしいということ

と同時に私が申し上げたいのは、去年の１年間の議論を通じて強く思っているのだ

けれども、組織内の議論というのは、議論のための議論ではないのだよと。目的は

１つ。庁舎内における議論であったとしたら、町の施策の意思疎通を図る、どうい

う方向性に行くのかという方向性を確認するための議論なわけです。そこを間違っ

たら、私は議論の仕方というのを誤るのではないかと。これは、議会議論も同じこ

とだと思います。議会議論というのは、議論のための議論をしているわけではない

と思うのです。田上町像をどうつくるのか、まちをよりよくしたいためにどうある

べきかという議論をしているのだから、必ず一致点はあるはずだ。けんけんがくが

くの議論をすれば、一定の時間が必要だということは分かりますけれども、必ず一

致点があるはずだ。その一致点を見つけ出すための議論なのだということを、お互

いに踏まえましょうということを申し上げておきたいと思います。

トップセールス、これももう前任者のときから議論してきていますけれども、ト

ップセールスというのは町長がセールスマンで外へ出向くことを意味しているわけ

ではないと思うのです。田上町のセールスを行うためにこういう方向で行くからと

いう方向性を定めて、手段を定めて、そして幹部職員を、言葉悪いですけれども、

つくってチーム力で対応するというのがトップセールスの主流だと思うのです。一
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応町長が外へ行けなんていう、セールスマンになって歩けなんていうことを私は申

し上げる気は全くありません。しかし、きちっとした方向性を出して、どういう目

的で何をすべきだということをはっきりさせて、指導して、リーダーシップを発揮

していくというのが、トップセールスの在り方ではないかというふうに私は思いま

すので。ぜひ町長、ここは、トップセールスの議論も10年もやってきています。本

当に町長たる者がトップセールスをしてくれたなんか、前任者のときも私は感じて

いません。佐野町長になっても、これ町長やってくれたななんていうことを感じて

いません。まだ、これも前にも話ししてもらったけれども、古くて新しい課題、ト

ップセールスでやろうぜ、決意を聞こうぜというふうに言うけれども、その中身が

きちっとしないと、トップセールスたり得ないということだと思いますが、ぜひ町

長、明日からでもすぐ取りかかってください。

以上申し上げまして、町長の見解を求めたいと思います。

町長（佐野恒雄君） ありがとうございます。農業の問題、関根議員もおっしゃるとお

りです。私は今、それこそ研究どうのこうのなんて言っている場合ではないという

ことは、私自身重々承知をしております。それこそ、もうそんな状況ではないのだ

ということは私自身感じておる問題です。もう本当にどういうふうな農業、町の農

業をどんなふうな、描いていくのかということは、もう待ったなしのところに来て

いるのだというふうな捉え方をしております。そういうことは、またそれこそ課を

、 。通じて しっかりと指導していかなければならないなというふうに考えております

それから、議論の在り方について、今ご教示をいただきました。全くそのとおり

だと思います。もちろん先頭に立ってというふうなことも申し上げております。当

然そのことも大事ではありますけれども、議員のおっしゃられるチームワーク、チ

ーム力、そして組織力、そうしたものにしっかりと取り組んで、これからの行政に

当たっていくつもりでありますので、ご理解をよろしくお願いいたします。

13番（関根一義君） これで最後にしますけれども。私が調べたのでは、小野澤議員の

ところでも発言の中でもありましたけれども、田上町が県内市町村の所得ランキン

グどの程度、どこに位置しているのだという話がありましたけれども、私が見たの

だけれども、私の見た数字が小野澤議員の指摘された資料と違う点があるのだけれ

ども、言いたいことは、田上町の所得レベルが低過ぎるということなのです。これ

は共通しているわけです。これやっぱり認識しなければならないなと。そんなこと

を私はつい最近まであまり強烈に思ってきたことないのです。そんなこと言ったっ

てそこそこのレベルではないかと思っていた。しかし、データ上は要するに所得が
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低いのだと、田上町は。いうデータが出ている以上、ここについても、それでは新

たな問題意識として、町長も問題意識を強く持って、これからのトップセールスに

当たって、企業誘致に当たって、そういうこと、雇用を確保したいということだと

か、併せてそのとき忘れてはならないのは、田上町の現状の町民の所得ランキング

のレベルの問題をどう改善していくのかということも知見の中に入れてほしいとい

うことを最後申し上げて終わりたいと思います。答弁要りません。

以上で終わります。

議長（小嶋謙一君） 関根議員の一般質問を終わります。

最後に、８番、今井議員の発言を許します。

（８番 今井幸代君登壇）

８番（今井幸代君） 皆さん、お疲れさまでございます。本日最後の一般質問をさせて

いただきます。議席番号８番、今井でございます。

まずもって、佐野町長の２期目のご当選、心よりお祝いを申し上げます。おめで

とうございます。さらなるご活躍を心よりご期待を申し上げます。

また、７月８日、街頭演説中に銃撃をされ、ご逝去されました安倍元総理におか

れましては、謹んでご冥福をお祈り申し上げます。

それでは、一般質問に入りたいと思います。今回は４点。１点目は所信表明で述

べておられました町民体育館、中学校プールについて。２点目は中学校部活動の地

域移行について。３点目は学校給食費多子世帯軽減助成制度について。４点目は３

歳児健診時における視覚検査の精度向上について。この４つのテーマで一般質問を

いたしますので、よろしくお願いいたします。

では最初に、町民体育館、そして中学校プールについてであります。所信表明で

は、町民体育館は今年度中、プールについても早い段階で方針、考え方を示したい

と述べておられました。所信表明で述べるということは、町長自身がこの課題に大

きな意欲を持って取り組んでいくという決意の表れと受け止めており、期待感を持

っております。しかしながら、町民体育館、中学校プール、いずれにおいても関係

団体、また生徒、保護者等の当事者たちの中には大きな不安感があるもの、なかな

か理解がされている状態とは言えないのではないかと私自身は受け止めておりま

す。

６月24日、中学校から保護者宛てに今年度の水泳授業に関する便りが配付されま

した。その内容は、今年度、ろ過機修繕を実施し、来年度からは中学校プールで授

業を実施する予定、今後水泳授業の環境整備について検討し、改修等を実施してい



- 83 -

く予定と教育委員会から説明を受けているという内容のものであります。それを見

た保護者や生徒からは、来年度、プール授業はどのような状態でされるのか、環境

がきちんと整った中で授業がされるのか、その環境整備というのがいつ、どのよう

な内容で決まるのか、本当に子どもたちが安心して授業に参加できるものになるの

か、といった疑問や不安が寄せられております。過日、中学校ＰＴＡからも中学校

プールに関して要望書が提示されているように、中学校プールは経年劣化によるプ

、 、 、 、 、ール全体の老朽化 衛生環境 異物混入 強烈な紫外線や熱中症リスク のぞき等

様々な課題があるというふうに考えます。

私自身が、個人的に生徒や保護者を対象にプールに関する意識調査をさせていた

だいた、その中では106名の方からアンケートに対して回答いただき、学校プール

の衛生状況や道路から丸見えというような背景から、77％の回答者が学校プールを

使いたくない、どちらかといえば使いたくないと回答しています。理由の自由記述

では、衛生環境や劣化状況への不安、道路から丸見え、中学生という発達時期にお

いての心理的や身体的な不安等が多数記載がされておりました。私自身、アンケー

トを実施してみて、想像以上に子どもたちのプールに対する嫌悪感が強いのだなと

いうことを気づかされました。詳細な内容等は既にお渡ししてありますので、ご承

知のことと思います。私自身は、50年以上経過するこの中学校プールを、ただ目の

前の壊れているところを修繕していくということではなく、将来性を持って、中学

校だけではなく、学校プール全体の在り方を考え、今後30年、40年、こういった将

来的な部分を見据えた中で、環境整備をしていくべきだと考えます。

町民体育館、そしてプール、ともに大きな不安や不満が私自身多く聞く機会があ

るのですが、それらを聞かれる背景には、共通する３つの点があると考えます。ま

ず１つ目が、これらの課題に関してきちんと整理がされていない、それがしっかり

、 。と明確化 文章ときちんとなって可視化できるような形になっていないということ

そして、町当局と関係団体、当事者含めて、そういった両者での課題の共通認識が

なされていない。そして、具体的な解決策、方向性が示されていないという、この

３つの点があるのだろうというふうに捉えています。生徒や保護者、またスポーツ

関係の団体等を含めてですが、自分たちが何とかしてほしいと思っていることを町

はきちんと分かってくれているのだろうか、課題として捉えてくれているのだろう

か、ということ自体が当事者たちにも分からないので、ある意味当然のこととも言

えます。当事者や関係機関との協議や議論を重ねた中で、今後の将来展望を持った

方向性が示されていくことが、町民理解や、またこれらの事業に対する期待へとつ
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ながるものではないでしょうか。

そこで伺いたいと思いますが、所信表明で町長が述べておられました方針、考え

方というものは、具体的にどの程度を包括するものになるのでしょうか。例えば、

、 、 、新築をしていく 大規模改修していく もしかしたら廃止をするのだというような

そういった方針のみというふうなものになるのか、それとも方針を踏まえた具体的

な内容、スケジュール等を含めたもので示されるようになるのか、この辺りがどの

程度含まれるものなのか、お聞かせ願いたいと思います。

２点目に、学校プールや町民体育館、いずれも当事者や関係機関等を含めた検討

委員会を設置し、課題の抽出、整理、そして対応策の検討に関する議論を重ねた中

で、町の方針を定めていくべきではないかと考えますが、いかがでしょうか。

３点目に、将来性を踏まえた議論を進めようとすれば、必然的に一定程度の時間

を要することになるというふうに思います。プールに関しては、子どもたちの非常

に嫌悪感が強いこと、またそういったところから欠席者数が一定程度存在している

という、そういった背景を鑑みて、子どもたちが集中して授業に取り組めるような

環境が整う間、暫定的な対応として、今年度同様の加茂の温水プール等を含めた他

の施設の利用を検討することも必要ではないかと考えますが、いかがでしょうか。

、 。 、次に 中学校部活動の地域移行について質問をさせていただきます 文科省では

少子化や教師の業務負担軽減、多忙化解消を背景に、学校の運動部活動ではなかな

か学校で支えるということができなくなっているという背景から、休日も運動部活

動の地域移行が2023年度から段階的にスタートするということとしております。ス

ポーツ庁の有識者会議の報告書によれば、2025年度末までを、この３年間を改革集

中期間とされ、都道府県が推進計画を策定、それを基に各市町村が推進計画策定を

、 、規定するのが適当だというふうにしていますが 町としても地域スポーツの関係者

また保護者にも理解や協力を得ながら、今後も部活動の在り方について議論を早急

に始めていくべきではないかと考えます。

また、地域移行を見据え、現在ボランティアとして指導に当たっている外部指導

員を部活動支援員として位置づけ、指導者を継続的に担保できる、そういった仕組

み、環境整備が必要ではないかと考えます。現在、田上中学校では、男女バスケ、

卓球、陸上、バレーで外部指導者が活動していますが、報酬もなく、交通費等すら

。 、 、支払われていないのが現状です 実質的に生徒を指導している中でも 責任はなく

顧問や生徒たちとの個人的な関係性によって成立しているケースもあり、外部指導

の継続性の担保が難しいというふうに私自身現状を見ていると捉えています。地域
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移行、仕組みをつくるための先行した取り組みとして、まずは部活動支援員の仕組

みづくりを始めるべきと考えますが、いかがでしょうか。

そして、部活動の地域移行に関しては、今後の在り方に関する検討会を設置し、

国の動向を踏まえ、関係機関、団体からの理解をいただく、そして協力をいただく

ための関係構築、そういった場が必要になってくるのではないかというふうに考え

ます。まずは検討会を設置し、学校部活動の現状や課題、そして町内のスポーツ環

境、指導者の状況等を含めて、現状の把握を全体的にしていくということが必要と

考えますが、いかがでしょうか。

次に、学校給食費多子世帯軽減助成制度について伺います。ロイター通信によれ

ば、日銀が５月16日発表した４月の企業物価指数速報によると、国内企業物価指数

は前年同月比プラス10.0％となった。ウクライナ情勢による国際商品市況の上昇や

為替円安などが押し上げ要因となり、上げ幅は比較可能な1981年以降で最大となっ

ている。また、国内企業物価指数の上昇は、14か月連続、指数の113.5は、統計開

始の1960年１月以降で最高水準となっています。類別では、石油石炭製品が前年比

30.9％と最も押し上げ、高水準が続いている状況です。可処分所得が増えない中、

物価上昇が続き、個人の家計状況も非常に苦しくなっていると言えます。実際に今

町が実施している給食費の助成制度ですが、給食費補助は大変ありがたいが、学期

ごとに助成額を振り込むのではなくて、対象児童の２子目なら半額の支払い、３子

目は無料というような形で、学期ごとに振り込むのではなく、月々の出費を減らす

ような形に対応していただけないか、学期ごとにまとめて支払われるより、毎月支

払う費用を抑えるほうが助かります、何とかしてほしいですという保護者の意見を

聞くことが私は増えました。特に世帯所得300万円前後の家庭は非常に家計が逼迫

しており、月々の支出と収入がぎりぎり、もしくは貯金を切り崩すというような家

庭も少なくありません。今のこの社会経済状況を鑑み、物価上昇と可処分所得に大

きなアンバランスが生じているため、町としても給食費助成として補助額を学期ご

、 、とに振り込むという形ではなく 給食費を減免というような形に事業を変化させて

子育て世帯を支えていく必要があると考えますが、いかがでしょうか。

最後に、３歳児健診における視覚検査の精度向上について伺います。視力は６歳

頃までに完成すると言われ、弱視等は早期発見、治療が非常に重要となります。町

が行っている３歳児健診は、家庭における事前の視力検査が主になっており、自覚

的な視力検査に頼っていることから、対象児の理解力、そして言葉の発達等に左右

されることや、屈折異常による学習を見逃すケースが考えられます。日本眼科医会
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は、視力検査の補完として屈折検査機器による検査を推奨しており、導入によって

要治療率の発見率が約２倍以上になっていると発表しております。幼児は視力が

0.3程度あれば生活に不自由がなく、気づかないケースというのが出てしまうので

す。弱視の早期発見、治療は、その子の生涯の視力に関わります。その子の人生に

大きな影響を与えると言っても過言ではありません。このようなことから、令和４

年厚労省の新規事業では、母子保健強化事業として、弱視の早期発見、治療を目的

に屈折検査機器導入整備には２分の１補助、そして新潟県も令和４年の新規事業と

して上乗せ補助、これは２分の１のさらに２分の１ということなので、実質４分の

１という形になります。これにより、検査機器導入に関しては国が２分の１、県が

４分の１、市町村４分の１で導入可能となります。実際に全国の屈折検査機器導入

率は、令和３年５月で28.4％、新潟県内では燕市と弥彦村で導入されているのみと

なっていますが、今後、国、県の事業の推進もあることから、導入が進んでいくの

でないかと考えられます。３歳児健診での弱視発見は、その子の生涯に関わる視力

と関係するため、精度向上は急務であると考えます。屈折検査機器は約100万円か

ら120万円程度と言われており、保健師が活用できるマニュアル等も既に出来上が

っております。国・県の補助事業を活用し、視力検査の精度向上のため、屈折機器

を導入していくべきではないかと考えますが、いかがでしょうか。

そして、検診時の現在の検診時における視覚検査の現状における課題がどのよう

になっているのか。機器の導入、保健師の研修、眼科医療機関との連携も含めて検

討を進めていくべきではないかと考えますが、考えをお聞かせください。

以上で１回目の質問を終わります。

（町長 佐野恒雄君登壇）

町長（佐野恒雄君） それでは、今井議員の質問にお答えいたします。はじめに、町民

体育館、中学校プールについての質問にお答えいたします。

１点目の所信表明で述べられた方針、考え方とは、具体的にどの程度を包括する

のかでありますが、２施設につきましては、令和４年４月21日の社会文教常任委員

会における所管事務調査で現状確認をいただいているところです。それぞれ抱えて

いる課題や問題点がありますが、研究、検討をしている段階でありますので、方向

性が分かり次第、まずは所管の常任委員会へお示ししてまいりたいと考えておりま

す。また、田上中学校のプールで申しますと、廃止については考えておりません。

藤田議員の一般質問にも回答いたしましたが、今年度は既に予算計上をいたしてお

ります。排給水管及びシャワー類の修繕と併せて本議会で提案しております補正予
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算によって、ろ過機も今年度中に修繕する方向で考えており、その他の環境改善に

ついても修繕内容を検討しているところであります。

、 、 、あわせて 新築については 他市町村の建設事業費及び維持管理費等を参考にし

修繕で対応することによってのメリット、デメリットと経費についても比較検討し

ながら研究していきたいと思っております。その際、具体的な内容やスケジュール

については、準備ができ次第、お示ししていきたいと思っております。

２点目の関係機関を含めた検討委員会の設置についてでありますが、田上中学校

プールについては、教育委員会の方針の下、学校の意見等も参考にしながら、１点

目の質問で回答した内容も踏まえながら対応していきたいと考えております。町民

体育館については、町民体育館の現状と課題、今後について、教育委員会事務局内

で打合せ会議を行っており、現在、改修する場合、新築する場合の経費について調

査をいたしております。検討委員会の設置についても研究してまいりますが、いず

れにしても、準備が整いましたら議員の皆様へお示ししていきたいと思います。

３点目のプールに関する他の施設利用の検討につきましては、教育長が答弁いた

します。

最後に、３歳児健診時の視覚検査における精度向上についてでありますが、現在

町の３歳児健診では、まずはスクリーニングと言われる１次検査を実施いたしてお

ります。その内容は、家庭で事前に視力検査を行い、検診時にアンケート、問診を

提出いただき、医師の診察と総合判断の下、必要に応じて医療機関への受診を勧め

ております。こちらの検査方法でもある程度、弱視を見つけることはできています

、 、 、が 家庭での視力検査は つまり保護者による自覚的な視力検査で判定するために

制度に限界があることも承知をいたしております。子どもの目の機能は３歳までに

急速に発達し、６歳から８歳までにほぼ完成されると言われています。このことか

、 。らも ３歳児健診においての早期発見は大変重要であると認識をいたしております

弱視や眼の異常が見逃されると、治療が遅れ、就学時健診などで発見された場合な

ど発見が遅くなると、将来にわたり十分な視力が得られないということもあり、議

員ご提案の屈折検査機器の導入に関して、有効性はあると感じております。

一方で、現在子どもの発達支援に関しまして様々な課題があり、町としましても

屈折検査機器の導入も含め、それらの課題解決に向けて総合的に検討してまいりた

いと思います。

以上であります。

（教育長 安中長市君登壇）
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教育長（安中長市君） 今井議員の質問にお答えします。

最初に、町民体育館、中学校のプールについてでありますが、３点目のプールに

関する他の施設利用の検討につきましては、藤田議員の一般質問、またこれまでの

所管委員会や議会全員協議会でもご説明しましたように、プール利用に関わる費用

や児童生徒を送迎する時間及び送迎中の交通事故リスクなどを考えると、水泳授業

につきましては自校で行うことが一番の安心・安全に実施できる方法だと思ってい

ます。加茂市の温水プールにつきましては、今年度はご配慮をいただき、日程を確

保することができましたが、今後加茂市内小中学校の利用も多くなると聞いており

ます。田上の子どもたちが利用する教育施設は、自前で準備することが基本だと考

えております。今後、町外施設のプール利用につきましては、以上のことを基本姿

勢として考えてまいりたいと思っています。

次に、中学校部活の地域移行についての質問にお答えします。今年度６月６日、

スポーツ庁の有識者会議が開かれ、運動部活動の地域移行に関する検討会議提言が

示されました。その内容は、現在中学校職員が担っている部活動のうち、土日祝日

といった休日の部活動を令和５年度から令和７年度の３年間で地域に移行するとい

う方針です。その背景には、教職員の働き方改革があります。特に中学校教諭の多

、 。 、忙化は部活動が大きな要因だということが 今回の提言になっています ほかにも

、 、生徒の人数が減ってきて 中学校１校ではチームが組めないケースが増えていたり

スポーツを楽しむという観点から、レクリエーションとしてのスポーツを経験した

いというニーズもあることがあります。今回の提言は、休日の地域活動は現在の部

活動の延長ではないとしています。しかし、現在中学１、２年生は、３年まで今の

学校での部活動を続けるという前提で入部していますので、地域移行としての受皿

づくりと学校での部活動、両方のことを考えての対応が求められています。新潟県

教育委員会がいまだ明確な推進計画を示していない中で、市町村が各自暗中模索状

態で対応を始めたというのが現状です。

そこで、今井議員の１点目の質問であります。現在ボランティアとして指導に当

たっている外部コーチを部活動指導員として位置づけ、指導者を継続的に担保でき

る仕組み、環境整備が必要ではないかについてでありますが、部活動の地域移行に

ついては、地域のスポーツ指導者の確保が重要だと思っております。指導者が今ま

での外部コーチのようにボランティアとしての扱いでは、安定的な確保が困難であ

ると考えています。部活指導員の導入も含め、研究していきたいと思っています。

また、地域移行後の指導者には、協議指導だけではなく、緊急時の対応、生徒間の
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トラブル対応、保護者への対応なども求められます。結果を目指すあまり、過度な

練習となったり、パワハラやモラハラなどが発生しないよう、指導者の育成や仕組

みを構築する必要があると考えています。

２点目の部活動の今後の在り方に関する検討会の設置が必要ではないかについて

ですが、議員のご指摘のとおりだと思っています。教育委員会としましては、早急

に学校側、スポーツ団体等と会合を持ち、現状把握と課題の整理をしたいと思いま

す。その上で、関係者による検討委員会を開きたいと考えています。部活動の地域

移行には、いつから移行することが適切なのか、運営主体はどこなのか、どんな活

動を提供するのか、指導者は確保できるのか、運営財源をどうするかなどの多くの

課題があります。制度改革の過渡期ですが、生徒の立場に立ちながらも、適切に判

断していきたいと思っています。

最後に、学校給食費多子世帯軽減助成制度についての質問にお答えします。この

学校給食費多子世帯軽減助成制度につきましては、町長の少子化対策と子育て支援

、 、 、に対する思いから 第２子は半額 第３子以降は全額の給食費を補助することとし

令和元年度より実施を始めた事業であります。学校給食につきましては、栄養バラ

ンスの取れた献立の研究、地元産食材の推進、また児童生徒にとって楽しみのある

献立となるよう努めており 今の学校給食費は消費増税等もありましたが 平成27年、 、

度から値上げをせずに実施してきました。今年度においても物価高騰による食材費

が昨年よりもかかっておりますが、国からの臨時交付金の活用や献立の見直しによ

り、値上げをせず実施しております。来年度以降につきましては今後検討する必要

もありますが、現時点においては町も学校も様々な努力で給食費を維持しておりま

すので、これ以上の給食費へのさらなる支援については今のところ考えておりませ

ん。

以上です。

８番（今井幸代君） それでは、２回目の質問をさせていただきます。まず最初に、学

校給食に関してなのですが、意図がもしかしたら伝わっていなかったのかとも疑問

、 、なので確認をさせていただきたいのですが 私は今は学期ごとに対象児童の助成額

要は義務教育課で第２子目の子は半額、そして３子目の子は全額というのを学期ご

とに保護者の方に助成額を振り込んでいる、助成をしているというところだという

ふうに理解しています。私が申し上げたいのは、今、給食費は確かに上がっていま

せん。だけれども、これだけの物価上昇の中で、異常とも言われる、そしてこの事

、 、業を始めた頃にはこういったことはまずなかった ロシアからウクライナへの侵略
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そしてこれだけ大きな円安というのもなかった。こういった異常なインフレが続く

中で、家計の収支状況が厳しくなっている。そういった中で、保護者の方々は学期

ごとに助成額をいただくのではなくて、そもそも差し引いた形での支払いにしてほ

しいと。第２子目の子であれば、半額助成をするのだったら、助成という形で後で

、 。補助するのではなくて 最初の段階でそこを差し引いた形で支払いをさせてほしい

第３子目という子であれば、全額分補助されるわけですよね。そういった子であれ

ば、そもそもその支払いをすることのないようにしてほしいと。その背景は何かと

いうと、非常に家計の収支状況が厳しい状況になっているので、何とか月々の支払

いを抑えたいと、そういうところが根底にあるわけです。

これによって、私が申し上げたいのは、対象児童を増やせとか、そういうことで

はなくて、まず今この予算内で、これはまさにできることであるというふうに思っ

ています。月々の支払い額を低くするために、学期ごとにまとめて助成額を振り込

むという形ではなくて、毎月の給食費の支払いを安くしていく、抑えていくという

ことを検討してほしいということなのです。そういった意味合いで私今回一般質問

したのですけれども、そういった意図としてこういった答弁になっているのか、改

めて見解を聞かせていただきたいなというふうに思います。もしこういった意味合

いの中で考えていないということであれば、私はこの事業を始めた頃と今の社会経

。 、済状況が全く違うということをぜひ認識をしていただきたい 今日のニュースだと

円安が一時137円になったと。これからさらに、日本はエネルギーも食料も輸入に

頼っている部分が非常にあります。さらに物価高が続いていくだろうということは

容易に想像できるわけです。給食費は抑えられたとしても、日々暮らしの中で支払

いをしている支出が相当増えてきているというのは、皆さん方も実感としておあり

だというふうに思います。ぜひ、そういった部分を鑑みて、しっかりとこれは検討

、 。するべきであろうと思いますので 検討していただきたいなというふうに思います

中学校の部活動の地域移行に関しては、早急に関係者等の検討委員会を開きたい

ということなので、その中でまずは地域スポーツの各学校も含め、現状を知ってい

く、そしてどういったことをやらなければいけないのかという課題の認識、意識の

共有をしていくことが必要なのだと思います。まずはその検討会の立ち上げに尽力

をしていただきながら、既に先ほども申し上げたように、実際に今部活動支援員と

いう制度はないけれども、実質部活動支援員のような働きをしている外部コーチ、

外部指導者がいるわけです。保護者の対応しかり、休日の大会の引率しかり、そし

て生徒がけがをしたときの対応もするし、そういったほぼ部活動支援員として同じ
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ような対応をしていただいているにもかかわらず、全くその立ち位置が明確化され

ていない。それでは、今後、せっかくそう言って関わってくださる方たちが継続し

ていただけるか、やはり疑問が残るわけですから、先行してこういった既に学校の

連携の下、協力をしてくださっている外部コーチをしっかりと、部活動支援という

枠組みを教育委員会のほうでつくって、そういった方たちのしっかりと身分を守る

といいましょうか、そういった地位をしっかりと渡すということも、継続性という

観点から非常に重要かと思います。そういったことをやっていく中で、この立ち上

げて検討会で先行的にやっている部活動支援の取り組みではこういうふうな形で結

果が出ているとか、逆にこういう課題が出ているとか、そういったところも議論が

できるのだろうというふうに思いますので、研究するというふうに言っていますけ

れども、これは既にもう研究されるほどの内容でもないと言うと変ですけれども、

既に弥彦村であったり、燕市だったり、実施している地域もありますし、既に枠組

み自体はもうできている。文科省、国、県の補助金もありますし、既にある程度出

来上がっているものになるので、あとはしっかりとやるためには何が必要か、整理

しなければいけないことは何かということを議論をして、制度設計をしていただき

たいというふうに思います。

次に、３歳児健診に関してですが、弱視の発見に対して、屈折検査機器の導入の

有効性というものに関しては、保健福祉課、町のほうも理解をしていただいている

ということは分かりまして、よかったなというふうに思います。実際に本当にこれ

しっかりと見つけてあげれば、治ると言うと変ですけれども、その子が小学校入学

ぐらいにはちゃんとした視力を持って学校生活、社会生活を送れるわけです。ここ

できちんと見つけてあげられないと、その子はずっと弱視のままになります。実際

に検査機器を導入した自治体でいうと、日本眼科医会のデータでいえば、松江市で

は導入前、要治療児、弱視として治療しなければいけないというお子さんの発見率

は、導入前0.6％だったものが導入後3.6％になりました。群馬県は全県下で屈折検

査機器を導入しておりまして、導入前が0.1％だったものが、導入後2.3％になった

という、そういったデータもあります。しっかりと見つけてあげること、それによ

って適切な治療がなされ、その子の生涯がより豊かなものになるというふうに思い

ますので、これに関しては県のほうも各市町村のほうに機器導入に関しての研修会

ですとかヒアリング等もしている、してくるはずだというふうに思いますので、ぜ

ひ積極的な研修の機会ですとか機器導入をして早期発見していただけるような体制

を組んでいただきたいなと思うと同時に、答弁の中でそういった弱種だけではなく
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て、様々な課題があるので、総合的に検討していきたいというふうにおっしゃられ

、 、 、ているのですが そもそも発達支援における様々な課題というものが 具体的に今

町当局として、どういったところに今注目をしているというか、考えているのかと

いうことをお聞かせ願いたいなというふうに思います。

次に、最初にご答弁いただいた体育館や中学校プールに関してですが、藤田議員

でご答弁をされていた内容とほぼ同じ内容になりますが、プールに関してはある程

度方向が町当局の中で話ができるような段階になったら検討会というものをしっか

りと設置をするというふうな、対応したいというふうに答弁されているので、設置

をしていくということの理解でよろしいのでしょうか。今町長のご答弁だと、２点

目の関係機関含めた検討会の設置についてでありますがというところで、内容も踏

まえながら対応していきたいと考えていますということなので、これに関しては検

討会を設置するというふうな方向の捉え方でよろしいのかということ。町民体育館

に関しては、検討会の設置については、特段今対応するということではなくて、研

究していきたいということなのですが、これも廃止するのか、それとも新設するの

、 、か スケジュール等も具体的な内容も含めて今年度に示したいということになると

場所も含めていろいろ検討する事項ってたくさんあると思うのです。そういった中

で、町当局だけで考えるのではなくて、せっかく中学校の部活動の検討会も設置す

るわけですから、こういった中でも構いませんから、しっかりと町体育館のところ

に関してのヒアリングですとか、対象の関係団体の皆さんたちの考え方等も十分に

加味していただきながら、町としての方針を照らしていくべきだというふうに捉え

ますが、その辺りの考え方をお聞かせ願いたいというふうに思います。

町長（佐野恒雄君） それでは、私のほうから３歳児健診時の検査における精度向上と

いうことでお話といいますか、ご答弁させていただきたいと思います。

第１回目の答弁でもお話を申し上げました、発見が遅くなると、将来にわたって

十分な視力が得られないということがある、大変重要なことでもありますので、当

然そうした導入も含めて、様々な課題と一緒に検討してまいりたいと、こういうお

話をさせてもらいました。様々な課題ということについては、１つ目には育児不安

を抱える妊産婦への支援、それから２つ目に発達障害の疑いのある子どもの早期発

見、早期療育の取り組みの充実、そして３つ目には家庭での育児力、教育力向上の

ための支援、これらが必要であるというふうに認識をいたしております。そのため

に、母子健診に従事するスタッフの資質向上や母子健診への臨床心理士、公認心理

士、こうしたものの導入や、町の療育支援体制の充実などが課題でありますので、



- 93 -

そうしたものとの総合的な課題を検討してまいりたいというふうに思っております

ので、よろしくお願いいたします。

それ以外については、教育長のほうから答弁してもらいます。

教育長（安中長市君） 幾つかご質問いただきましたので、答弁させてください。

まず、部活動についてなのですが、今井議員がご理解されていることは私ももっ

ともだと思いますし、私もそうだと思っています。ただ、部活動指導に関しては、

今度先生の代わりに引率ができるのです、お休みのときに。何か事故が起きたら、

今度その方の責任になるわけです。それはなかなか重たいことなので、それに関し

てはやはり、研究というと、全然していないよというふうにおっしゃる方いますけ

れども、研究しながら検討しなければいけないと思っています。それも早急にして

いかなければいけないなと思っています。そういう制度あるのですが、結局最終的

にはこちらのほうからこの人を指導員にしたいのですがということで、県や国に認

めてもらわなければいけないということもありまして、それでも地域に移行すると

きに部活動を２年、３年、一緒に並行していく、いかなければいけないので、それ

は研究、検討していきたいと思っています。

それから、給食費の補助についてなのですが、私もそうやって毎月、最初から半

額、全額というのをできれば一番いいのですけれども、実はこれ、やってくださっ

ているのが学校の事務職員、事務なのですけれども。それを毎月やると、大変その

事務に大変負担がかかるというふうに思っています。それから、数は多くないので

すけれども、未納の方が出てくるのです。その未納の方に、それを払っていないの

にお金を払う形になったりして、大変難しいなというふうに思っています。検討は

していきますが、今のところ難しいなというふうに思っています。

それから、体育館、プールについての検討会ですが、検討会がどこの時点で立ち

上がって、どういうふうにしていくのかというのも含めて今一生懸命研究、検討し

ているという段階で、プールについて必ず検討会はどこで行われるのかというよう

なことについては、今明言できません。よろしくお願いいたします。

８番（今井幸代君） まず、給食費に関してなのですけれども、学校事務職員のほうの

事務の煩雑さがネックとなるのでできないというところが大きな理由であって、未

納があるということなのですけれども、それは２子目の方等になってくると、第２

子と第１子等に関してそういった未納のお子さんが、未納分が出てきたときの対応

をどうするのかというところでの課題が生じるということなのだろうというふうに

理解はしましたけれども、確かに事務は煩雑になってくるのだろうというふうに思
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いますが、この異例とも言われるといいましょうか、ロシアとウクライナの戦争か

ら来る物価高、そして大きな円安で、やはり非常に家計状況が厳しくなっている、

ここをしっかりと支えていくことが重要なのだと思うのです。そこを考えれば、事

務負担は、例えば学校教職員、学校事務だけで賄う形以外に何か方法はないのかと

か、考えられることあると思うのです。この問題って、家計状況が厳しければ厳し

いほどこの声が大きいのです。月々の支出をもうとにかく少しでも減らしたい。仮

に対象児童が２人いれば、約3,000円と約6,000円、１万円弱違ってくるわけです。

これが１年間なってくるわけですから、金額的には家計の支出抑制、ある種の経済

的支援というところにも大きくつながってくるのだろうというふうに思います。厳

しい家庭を想定して、ぜひできることはないかということで、たゆまぬ検討を続け

ていただきたいなというふうに思いました。特にこの件に関してはこれ以上の答弁

はないのだろうというふうに思いますので、特段の答弁は求めません。

町長自身は。ちなみに、教育長はそのような考え方なのだと思いますが、町長ご

自身は。今の逼迫する家計の経済状況、物価高を踏まえて、同じ予算、使う予算と

しては予算規模は変わらないわけです。でも、月々の支出を減らすことで本当に助

かるというご家庭がいるわけです。所得状況が厳しい状況にある家庭になればなる

ほどこの声が非常に強いということで、私は町長の政治判断を大きく期待をしたい

と思いますが、町長いかがでしょうか。

３歳児健診に関しては、町長から改めて子育て支援に関する課題等は具体的に述

べていただきましてありがとうございます。まさにこれは町の包括支援のほうが抱

える重要な案件だろうというふうに思いますので、ぜひ全体的な、子育て支援の底

上げを期待をしたいというふうに思います。

プールの件なのですけれども、ちょっと私混乱しています、正直。というのも、

１回目ご答弁いただいた中では、２点目の関係機関を含めた検討委員会の設置につ

いてでありますが、田上中学校プールについては教育委員会の方針の下、学校の意

見等も参考にしながら、１点目の質問で回答した内容も踏まえながら対応していき

たいと考えております、こう述べておられるわけです、町長ご自身は。しかしなが

ら教育長は、これに関して対応するというふうに、対応するということは明言でき

ないと。

その辺り、私は町長のご答弁では、こういった検討委員会を設置して検討してい

くということを考えておられる。これはつまり、町長は地域の皆さんの意見をしっ

かり聞いていきたいのだということを所信表明でも、今日この一般質問のあらゆる
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ところでおっしゃっておりました。そういった町長の政治理念を考えれば、こうい

った検討会を設置して対応していくというふうなのが町長の考え方なのだろうとい

うふうに理解をしたのですが、教育委員会の立場になると対応するかどうかははっ

きりしていませんという言い方だと、もうこれは結局どっちなのですかと。私は町

長の言葉を信じたいなと思うのですけれども、その辺りの整理をまずしっかりして

いただきたいというのが１つです。

次に、本当に子どもたちが持っているプールに対する嫌悪感というのは、やはり

非常に大きいものがあるというふうに思います。大切なことは、子どもたちがプー

ル授業を通じて泳法を身につける、学習指導要領に入っている学ぶべき事柄につい

てしっかりと身につけるということが大切だと思います。現在の状況下では、とて

もではないけれども、子どもたちが集中して取り組めるような環境下ではないと思

いますので、そういった環境をどうやってつくっていくのかということを教育委員

会は念頭に置いて、町長は検討会立ち上げるというふうに言っておられましたけれ

ども、そういった立ち上げる、対応するというというふうに言っていましたけれど

も、そういったところを鑑みて、子どもたちが学びやすい、学べる環境をつくって

いただきたいなというふうに思います。将来的なことを言えば、藤田議員も冒頭申

し上げておりましたけれども、私自身も小学校中学校含めて学校プールの在り方と

いうのをしっかりと考えて、町民体育館もせっかくこれから新しくしていかなけれ

ばいけないというところの段階に来ているわけですから、こういった中で、拠点プ

ールを屋内プールを町民体育館に併設するような形で安定した学校のプール授業、

安心したプール環境をつくっていくことが望まれるのではないかなという意見を申

し上げておきたいなというふうに思います。

町長（佐野恒雄君） 検討会を設置するとは私申し上げていないつもりです。それにつ

いての対応については考えていくというふうにお話をしたかと思います。

それから、子どもたちの給食費の話ですけれども、これ当然、今こういう状況の

中で、本当に家計が厳しい状況に置かれている、そういう家庭があるということは

もちろん承知をいたしております。そういう厳しい家庭が救えるのであればという

ふうなことだと思うのですけれども、それはまた、先ほど教育長のほうが話をされ

ましたけれども、事務方のほうのところで問題があるというふうなお話でございま

す。それはどういうふうに対応ができるのか、それは検討していきたいなと思って

います。

教育長（安中長市君） 先ほどの私の答弁がはっきりしなくて大変申し訳ございません
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でした。中学校のプール、小中学校のプールをどうしていくかということに関して

はこれからもしっかり検討していきたいと思いますが、目の前にある中学校のプー

ルをこれからどうしていくかということに関して、すぐ検討委員会を開くというよ

うなことは今の時点では考えていません。これからどんな在り方がいいか検討して

いく中で、そういうことも出ていくのかもしれませんが、よろしくお願いします。

議長（小嶋謙一君） 今井議員の一般質問を終わります。

以上で本日の議事日程は全部終了いたしました。

これで本日の会議を閉じます。

これをもちまして本日は散会といたします。

大変ご苦労さまでした。

午後２時４１分 散 会
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午前９時００分 開 議

議長（小嶋謙一君） 改めて、おはようございます。これより本日の会議を開きます。

ただいまの出席議員は14名であります。よって、定足数に達しておりますので、会

議は成立いたします。

本日の議事日程は、お手元に印刷・配付しております議事日程第３号によって行

います。

これより議事に入ります。

日程第１ 一般質問

議長（小嶋謙一君） 日程第１、一般質問を行います。

通告順に順次発言を許します。

最初に５番、渡邊議員の発言を許します。

（５番 渡邊勝 君登壇）

５番（渡邊勝 君） 改めまして、おはようございます。議席番号５番の渡邊です。一

般質問をさせていただきます。

佐野町長におかれましては、２回目の当選おめでとうございます。心よりお祝い

申し上げます。

参議院の街頭演説中に銃撃され、８日にお亡くなりになられました安倍晋三元首

相におかれましては、謹んでご冥福を申し上げます。

早いもので7.13水害から今日で18年になりました。三条市も翌年から毎年防災訓

練を実施しております。今年は、先月の19日に水害対応型総合防災訓練が、市民

1,500人、ラインに450人、関係機関2,600人が参加され、実施されております。マ

イナンバーカードを使って受付したり、同カードを新規に申請するとケトルやラン

タン等のキャンプ用品が当たる抽せんも実施され、マイナンバーカードも80人が新

規に申請しているとのことでございます。町も今年の10月23日には、新潟県との合

同防災訓練が予定されております。これから本格的な準備に入りますが、安全で安

心な田上町に位置づけするために、町民参加の実のある防災訓練をやっていただき

たいと思います。
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今回は３つのテーマで町長に伺います。１番目、所信表明について。佐野町長も

就任２期目の最初となる６月定例会で所信表明を行いました。本年４月にスタート

しております第６次田上町総合計画、この実現を目指す４年間であると町長は言わ

れております。まちづくりの理念として 「あなたの願いがまちをつくり、あなた、

の想いがまちを変える 、まちづくりのテーマとして 「このまちに住むみんなの笑」 、

顔のために 、町の将来像として 「誰もがずっと住み続けたいまち たがみ 、基」 、 」

、「 」 、本構想として６つの分野別目標があり 誰もが安心して暮らせるまち で始まり

「 」、「 」、安心して健やかにすごせるあたたかいまち 集いと学びで希望あふれるまち

「交流とにぎわいで活力あふれるまち 「きずなと協働でつながるまち 「10年後」、 」、

も誰もが住み続けたいまち 、基本構想６つの分野別目標に対して基本計画で17の」

施策の方向が示されております。

中でも特に重点的に取り組んでいく４つの重点プロジェクト別として、いつまで

も安心して暮らせるまちプロジェクトにおいては、新しい公共交通、デマンド型乗

合タクシーの対応について、より使いやすいようにと運行方法や料金を見直し、利

便性の向上に努めてまいりますとのことです。清掃センターにおいて、これからは

建設用地の決定が一番の課題です。管理者である加茂市長としっかり協議をしてま

いりますとのことでございます。安心して子育てできるまちプロジェクトにおいて

は、保育環境の充実では、多様なニーズにも対応した運営を行うそうです。子育て

の充実では、保護者の負担軽減を行いますとのことです。自然豊かで活力あるまち

プロジェクトにおいては、商工関連事業では、今年度より最大100万円を助成する

企業創業支援事業の実施、本田上工業団地への企業誘致については、コロナ禍にお

いて、ここ数年、積極的なＰＲはできませんでしたが、今度は私が先頭になってし

っかりＰＲしていきたいと考えているそうでございます。農業関連事業では、基幹

産業である農業経営者の育成に必要な支援策を研究してまいりますとのことです。

道の駅関連事業として、町全体の活性化につなげるかが課題となっており、町内の

ほかの施設と連携したイベントを実施し、道の駅の賑わいを町全体の活性化につな

げる仕組みを行ってまいりますとのことです。住んでみたい・住み続けたいまちプ

ロジェクトにおいては、若い世代の転入、定住につなげるとともに、町内からの転

出の抑制を図るために、住宅環境の整備の施策に取り組んでおります。幾らよい施

策に取り組んでも、知ってもらえなければ全く意味がありません。いかにして情報

発信をしていくかが重要になってきます。今年の１月からは、田上町公式ツイッタ

ーをはじめ、今年度は町のホームページをリニューアルするとともに、道の駅情報
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発信施設等に大型モニターの設置を行います。また、町の移住サイトにおいては、

地域おこし協力隊からも協力をいただきながら、情報発信にも力を入れてまいりま

すとのことです。経年劣化した公共施設につきまして、町民体育館、心起園につい

て、再三今後の方針について一般質問を受けております。今年度中には、今後の方

針等考え方についてしっかりとお示ししたいと考えておりますとのことです。中学

校のプールにつきましても、早めにお示ししたいと考えておりますとのことです。

まず、質問といたしまして、１点目、清掃センターについて、令和３年の予算審

査特別委員会のごみ処理施設整備工程表では、計画段階の建設用地決定が令和３年

度末と明記され、運営段階のごみ処理施設運営は令和11年度に設定されておりまし

たが、今年３月の全員協議会では、計画段階に建設候補地選定が追加され、令和４

年度からスタートし、令和５年度第２四半期で建設用地が決定され、運営計画のご

み処理施設は令和13年度の２年先に変更されましたが、一番の要因はどこにあった

か、町長に尋ねます。

２点目として、本田上工業団地への企業誘致については、コロナ禍において積極

的なＰＲができませんでしたが、今度は私が先頭になってしっかりとＰＲしていき

たいと考えておりますと明記されていましたが、どのような内容で実施されていか

れるか、町長に尋ねます。

３点目として、経年劣化した公共施設のこれからの対応については、多くの議員

から提起されております。町民体育館、心起園、田上中学校のプール、今年度中と

は言わず、毎回開催されます全員協議会の中で、工程表を作成して説明をしていた

だきたいと思います。今後の対応について町長に尋ねます。

４点目として、町長は町民の皆様からはもっともっとこの町に対して誇りを持っ

ていただき、ぜひ自信を持って大いにＰＲをお願いしたいと思っておりますとの話

をされましたが、どのような内容をしてほしいのか町長に尋ねます。

、 、 。５点目 旧田上町公民館が閉鎖されてから はや３年が過ぎようとしております

地元住民は、一日も早い解体を望んでおります。令和３年９月定例会に私が一般質

問したときは、老朽化した建物で防犯上の問題もあり、早く解体したいが高額な費

用がかかる。下水道事業の雨水調整池の候補地の一つとして考えており、有利な財

源を捻出できないか模索していますとの町長の回答でした。それから約10か月がた

っても何も進展しておりません。今後の対応について町長に尋ねます。

２番目といたしまして、国道403号三条北バイパスについて。国道403号小須戸田

上バイパスは、令和２年３月22日に21世紀の夢を乗せて全線開通されました。その
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年の９月定例会に国道403号三条北バイパスについて、私は一般質問させていただ

いております。それから早いもので２年が経過しようとしております。三条北バイ

パス完成によるメリットとして、関越自動車道、北陸自動車道、磐越自動車道など

高速道路、上越新幹線といった高速交通網にアクセスしやすくなり、救急医療体制

における県央基幹病院までの搬送時間の短縮、時間的距離が短くなることによる経

済活動の活発化、働く場に広域からアクセスしやすいことで居住地の選択が広がる

などがあります。今年の秋には、第３工区の保内工業団地までつながり、第４工区

から第６工区までの塚野目・代官島線、これは景雲橋につながる道路になるのです

けれども、県央基幹病院の竣工時期の令和５年12月に8.32キロメートルが開通する

予定で工事が進んでおります。それに伴い令和５年度に開院される県央基幹病院の

ために、塚野目・代官島線から県央基幹病院までのアクセスが必要となります。景

雲橋から県央基幹病院まで約６キロの距離があります。この間が事業化されていま

せん。命を守るために早急に対応が必要となります。県央５市町村の中で田上町、

加茂市が先頭に立って事業化を進めていく必要があります。

質問といたしまして、１点目、第３工区の開通と道路等環境整備促進期成同盟会

で要望活動を進めてきたかと思いますが、町長にこの１年間の活動とこれからの活

動について尋ねます。

２点目といたしまして、佐野町長も２期目に入っております。事業化を進めるに

は、佐野町長の力が必要となります。町長に今後の対応について尋ねます。

３番目、安全で安心な町道について。町の舗装修繕計画は、平成26年度に作成さ

れ、現在に至っております。内容として、修繕計画は77か所に及び、平成25年から

平成26年にかけて点検を行っております。町道の舗装を修繕した場合、平成30年６

月で試算した場合、77か所で27億2,079万2,000円の金額がかかります。優先順位は

31か所まで決定しておりますが、ほかの46か所は未定となっております。工事費用

の一番多くかかるところは、町道坂田・湯川２号線が延長2,612メートル、面積と

して２万3,425平方メートル、金額にして２億3,736万6,000円が必要となります。

これは、平成30年６月に１平方メートル単価１万133円で計算された金額となって

おります。次に金額の多くかかるのは、現在工事中の町道本田上・横場線は延長

1,810メートル、面積として5,500平方メートル、１億4,793万9,000円が必要となり

ます。３番目として、町道川ノ下・後藤３号線は、延長578メートル、面積として

、 。 、１万3,284平方メートル １億3,460万9,000円が必要となります 工事費の試算は

平成30年６月の試算ですので、現在でかかる金額ではないと思います。令和３年、
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昨年の11月15日の午後６時に、大字田上地内において、町道山崎・谷線を自動車で

走行中、道路に空いていた穴にタイヤを落とし、タイヤを損傷させたものです。今

、 、 、年の２月18日の午後６時20分に 大字横場新田地内において 町道下横場６号線で

これも自動車で走行中、道路に空いていた穴にタイヤを落とし、タイヤを損傷させ

たものです ６月26日には 町道塚野・西ケ崎２号線の国道403号側の踏切で 約35セ。 、 、

ンチほど道路に穴が空いており、舗装の残っている部分がエッジとなり、車や自転

車が走行した場合危険な状態で、翌27日に地域整備課に連絡をし、４か所で応急対

策を行っていただきました。おかげさまで最悪の状態は避けることができました。

、 、 。この現場は 私の記憶にある限り ５回は簡易舗装で対応していただいております

ただし、踏切付近であるため舗装に負担がかかり、恒久対策になっていないのが現

状です。国道403号バイパス側も３回の簡易舗装で応急対策を行っていただいてお

ります。

質問といたしまして、１点目、令和３年11月15日と今年の２月18日と、短い期間

。 、でタイヤを損傷させております 過去にこのような事例が短い期間で発生されたか

町長に尋ねます。

２点目といたしまして、夜になると防犯灯のないところでは、舗装の部分に大き

、 。 、な穴があった場合 非常に危険です 今のところはタイヤの損傷で済んでいますが

自転車の事故となった場合、死亡事故が発生する可能性も十分考えられます。簡易

舗装で対応しても、坂などのところでは舗装の部分にまた穴が空いてしまいます。

このような場所は、簡易舗装の応急対策ではなく、舗装を新しくするなど恒久対策

が必要となります。今後の対応について町長に尋ねます。

これで１回目の質問を終わります。

（町長 佐野恒雄君登壇）

町長（佐野恒雄君） 改めまして、おはようございます。それでは、渡邊議員の質問に

お答えいたします。

はじめに、所信表明についてであります。１点目として、清掃センター建設が当

初想定していた予定よりも現状で２年遅くなった要因についてであります。令和３

年12月27日の全員協議会でもご説明を申し上げましたが、ごみ処理施設整備構想の

策定段階におきまして、一部事務組合の特別委員会で処理方式について慎重に議論

を重ねていただいた結果であると考えております。これによって、管理者は組合議

会と統一した意見を基に、加茂市と田上町双方の議会や住民向けに考えを発表でき

ることにつながったというふうに考えております。
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２点目の本田上工業団地への企業誘致についてです。令和２年３月の国道403号

バイパスの開通、それによる交通アクセスの改善により、本田上工業団地の立地環

境が大きく進展いたしました。現在、分譲可能面積のうち70％以上を販売すること

ができました。残りの約２ヘクタール、２万平米の販売に向けて、これまでも行っ

てきました金融機関への訪問による働きかけをはじめ、関係機関への対面でのご説

明を積極的に行っていきたいと考えております。これまでは、コロナ禍ということ

もあり、対面でのＰＲを極力控えてきました。今後は、これからの感染状況にもよ

りますが、各種会合の一定の制限はあっても、多少は平時に近い形になるかと思い

ます。そうした会合などの際に、関係機関や企業などに本田上工業団地のよさを直

接伝えていきたいと思っております。また、地域おこし協力隊の方からも本田上工

業団地への企業誘致につながる情報発信を担っていただくことも考えております。

まずは私が先頭となり、町組織一体となって本田上工業団地を知っていただくこと

で、工業団地の完売に向け、取り組んでいきます。

３点目の町民体育館、心起園、田上中学校のプールにつきましては、令和４年４

月21日の社会文教常任委員会における所管事務調査で現状確認をいただいていると

ころです。それぞれ抱えている課題や問題点がありますが、担当課において研究、

検討している段階でありますので、方向性が分かり次第、まずは所管の常任委員会

へお示ししてまいりたいと考えております。

質問の４点目として、町民からどのような内容をＰＲしてほしいのかについてで

ありますが、所信表明でも申し上げましたが、町は今大きく注目されています。全

国テレビにおいて、全国のあじさい名所として護摩堂山のあじさい園が第３位に選

ばれました。さらに、民間不動産業者の街の住みここちランキング新潟県版では、

田上町が第４位となりました。私は、町にはたくさんの魅力があると感じておりま

す。護摩堂山のあじさい園、湯田上温泉等の観光施設、賑わい創出の拠点である道

の駅、交流会館、そして地域学習センターなど、自慢できるものはたくさんありま

す。町民の皆様からも町のいいところ、自慢できるものなど、町の魅力に大いに自

信を持ってもらい、町内外にＰＲをしていただきたいということであります。

質問の５点目として、旧田上町公民館の今後の対応についてでありますが、令和

３年９月の定例会において、渡邊議員からの一般質問にもご回答させていただきま

したが、旧田上公民館は下水道事業で計画している雨水調整池の候補地の一つとな

っていることから、調整池が事業化されれば解体に関して費用を少しでも抑えられ

、 。 、ると考えておりまして 現在解体を見合せている状況であります したがいまして
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解体についてはしばらくお時間をいただきたいと考えております。しかしながら、

建物も経年劣化が進み、昨年度瓦の落下があったことから、施設周辺への影響を考

慮し、通行人が近づかないようにバリケードを設置しました。また、今年度は欠損

している瓦の補充、ずれを補修することにしております。今後は、建物の解体をす

るまで、必要最低限の維持修繕を行っていきたいと考えております。

次に、国道403号三条北バイパスについてお答えいたします。１点目の要望活動

のこの１年間の活動とこれからの活動についてでありますが、毎年県央基幹病院周

辺の環境整備として、三条市、燕市、加茂市、弥彦村、田上町の構成５市町村によ

、 、る県央基幹病院設置に係る道路等環境整備促進期成同盟会を通じて 国及び新潟県

地元選出国会議員への要望活動を行っており、令和３年度も同様に要望をしてまい

りました。要望の内容としましては、国道403号バイパスの整備促進及び延伸、基

幹病院周辺の冠水対策整備、国道289号バイパスの整備と（仮称）石上大橋下流橋

の建設などの整備を強く要望しております。令和４年度におきましても、引き続き

構成５市町村による要望活動を行ってまいります。

２点目の事業化を進めるに当たっての今後の対応についてでありますが、これま

での要望の成果として、令和３年度、令和４年度の２か年において、新潟県では県

道塚野目・代官島線から国道289号バイパスまでの２事業区間の事業化に向けて、

。 、道路整備計画策定のための検討調査事業を実施しております 今後につきましても

期成同盟会の構成市町村とさらなる連携を図りながら、早期事業化推進のために、

引き続き強く国や新潟県、地元選出国会議員への要望活動を行ってまいりたいと思

っております。なお、併せまして国道403号線整備促進期成同盟会としても同様に

要望活動を行ってまいりたいと思います。

最後に、安全で安心な町道についてお答えいたします。１点目の短い期間で発生

した同様の事故の事例についてでありますが、平成14年から現在まで確認したとこ

ろ、平成25年には２月、７月、12月と３件発生した事例がありました。これらは、

全て道路に空いていた穴が原因でタイヤを損傷した事案でありました。

２点目の今後の舗装、補修の対応についてでありますが、現在町では定期的に職

員による道路パトロールを実施し、道路状況の点検、確認を行い、舗装損傷箇所に

ついては簡易的な補修を行っております。また、地元区長及び町民からの問合せに

おいても、早急に現場を確認し、対応しているところであります。なお、著しく損

傷の激しい箇所につきましては、経過観察をした上、現場状況に応じて舗装、補修

工事での対応をいたしております。平成25年の３件の事案の路線につきましては、
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既に舗装、補修工事において対応済みであり、昨年の町道山崎・谷線の路線につき

ましても、今年度に予算計上し、既に工事を発注しているところであります。今後

につきましても、道路パトロールの強化、地区要望の聞き取りを行い、緊急性や優

先度を踏まえた上で、道路の維持管理により一層努めてまいります。

以上でございます。

５番（渡邊勝 君） それでは、２回目の質問をさせていたします。

まず、清掃センターについてでございます。昨日、８月には加茂市・田上町消防

。 、衛生保育組合議会が開催されるという話がありました これから建設用地について

相談されるわけでございますけれども、多くの回数を経て建設用地が決定されると

思います。この段階で遅れが生じないよう、そして令和13年度から稼働されること

をよろしくお願いしたいと思います。

６月の「きずな」でも清掃センターの今後の方針について、皆さんも見たかと思

います。ごみ処理施設整備工程表に従い、着実に進めていただきたいと思います。

あと、本田上工業団地でございますけれども、佐野町長は町長１期目の選挙公約

で、本田上工業団地の企業誘致で空き地率ゼロ％の実現をトップセールスで実践し

ますとの選挙公約でした。令和２年３月の定例会の私の一般質問に、売却について

の目標の設定をお願いしましたが、回答は得られられませんでした。企業誘致につ

いては、新聞広告を活用して、平成31年度４月から県や各金融機関に要請を行って

きたとのことです。残った土地３筆ですが、２万673.58平方メートル残っているわ

けでございますけれども、できる限り早く、できれば町長２期目の任期のうちに本

田上工業団地を売っていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。

あと、経年劣化した公共施設についてでございますけれども。佐野町長もこの問

題に対しては私は苦慮してはいないかと思います。私も大きな問題とは受け止めて

おりません。今までは、計画的に予防保全を実施しなかった残念な結果でしかない

のです。あとは、一番危険であり、一番必要なことを最初にやるわけです。それに

は、チェックシートと工程表を作成し、財政計画に計上し、点数の高い順に工事を

実施していくだけで問題は解決されると思います。まず、町民に説明を行い、実施

されれば問題は発生しません。町長にとっては、２期目はやりがいの仕事が多くな

ると思いますが、過去に分かっていても何もしてこなかったからこのような状態に

なってしまっただけです。町長にはリーダーシップを発揮していただき、誰もが安

心して暮らせる田上町、安心して子育てできる田上町、自然豊かな活力あふれる田

上町になっていくために、全身全霊で頑張っていただきたいと思います。特にプー
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ルに関しては、20年、30年、50年先を見据えたプールを検討してほしいです。佐野

町長にとっても、私にとっても、もうこのプールは孫世代ではなくてひ孫世代が使

うような状態のプールになるかと思います。そこらもよろしくお願いしたいと思い

ます。

続きまして、ＰＲの関係でございますけれども、今後ワークショップ、町民懇談

会を開催して皆さんの意見を聞いていただきたいと思います。

それから、旧田上町公民館の関係でございます。昨年の６月29日に本田上地区に

公共下水道事業、雨水対策、新川雨水調整池に伴う説明会が開催されております。

内容として、雨水対策の内容及び経緯についてと今後のスケジュールについて説明

がありました。その中で、令和３年度に地元説明会をもう一回早い段階で実施する

との説明があり、地元も了解しております。令和４年度では、雨水計画見直しを行

い、現地測量、雨水調整池の検討、関係機関との協議等が今後のスケジュールと見

込まれております。令和６年度には、調査、設計、その後雨水調整池工事が予定さ

れていますとの話をされていました。残念なことに、令和４年度も第１四半期が経

過していますが、説明会の話は一つもありません。佐野町長も令和３年９月定例会

の私の一般質問で、旧田上町公民館において、老朽化した建物で防犯上の問題もあ

り、早く解体したいが、高額の費用がかかる。下水道事業の雨水調整池の候補地の

一つとして考えており、有利な財源を捻出できないかを模索していますとの回答で

した。地元への説明がされないことは、旧田上町公民館の解体も進展がないと理解

するしかありません。いつどこで災害が発生するか分かりません。昨日も埼玉県の

鳩山町で、そこで３時間で263ミリというすごい雨が降っております。本田上の土

地の関係でございますけれども、旧田上町公民館の場合は大雨が降ると玄関付近は

30から40センチの水がたまり、道路は通行不可能となります。現在工事を行ってい

る自動車分団のポンプ車庫の北側にある家に水が入り、ポンプ車庫の入り口に土の

う袋を積んで対応しています。土のう袋で対応しないと、北側の家と境界は１メー

トルほど段差がありますので、家に水が入ってしまいます。ほかに３区２組付近で

も数軒の家に水が入るため、土のう袋などで対応されております。早急に今後の説

明会が必要かと思いますけれども、今後の対応について町長に尋ねます。

。 、 、403号の三条北バイパスの関係でございます 今年の秋 第３工区の開通ですか

保内の工業団地まで開通するという話も聞いておりますけれども、そこらはどのよ

うな状態になっているかお聞かせください。

２点目といたしまして、湯川から県央基幹病院まで約20キロメートルあります。
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道路が整備されないと、そして橋ができないという状態になった場合、当然私は救

急車は新潟方面に行くと思います。そのためには、景雲橋から県央基幹病院まで約

６キロ、その関係の道路もしくは橋の関係を早急に事業化していただきたいと思い

ます。先ほども町長から話がありましたように、国会議員、県会議員と、多くの方

がおられますので、そこの力を借りまして何とか早く事業化してもらい、田上の町

民が県央基幹病院に行かれるようお願いしたいところでございます。

あと安全で安心な町道でございますけれども、先ほど平成25年度にも３件あった

という話を聞きました。そこは、全部対応させたということでございます。昨年の

12月の山崎・谷線も終わったという話をされたわけでございますけれども、町道を

車で走っていた場合、歩いていた場合でもそうですけれども、非常に段差が多くあ

るというような状態で、非常に危険なところがございますので、それもなるべく早

く対応をお願いしたいと思います。６月26日、月曜日ですので、地域整備課に連絡

を入れたのは１時半でした。昼からの１時半で、現地で今後の対応を相談しましょ

うということで電話をしたら、１時半に行ったらもう地域整備課の方が、舗装の応

急対策が終わっておりました。本当にありがたく思っておりますが、それから２週

間ほどたちますけれども、どうしても舗装の奥のところ、応急対策では下がるとい

うような状態で、今２センチほど下がっているような状態でございますので、なる

べく、できる限り恒久対策ということでお願いしたいと思います。

以上で２回目の質問を終わらせていただきます。

町長（佐野恒雄君） 幾つかのご質問というか、ご意見を頂戴いたしました。

まず、清掃センター、遅くなった原因については先ほどお話を申し上げました。

焼却方式が決まって、これからいよいよ建設用地の選定に入ってくる、これが一番

大きな課題であります。この用地の選定さえ決まれば、もう燃焼方式も決まってお

りますから、それほど大きな課題はないのですけれども。まずは、この建設用地の

選定というのが非常に大きな課題であります。これらについては、それこそ今ある

焼却場、そこにありきの話ではなくて、全く白紙の状態で検討していくということ

になっておりますので、これらの選定についてはとにかく予定どおり進められるよ

うに、加茂市の管理者、藤田市長ともしっかりと話合いをし、また、組合議会の皆

さんとも協議をしながら頑張っていきたいなと、こう思っております。

それから、本田上工業団地、私にしてみればそれこそいっときも早い完売に向け

て努力をしております。ここ２年ちょっと、新型コロナウイルスの関係もあって、

なかなか思うようなＰＲもできなかったところはありますけれども、でも、そうし
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た中でも一応金融機関等には、お願いに回らせてもらいました。おかげさまで、Ｊ

Ａ、非常に大きな倉庫の建設ということで、大変これまでの空きから見れば少なく

なってきたと。あとは残り約30％になりますか、２万平米、ここをどうやって埋め

ていくか。ただ、昨日もお話が出ておりましたけれども、それは確かに雇用につな

がっていないというのが一つの大きな残念な点ではあるのですけれども、そう理想

ばかりも言っておれない。昨日も話をしましたが、令和13年には公社の今の財政で

賄えずに一般財源から財政出動しなくてはならない状況にあるわけですので、何と

かそれまでにはしっかりと完売に向けて努力したいなと、こんなふうに考えており

ます。

それから、公共施設の経年劣化、体育館、プールを含めての話ですが、昨日もお

話をさせていただきました。将来を見据えた中で、今いろいろと検討させていただ

いておりますので、それらの方向、方針が決まれば、皆様方のほうにまたお話がで

きるときがあるかと思いますので、もう少し、しばらくお時間をいただきたいと思

っております。

それから、田上町旧公民館の課題であります。かなり傷んできておりまして、大

変危険な状況にもなっております。できるだけ早く解体したいのはやまやまなので

ありますけれども、先ほども申し上げたとおり、調整池の候補地の一つにも上がっ

ておりまして、有利な財源の捻出を考えて、もうしばらくお時間を頂戴したいなと

思っております。それに向けて説明会が遅れているというか、されていないとかと

いうふうなお話ございました。恐らくそうした面でまた調査されておるのか、課の

ほうに私も聞いてみないと分からないですけれども、当然この調整池の候補地の選

定については、地元の皆さんとしっかりと協議をしながら、また、丁寧に説明をし

た中で候補地の選定をしていきたいなと、こう思っておりますので、よろしくお願

いをいたします。

それから、403号北バイパスの件についてです。一昨日、403号線の期成同盟会が

加茂市産業センターでございました。私と小嶋議長と、それから今井総務産経委員

長で出席をさせていただいてまいりましたけれども。保内の工業団地、そこまでが

第３工区になるのですか、そこまではこの秋、11月までには供用開始ができるので

はないかという予定のお話がございました。取りあえずそこまでを区切って供用開

始、その後、４、５、６になりますか、景雲橋のところにつながる代官島線、そこ

までは一つのくくりとして、基幹病院の開設が令和５年度になるのですか、それま

でにというふうなことがお話をされておりました。いずれにいたしましても、そん
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な形で各期成同盟会を通じて要望、国なり県なり、国会議員の先生方に要望させて

いただいておりますので、ご理解をいただきたいと思っております。

それから、町道の舗装です。今回立て続けにそうした補償問題というか、事例が

ございました。町としても担当課のほうでパトロールはしっかりとやっておるとこ

ろでありますけれども、もしまたそんな箇所があれば、また早急に修理しなくては

ならないと思いますし、ご連絡をいただければすぐに対処したいなと思っておりま

す。そうした応急処置的な形ではなくて、本来であればしっかりとした舗装工事が

できればいいのですけれども、なかなか財政的な面もあって、そうした危険なとこ

、 、 、ろ 優先度を考えながら工事を進めており 取りあえずは課でのパトロールをして

そうした事故がないような形で努めていきたいなと思っておりますので、よろしく

お願いいたします。

以上でございます。

地域整備課長（宮嶋敏明君） ただいま説明会の関係で渡邊議員のほうからお話があっ

たかと思いますが、今年度において、下水道計画の見直し業務の一つとして雨水調

、 。整池の関係で調査設計 測量ですとか設計業務を実施しているところでございます

それに伴いまして、現地の状況、候補地等の技術的な面も含めまして、今検討して

いるところでございます。その調査設計業務の部分が完了次第、早急に説明会の開

催をさせていただきたいと思っておりますので、よろしくお願いします。

以上です。

議長（小嶋謙一君） 渡邊議員、発言を妨げるものでありませんが、一応１時間という

のを目安にしておりますので、ご配慮をお願いします。

５番（渡邊勝 君） それでは、あと２点要望してやめたいと思います。

先ほど町長のほうから本田上工業団地についてお話がございました。当然これを

広げるのには、多くするには、工業団地の売却が一番かと思います。それによって

人口増加も考えられますので、そこを今後やっていただきたいと思いますので、よ

ろしくお願いします。

あとは、403号の北バイパスの関係でございます。その関係も田上町、加茂市に

とっては非常に重要な道路でございます。何とか早く事業化を進めていただきたい

と思います。事業化を進めてもなかなかすぐ道路は、橋はできるわけではございま

せんので、よろしくお願いしたいと思います。

あと先ほどの調整池の関係でございますけれども、宮嶋課長のほうから話がござ

いましたので、なるべく早くやっていただきたいと思いますので、よろしくお願い
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したいと思います。

来年は、田上町も町制50周年を迎えます。来年は町活性化のためにも多くのイベ

ントを実施していただきたいと思いますので、よろしくお願いします。

これで私の３回目の質問を終わります。

議長（小嶋謙一君） これで渡邊議員の一般質問を終わります。

ここで暫時休憩いたします。

午前１０時０２分 休 憩

午前１０時１５分 再 開

議長（小嶋謙一君） 休憩前に引き続き会議を開きます。

次に、14番、髙橋議員の発言を許します。

（14番 髙橋秀昌君登壇）

14番（髙橋秀昌君） 日本共産党の髙橋秀昌でございます。一般質問は、３項目につい

て質問いたしたいと思います。

質問に入る前に、元首相の安倍晋三氏が選挙応援中に射殺されるという、あって

はならない事態が発生しました。言論を暴力によって封殺することは、最も憎むべ

き行為であり、強い怒りを持って断固糾弾いたします。しかも、選挙中という民主

主義にとって極めて重要な時期に卑劣な蛮行が起きたことは、絶対に許すことがで

きないことであります。安倍晋三氏のご逝去に心から哀悼の意を表します。

１つ目の質問であります。ロシアのウクライナ侵略に抗議すると同時に、日本国

憲法の遵守義務について町長の政治姿勢をただします。ロシアによるウクライナ侵

略は、どのような理由をもっても認めることはできません。断固抗議するものであ

り、ロシアは無条件に即時撤退すべきであります。佐野町長と当町議会は、抗議声

明や議会議決を３月議会で行っております。ロシアは、帝制ロシアの時代からソ連

の時代と、古くから他国の領土をロシアの領土にするという覇権主義を実行してき

ました。それは、日本にとっても重大な影響があります。第２次世界大戦後の処理

で連合国は領土不拡大、つまり戦勝国が敗戦国の領土を分割するということは行わ

ないということを決めていたにもかかわらず、当時のソ連のスターリンは日本の領

土である千島列島と北海道の一部である歯舞、色丹の２つの島をロシアの領土にす

、 、 。ることを要求し 当時のイギリス アメリカ両首脳が認めてしまったのであります

これは、ヤルタ秘密協定と呼ばれており、資料ナンバー１にその詳細が載せてあり

ますので、御覧ください。さらに、ソ連時代に、1968年８月のチェコスロバキアへ
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の侵略、1979年12月にアフガニスタン侵略。ソ連崩壊後、ロシアの時代に入った

2008年、当時のグルジアを侵略し、グルジアの一部州を一方的に独立承認をする。

2014年、ウクライナ領土のクリミア自治共和国とセヴァストポリ特別市をロシアに

編入するなど、国連憲章違反を繰り返し行ってきたのがソ連であり、ロシアであり

ます。このように覇権主義は、どのような国であれ、国連憲章違反であり、国際法

違反であります。特にロシアによるウクライナ侵略は、第１に、武力の行使を禁止

した国連憲章に反する侵略だということであります。第２に、ロシア軍が原発や病

院を攻撃し、民間人を無差別に攻撃していることは、国際人道法に違反する戦争犯

罪であります。第３に、プーチン政権は、国連憲章と核兵器禁止条約に違反して核

兵器大国を誇示し、核兵器の先制使用の威嚇を行っていることであります。ロシア

によるウクライナ侵略は、３か月以上も継続し、その影響もあり、田上町の住民は

実質賃金の低下と年金支給額の減少の中で物価高騰で困難に直面し、田上町の地域

経済にも重大な影響を与えています。

そこで、町長に伺います。ロシアによるウクライナ侵略に対して、国連憲章と国

際法を守れの一致点で世界世論を団結させ、ロシアのプーチンを包囲することが戦

争を終結させる最も大切な方法ではないでしょうか。日本国内では、ロシアによる

ウクライナ侵略を契機に、武力には武力とか、相手国が核兵器で威嚇するならこち

らも核兵器を持つべきだとか、まことしやかに流布されております。また、自民党

や維新の会などは、防衛費を現在の２倍の年間11兆円にするとし、核兵器をアメリ

カと共有する。さらに相手国の中枢を攻撃できる武器の装備まで主張し、そのため

に日本国憲法第９条を変えることを、この参議院選挙で政策として有権者に訴えて

います。武力には武力、核兵器には核兵器で対峙することが平和を維持することで

しょうか。世界196か国のうち193か国が加盟している国連は、国連憲章で「加盟国

は、国際紛争を平和的手段によって国際の平和および安全ならびに正義を危うくし

ないように解決しなければならない 「加盟国はいかなる国に対しても武力による」、

威嚇もしくは武力の行使を慎まなければならない」としています。さらに、日本国

憲法はその前文に 「日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて、

行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全

土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が

、 、起ることのないやうにすることを決意し ここに主権が国民に存することを宣言し

この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、そ

の権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民
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がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基く

ものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。日本

国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚す

るのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存

を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地

上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたい

と思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうち

に生存する権利を有することを確認する。われらは、いづれの国家も、自国のこと

のみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的

なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立

たうとする各国の責務であると信ずる。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあ

げてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ」と宣言しております。１つは、

国連憲章や日本国憲法を遵守すべき立場の政府や政党が敵基地攻撃能力を持てや、

防衛費の２倍化や、核兵器の共有などを主張すること自体が国際関係を緊張させる

ことではないでしょうか。２つ目には、国際紛争は理性的に外交交渉によって解決

、 。すること ここに政治の軸を置くことこそ日本の政治家の義務ではないでしょうか

そこで、町長に伺います。日本国憲法の施行は、1947年５月３日であり、施行し

てから75年を経過しております。憲法前文についての町長の政治姿勢を伺います。

同時に、敵攻撃能力の保持や核兵器の共有、防衛費２倍化発言への町長の政治姿勢

を伺います。

２つ目に、住民と約束した県央医療圏域の姿について伺います。県央医療圏の医

、 、 、療改善の県による住民との約束については ３月議会 一般質問で行いましたので

参照していただきたいと思います。花角知事は、県央基幹病院に救命救急センター

の設置をやめてしまい、県立加茂病院と県立吉田病院は民間の終末期医療と慢性期

医療という極めて限られた医療しかやらない病院として、指定管理者制度を適用す

るとしました。このことは、県央医療圏で民間と公的病院と県立病院の役割分担を

なくしてしまうということを意味しております。

振り返ってみれば、平成28年、2016年７月の県央基幹病院整備基本計画は、当時

の新潟県当局が住民に約束した内容です。この約束は、救命救急センター併設基幹

病院の建設によって、１つは、県央医療圏域における公的及び県立病院と民間病院

の連携が活かされること。２つ目に、県立加茂病院や県立吉田病院との連携による

医師派遣などが実施され、今のような加茂病院の医師不足の状態が大幅に改善する
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ことが期待されました。

救命救急センターが基幹病院に設置されることで、県央医療圏域の外に患者を送

らなくても、24時間救急患者の命を救える体制ができる計画でありました。この県

央医療圏内で救急搬送などの患者を治療するということは、次の意味を持ちます。

１つは、厚労省は医療圏域ごとに５年に１度、必要病床数を定めます。必要病床数

の決め方は、患者が県央医療圏の外、すなわち新潟や長岡などの病院に搬送される

と新潟や長岡の医療圏の必要病床数は増えますが、県央医療圏の病床数は減らされ

るという仕組みなのです。ですから、現在まで５年ごとに必要病床数が県央医療圏

は減らされ、結果として医師が来ない、さらに減らされるという悪循環が起こって

いるのであります。救命救急センターが設置されれば、県の医療圏の外への患者搬

送が大幅に少なくなりますから、５年ごとの必要病床数は減らされず、医師不足も

改善する計画でありました。

、 、妊娠22週から出産６日目までの周産期における母子に関わる高度な医療 例えば

2,000グラム以下の新生児や重症の妊娠中毒症、あるいは胎児の奇形が予想される

妊娠などが県央基幹病院で、検査治療が行われる計画でありました。花角知事は、

ハイリスク周産期医療は、新潟大学でとしていますから、これらに関わる医師や医

療スタッフが県央基幹病院に来ないということになります。ますますこの地域の少

子化に拍車がかかることになりかねません。

４番目に、医工連携が県央基幹病院で行われることで、つまり医療と工業の結び

つきです。三条燕の世界的に優れた技術と病院が連携して、医療器具、例えば、メ

スや義足、義手などの研究が行われ、作られるのですが、そのための研究医師や研

究に携わる若い医師が集まってくる計画でありました。

このように当時の県当局が住民に直接説明し約束した内容は、救急車が来ても病

院が決まらないという現在の窮状から一転し、医療環境がすばらしい県央医療圏と

なるというものでありました。ところが、花角知事はこれらの住民に約束した県央

医療圏の発展をほごにしたのであります。その結果、県央医療圏域には救急救命セ

ンターは設置しない、高度周産期医療は行わない、医工連携は県央基幹病院でやら

ない、県立病院の２次救急病院は廃止するという結果であります。長年、住民運動

と市町村長及び議会が力を合わせて、県央医療圏の発展、命と健康を守る医療への

期待に基づく県当局による住民との約束を一方的に放棄されてしまいました。こん

な理不尽なことがあってよいでしょうか。佐野町長は、平成28年、2016年に当時の

県当局が住民に約束した県央医療圏域計画への必要性の意思を今でもお持ちでしょ



- 116 -

うか。伺います。

２つ目に、住民に約束した県央医療圏充実計画を変更するに当たり、住民への直

接説明を全く行わず、県央基幹病院の大幅な内容変更、県立加茂病院を指定管理者

で民間に運営させ、新型コロナウイルス感染患者も受け付けない、救急車も受け付

けない、インフルエンザ患者も受け付けない、風邪の患者も受け付けない、やるの

は終末期医療と慢性期医療のみであります。住民への直接説明を一回もやらず、一

方的なインターネットでの説明で県央医療圏域の医療を大幅に改編することは、主

権者が住民であることの認識が現在の県当局にはないと言わざるを得ませんが、佐

野町長の政治姿勢を伺います。

花角知事は、今回行われた知事選挙で、医療の改編について住民に信を問うこと

は行っておらず、羅列的に政策を述べるだけだったのであります。資料ナンバー２

を御覧ください。そして、資料ナンバー３を御覧ください。全体として羅列だけで

あり、力点が明確になっておりません。県知事選挙の花角知事の政策からして、県

央医療圏域の医療縮小が住民に認められたとは言い難いと思いますが、町長の姿勢

を伺います。

県立加茂病院の施設は、災害時に被災住民への対応ができるように、外来と１階

の講堂に酸素吸入ができる設備を備えた病院であり、災害時でも活用でき、手術室

も整備されている病院なのであります。災害で地域住民を救う施設は、地元住民の

要請に基づいて設置された、まさに住民との協議、合意によって建設された２次緊

急病院の設備なのであります。県民の財産を正しく使わず、終末期医療と慢性期医

療の機能にしか使わない病院は、住民をないがしろにした政策と言わざるを得ませ

ん。今後の県立病院と県央基幹病院のあるべき姿の展望であります。確かに今の県

知事はそのように変えました。しかし、指定管理制度というのは、施設は新潟県の

所有であり、運営は民間の医療法人です。すなわち県立加茂病院ということは変わ

らないのです。ですから、指定管理を解除し、建設計画時の県立病院として２次救

急病院として機能させるということは、将来は可能ではないかと思われます。県央

基幹病院も同様で、救命救急センター併設を前提にした設計であり、病院建設の設

計そのものは変えていません。したがって、住民と平成28年に約束した医療内容に

戻すことは可能ではないでしょうか。大切なことは、諦めずに加茂市、三条市、燕

市、弥彦村の市町村長と議会と力を合わせ、住民と約束した平成28年の県央医療圏

、 。の発展計画を求め続けることが 住民の命と健康を守るために必要だと確信します

先ほど「議会と力を合わせ」と言いましたが 「議会と市町村長と力を合わせ」と、
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いうことで訂正させてください。佐野町長の所見を伺います。

令和元年11月８日、新潟県地域医療構想調整会議、第２回資料では、これは花角

知事になってからです。県央医療圏域から圏外への搬出が大幅に増えている実態を

把握していながら、健康医療圏の医療強化ではなく、縮小の結論を出しています。

これは、県央医療圏の医療充実とは真逆の方向ではないでしょうか。この中の16ペ

ージ目の基幹病院基本計画時からの状況変化を参考にしてください。こういう状況

は、元計画作成と基本的に変わっていません。だからこそ救命救急センター併設基

幹病院の設置と県立病院の有機的結びつきをつくり出したのであります。資料ナン

バー４を御覧いただきたいと思います。しかし、総務省は新型コロナウイルス感染

症の全国感染の状況を受けて、今年３月29日付けで総務省自治財政局長名で、公立

病院経営強化の推進についての通知を出しました。これまでのベッド削減や公立病

院の統合一辺倒から、新型コロナウイルス感染症を踏まえて方針を変えたものであ

ります。資料５の１と資料５の２を御覧になってください。総務省通知と国会での

議論を踏まえれば、明らかに公立病院の縮小や統合ではなく、強化を求めているの

が総務省であります。国が公立病院の強化を記載するのは、初めてのことなのだそ

うです。私たちが暮らす県央医療圏域の医療を強化することが必要であると総務省

の通知と国会議論でも明らかではないでしょうか。町長の所見を伺います。

最後に、子どもの医療費助成の前進を求めて町長の姿勢を伺います。2018年、平

成30年の町議会議員補欠選挙直後の議会一般質問で、私は０歳から18歳までの田上

町の医療費助成制度は、自己負担が入院１日1,200円、通院で４回まで、１回530円

の負担があることから、自己負担を入院及び通院をゼロ負担として完全無料化する

。 、 、ことを求めました このときの町長答弁は 900万円程度が毎年新たな負担となり

、 、今後町財政を考慮して検討したいとし 私の提案に対して拒否しているのではない

十分に検討させてほしいと答弁されました。それから４年後の令和４年４月１日の

県内市町村の子どもの医療費助成の現状は、全ての市町村が入院及び通院は０歳か

ら高校卒業までを対象として大幅に広がりました。一部負担金は、入院１日

1,200円、通院１日500円の４回分、この双方を負担させているのは県内30市町村中

13市町村で、10の町村では、田上町、弥彦村、刈羽村の３自治体だけが自己負担１

日1,200円、通院１日500円、４回限りでありますけれども、これしかなかったとい

。 、 、 、うことが分かりました 入院 通院の両方の全額助成を行い 無料にしているのは

魚沼市、阿賀町、出雲崎町、湯沢町と、町制施行の自治体では田上町だけが入院、

通院とも４年前と変わらないのであります。津南町では入院だけが無料となってい
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ます。田上町は、財政貧困自治体ではありません。コロナ禍や極端な円安の中で物

価が高騰し、さらに実質賃金は1997年と2016年の20年間では、何と89.7％と減少し

ています。資料ナンバー７の１と資料ナンバー７の２を御覧いただければよく分か

ると思います 1998年を100とすると 18年間で主要国は実質賃金が1.1倍から1.3倍。 、

に引き上げられているのに、日本は逆に89.7％で引き下がっています。佐野町長２

期目の所信表明演説に、若い世代がこれからも住み続けたいと思い、子どもたちを

守り育て、環境を築いてまいりますとあります。子育て支援、生活を守るという視

点からも支援が必要ではないでしょうか。とりわけ入院した際は、食事が全て自己

負担となっており、家計負担は極めて大きいのでありますから、ぜひとも積極的な

支援を強く求めるものであります。

（町長 佐野恒雄君登壇）

町長（佐野恒雄君） それでは、髙橋議員の質問にお答えいたします。

はじめに、ロシアのウクライナ侵略に抗議すると同時に、日本国憲法の遵守義務

についてお答えいたします。ロシアがウクライナに侵攻してから既に４か月以上が

経過するも、いまだに撤退の兆しも見えず、毎日大勢の貴い命が奪われている現状

を見るにつけ、胸が痛むとともに激しい憤りを覚えずにいられません。いたたまれ

ない思いで議会のお許しをいただき、３月の議会では抗議声明を発出させていただ

きました。しかしながら、こうしたロシアの暴挙に対して、本来ならば怒り続けな

ければならないはずなのに、長期化すればするほど、報道で戦争を眺めるだけの単

なる傍観者になってはいないだろうか、そんな自分に最近はっとすることもありま

した。亡くなったウクライナの市民にも、両軍の兵士たちにも、一人ひとりに人生

があり、大切な大切な日常があったはずです。それを思うと、一日も早い平穏な日

常生活を願わずにはおられません。

１点目の世界世論を団結し、戦争を終結させる最も大切な方法ではないかとのこ

とでありますが、このロシアの暴挙とも言える侵略は、明らかに国際法、国連憲章

に違反するものであり、いかなる理由をもっても許されるものではありません。ロ

シアは、一刻も早く無条件に即時撤退すべきであると思います。議員同様に私も世

界世論を団結させることが、この戦争を終結させる大切な方法であると思います。

２点目の憲法前文についてと、攻撃能力の保持や核兵器の共有、防衛費２倍化発

言についてであります。議員の質問を受けて、実に久しぶりに前文を読み返してみ

ました。日本国憲法前文は、日本国憲法の条文の前にある文章で、趣旨や基本原則

について記されているものであり、１番目においては、国家は国民の幸福のために
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のみ存在するという国民主権、２番目においては、個人として最も尊い存在である

とする基本的人権の尊重、３番目には、私たちが幸せになるための礎となる平和主

義、この３つをもって人類普遍の原理として日本国憲法の３本の柱を宣言しており

ます。そして、日本国民は国家の名誉にかけ、全力を挙げてこの崇高な理想と目的

を達成することを誓うと結んでおります。さらに、前文にはいかなる国家も自分の

ことばかり考えるのではなく、他国のことも考えなければなりませんとうたってい

ます。日本国民として世界に対してどう役割を果たしていくのか、これからの日本

としての進むべき道が述べられており、二度とあの悲惨な戦争を起こしてはならな

い。ましてや世界で唯一も核被爆国として、力の政治を唱えることが果たして世界

、 。 、平和の実現に結びつくのかどうか 疑問に感じるところです たとえ道は遠くても

国際社会と協調して全精力を傾注して取り組んでいくことが、日本国民としての進

むべき道なのではないかと思います。

次に、住民と約束した県央医療圏域の姿についてのご質問であります。１点目の

平成28年に当時の県当局が住民に約束した県央医療圏域計画の必要性についての私

、 、の思いについてでありますが 県央基幹病院につきましては県当局と県央市町村長

医療関係者が７年間にも及ぶ議論を重ねて策定された県央基幹病院整備基本計画を

尊重し、救命救急センターを併設した基幹病院として整備、運営を行っていただき

たいという気持ちに変わりはございません。このことにつきましては、一貫して申

し上げております。

２点目の住民への直接説明についての私の政治姿勢でありますが、過日加茂病院

の指定管理者の選定結果の報告に県病院局長が来町された際、公設公営を維持すべ

きと主張させていただいたことと併せ、新型コロナウイルス感染症の影響もあった

とは思いますが、地域住民である田上町民に対して、県として詳細な説明がなされ

ていないことなど、真摯な対応を求めたところであります。病院局長からは、県と

しても真摯に受け止め、地域住民の皆様方に理解していただけるよう努めていきた

いとの回答がありました。今後、県主催による説明会が開催されることと考えてお

ります。

３点目の今回の県知事選挙において、県央医療圏域の医療縮小が認められたかど

うかについてでありますが、花角知事のマニフェスト等は個別具体的な内容ではな

く、県全体を網羅した政策を述べていたものと考えております。そのことからすれ

ば、議員がおっしゃられていることも一理あると感じます。

４点目の住民と約束した平成28年の県央医療圏の発展計画を求め続けることにつ
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いての所見でありますが、県央基幹病院においては救命救急を併設した機能とする

ことを望んでおり、県立加茂病院は、地域の総合病院としての機能を充実させ２次

救急医療としての機能を存続させるという私の考えに変わりはありません。今後も

あらゆる機会を捉え、引き続き訴えてまいりたいと考えております。

５点目の県央医療圏域の医療を強化することについての所見でありますが、議員

添付の資料を読ませていただきました。今回のガイドラインで国として強化を求め

ているものは、病院間の役割分担と医師派遣等による連携強化に主眼を置いた機能

分化、連携強化の推進ということであり、これに対して必要な財政措置を講ずると

されております。そのようなことから、県央医療圏域におきましては県央基幹病院

を核として、県立加茂病院は地域の総合病院として、機能を充実させることが必要

ではないかと考えております。

最後に、子どもの医療費助成の前進を求めてとの質問にお答えいたします。４年

前に議員からご提案いただきました後から、県内の子ども医療費助成の状況は、議

員ご指摘のとおり、確かに変わってきました。具体的には、通院における自己負担

額を全額助成する市町村が１町から４市町に、入院における自己負担額を全額助成

する市町村が５市町から12市町村に増えました。入院、通院の双方とも従来の県単

医療費の一部負担金と同額のままとなっている市町村は、19市町村から13市町村へ

と減少しております。その間、町としてこの状況を捉えて十分な検討、ご提案がで

きなかったことは確かであります。このような県内の状況を踏まえた上で、田上町

での18歳以下の医療費の状況や今後の動向などを分析して、子どもの医療費助成に

おいてどのような支援が求められており、どのような支援が可能かについて、研究

してまいりたいと考えております。

以上でございます。

14番（髙橋秀昌君） 佐野町長は、日本国憲法について、その趣旨を明確に答弁されま

した。一政治家として、日本国憲法を遵守するという義務からすれば当然のことで

ありますが、昨今国政に関わる議員からはこれに反する発言が多い中で、しっかり

と地方自治体の長として日本国憲法の立場に立っていること、そしてそれは住民の

福祉を強化するという視点にほかなりません。こうした点では、高く評価するもの

であります。

次に、県央医療圏域の変更についてでありますが、町長は依然として基本計画に

沿った県央医療圏域の整備を主張されました。今県議会でどうも指定管理が決めら

れるという状況があります。しかし、大体政治家というとそうなるとしようがない
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と答えるのだが、佐野町長はそう言わなかった。基本的なものについてはきちっと

やるべきだと主張されたこと、これについては高く評価します。同時に、県病院局

、 、長が来町した際に公設公営を求めたこと 一度も直接住民に説明していないことを

事実上県に対して物を言った、批判をしたということ、この政治姿勢についても高

く評価したいと思います。ぜひともこの２つの方向について、今後も維持すること

を強く求めておきたいと思います。

３つ目に、子ども医療費の自己負担の解消の件でありますが、今回も検討課題と

いう答弁であり、残念であります。国が社会保障費を削減する中で、地方自治体が

住民を守るという立場から財政出動することは、極めて重要な課題だとぜひ認識を

していただきたいと思います。そこで、田上町が０歳児から18歳までの子どもたち

への医療費助成を、自己負担を除いた額でありますが、見ました。私が指摘したの

は平成30年でありますが、そのとき初めてなのでありますが、そのときは2,680万

円余りを町は財政負担しています そして 令和３年の決算見込みですが 2,647万。 、 、

円、ほぼ変わらないという状況であります。そのほかに審査支払委託料などがあり

ますが、この中で見ていくと財政支出状況はほとんど変わっていないわけでありま

すから、この点ではさらなる大きな負担になって、どうしようもないというふうに

見るべきではないのではないかということで、ぜひとも積極的に対応していただき

たいのが第１点。

第２点は、県が地方に対してどれだけ支援するかという点を見ました。驚いたこ

とにこの助成額に対する県の交付額というのは、30％そこそこなのです。審査支払

委託料も合わせると30％を切るという、県の交付額が。これ市町村が独自にやるも

のに対して県が支援するという立場からすると、少なくとも総額の50％は支援する

ということが、県として必要ではないかと私は思うのです。そうでなくても市町村

は揺り籠から墓場までという大変な財政支出が伴うわけでありますから、ぜひ町長

として、これ見たら30％はひどいでしょうと。少なくても結果として半額、計算式

はどうでもいいけれども、実質上半額が町に交付されると、そのことによって町は

安心して住民に自己負担なしで18歳まで支援できる、医療費負担ゼロにすることが

できるという制度として確立させる必要があるのではないか。そのことは、現在の

社会情勢の下で一層求められているということを指摘しておきたいと思いますが、

この点についての町長の意思をお伝えいただきたいと思います。

町長（佐野恒雄君） 議員ご指摘のとおりだと思います。本当に重要性というのは十分

認識をしておりますが、先ほど答弁をいたしたことと同じことになるかもしれませ
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んけれども、現在の状況、それから今後の動向等を分析した中で、どのような支援

が求められているか、またどのような支援が可能なのかどうか、それらについて十

分研究をしてまいりたいと思っております。

あわせまして、計算式は確かにどうであれ、そうした県の交付金が30％というの

はあまりにも低い状況だろうと思います。それを議員おっしゃられるように少なく

とも50％まで上げてもらうような、そういう形でまた町村会を通じて訴えていきた

いなと思っております。よろしくお願いいたします。

14番（髙橋秀昌君） ぜひその姿勢で頑張っていただきたい。もちろん田上町長が言っ

たから県はうんと言うわけではありませんので、全県の市町村長会議等でしっかり

と要請をしていただきたいと思います。

そこで、一つのポイントなのですが、私これ見て驚いたのは、全県の市町村は全

て18歳 つまり高校を卒業するまで支援しているのです ところが 県の交付は12歳、 。 、

までを対象にしてしまっているのです。だから、大きな差異が出るのが普通なので

す。しかも、交付する方法については、担当係長に聞いてもなかなか私自身が理解

できないような交付の仕組みをつくっています。だから、交付の仕方はどうでもい

いけれども、これを12歳から18歳に引き上げ、実質的に少なくとも50％支援してほ

しいというスタンスをしっかり取ることが必要だと思いますので、ぜひこのスタン

スで頑張っていただきたいということを求めて、質問を終わります。答弁お願いし

ます。

町長（佐野恒雄君） 本当に議員ご指摘のとおりでありますので、しっかりと町村会等

を通じて訴えてまいりたいと思っております。よろしくお願いいたします。

議長（小嶋謙一君） 髙橋議員の一般質問を終わります。

次に、10番、熊倉議員の発言を許します。

（10番 熊倉正治君登壇）

10番（熊倉正治君） それでは、一般質問させていただきます。

まず、佐野町長におかれましては、２期目の当選ということで改めてお祝いを申

し上げたいと思います。おめでとうございました。

それと、安倍前総理が参議院選挙の期間中に凶弾に倒れたということで、あって

はならない、許してはならない暴挙であったと思いますが、お悔やみを申し上げた

いと思います。

今日は７月13日ということで、7.13大水害の日でありました。2004年、平成16年

だったと思います。町においても被害はあったとは思いますが、特に三条市、五十
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嵐川の氾濫、それと合併して長岡市になりましたが、同じ南蒲でありました中之島

町、刈谷田川の氾濫ということで大変な被害が出て、町職員も支援に出向いたとい

うことを記憶しております。その中では、三条市で９人、中之島町で３人、そのほ

か合わせて15名が亡くなったということで、大変な水害であったかと思います。た

またま今年は梅雨が早く明けたということでありますが、どうもここ１日２日、雨

模様でありますが、ぜひ町においては災害、水害が起こらないように万全の体制を

取ってほしいなというふうに思っております。

それでは、一般質問させていただきます。まず、所信表明に関連してであります

、 、 、が 所信表明で感じたことは 大変すがすがしくて簡潔明瞭な所信表明であったと

佐野町長の性格が表れたかなというふうに私は受け取っております。また、第６次

総合計画のスタートの年でもありましたので、この所信表明の中で総合計画に触れ

ないことはあり得ないというふうに思っておりましたので、この点では当然だろう

なというふうに受け止めています。総合計画そのものは、議会でも相当な議論をし

た中で３月議会で可決をしたわけでありますので、この内容そのものは着実に実施

をしていただければということで、特に私は申し上げることはありませんが、後段

のほうで少し気になるようなことがありましたので、その点を少しお聞きをしたい

というふうには思います。新型コロナウイルス対策では、アフターコロナの社会が

見通せない中での生活支援が地域経済の支援では、国からの金額の不足が生じる場

合、町からの財政出動も視野に入れると申されていますので、今後、新たな対策を

しっかり検討していただきたいというふうにも思っております。それと、さらにそ

の後段のほうでは、同僚議員からもいろいろ同じような質問も出ておりますが、経

年劣化した公共施設や中学校のプールについて、今年度中に何とか今後の方針等、

考え方についてしっかりお示しをしたい。さらに、ガバナンスの欠如とその構築に

努めるよう苦言をいただいてきたが、それは町政に当たっての大きな課題の一つで

あると認識している。それと、明るい職場づくり、風通しのよい職場づくりへの協

力を呼びかける一方、職員一人ひとりに直接向かい合って語りかけてきた。執行内

部の幹部会議でも、これまでの意思決定方法の在り方や進め方を反省し、ちゅうち

ょなくその機会を設け、十分の時間をかけ、丁寧に議論することを心がけてきた。

各課長からは、忌憚のない様々な助言や批判や提言などが出てくるようになったと

感じている。気になる点を何点か申し上げましたが、ぜひとも、これらの課題の実

現や解決に向けて、改めて決意のほどをお伺いをしたいと思います。

また、特に明るい職場、風通しのよい職場づくりに関しては、昨年の９月定例会
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で、職員の人財、私はあえて財産の財を使いますが、人財確保の観点から質問いた

しましたが、今年に入ってからも若手、中堅と言われる職員が３月末で２人、４年

度の５月に入ってから１人と、相次いで退職があったと聞いています。退職の理由

はそれぞれあろうかと思いますが、何といっても職員は町行政の将来を担う人財と

して考えれば、大変残念なことであります。職場環境や人間関係に問題はなかった

のか、お尋ねをいたします。

それと、２点目でありますが、公共下水道事業、特に汚水の関係について、質問

させていただきたいと思います。今年度から始まる第６次総合計画前期計画の中で

は、下水道事業の位置づけは、第１章の中で 「誰もが安心して暮らせるまち」の、

、 、中の第２節 環境にやさしいまちづくりの推進で排水処理の充実がうたわれており

基本方針では「汚水処理未整備区域内においては、当面の間、合併処理浄化槽の設

置を推進します」とされ、現在の課題では「公共下水道については、今後も計画の

見直しや検討を行い、必要に応じた法手続き等を行う必要があります」とされてい

ます。施策の展開の中では、想定される実施事業は、下水道、集落排水事業経営の

健全化、下水道未接続者への普及促進、田上処理分区の改築更新、田上中央処理区

の浸水対策とされています。施策の成果指標では、目指す数値として、下水道、集

排の営業収支比率112.25％を100％に、普及促進の未接続世帯94戸を76戸に、浸水

対策では、新川排水区の雨水調整池１基の整備となっています。また、今年度予算

には下水道全体計画の見直しも予定されていると思います。

そこで、下水道事業のこれまでの経過を少し私なりに調べてみましたので、振り

返ってみたいと思います。現在稼働している処理区は、特定環境保全公共下水道事

業、俗に言う特環でありますが、田上処理区として昭和52年度に計画し、面積が

99.4ヘクタール、処理場の供用開始は昭和63年３月よりとなっています。現在稼働

しております。この特環区域は、平成７年、平成８年、平成10年と、町においては

、 、度重なる水害が田上駅周辺で発生をしたことから 平成10年度から平成14年度まで

下水道の雨水対策として、約13億5,000万円ほどで横山川の改修整備も実施されて

います。そのほか、中店嶋、湯川興野地区は、別の処理区として平成14年度に計画

し、面積が1.5ヘクタール、平成17年３月に供用開始され、これは県の信濃川下流

流域下水道新津処理区に組み込まれています。また、川通り地区では、農村総合整

備モデル事業で横場処理区として平成２年度に計画し、面積47ヘクタール、平成７

年７月、処理場は供用開始されています。また、集落排水事業として、保明処理区

では平成７年度に計画をし、面積46ヘクタール、平成11年11月に処理場は供用開始
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されています。現在計画されている中央公共下水道計画は、平成７年度に基本計画

が策定され、平成11年度に都市計画法、下水道法の事業認可を受けて、議会におい

ても、特環下水道のときもそうでありましたが、下水道事業調査特別委員会が設置

、 。 、 、され 調査研究が進められておりました しかし この計画は当時の説明によれば

平成12年７月15日からの大雨により、田上駅や山田川、才歩川沿線で大きな被害が

発生。その災害復旧経費や交付税、税収の落ち込みもあり、より一層財政状況が厳

しいものになるとして、平成13年６月に公共下水道事業の汚水事業については、当

分の間休止する方針が打ち出されて、現在に至っています。その後、平成の大合併

と言われる市町村合併が進められ、町も県央地域における合併協議会に参加をして

議論が進められましたが、平成15年11月に合併協議会から離脱することになり、平

成16年度からは単独のまちづくりが進められ、財政健全化のため様々な対策が打ち

出され、下水道事業においては供用開始後初めての使用料金の値上げということが

行われましたが、事業自体はさらに遅れることとなりました。財政健全化は、平成

21年度まで継続をされましたので、下水道事業はその間維持管理業務が主ではあり

ましたが、特環の終末処理場長寿命化計画に沿って、機械設備等の改築更新工事が

現在も行われていると思いますが、また公共下水道区域では、雨水対策として下吉

田川の雨水対策工事が進められており、今後は新川の雨水対策が計画されている状

況であろうと思います。

今まで述べたことは、汚水及び雨水の整備計画や、汚水事業の休止に至った経過

であります。では、汚水の整備計画について、議会にはこれまでどのような説明が

なされてきたのか振り返ってみたいと思います。平成13年度の事業の休止以降、平

成17年度に事業計画変更認可申請が行われ、平成23年３月24日には下水道コスト縮

減検討業務委託の報告が行われています。この検討業務は、当初の下水道全体計画

が、人口増加が続いて計画汚水量も増加する想定で策定されており、下水道施設規

模を決定する主な要因、人口でありますとか上水道の給水量とか観光人口とかいろ

いろありますが、減少傾向にあることを十分考慮した計画に見直す作業が行われた

と。比較検討の５つの案が示されて、そこの表に示していますが、この時点ではど

の案が妥当というような結論ではなくて、現状に合った見直しを行わなければなら

ないというような認識で議会は一致していたのではないかというふうに思います。

その比較検討の内容ですが、これはもう既に終わったことですから、あまり細かく

、 。は申し上げませんが 第１案は現計画のまま事業を進めるということでありました

第２案は田上処理区の終末処理場の現計画処理能力に見合うよう田上中央処理区か
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ら切り離す、これは才歩川以南の地区、坂田までが全て入っているわけであります

が、当初の計画はこれを全部中央処理区で処理をするという計画であったと思いま

すが、その処理場を小さくして、経費を減らしたいというものもあって、本田上か

ら原ケ崎、下吉田、羽生田の大部分の辺りまでの汚水は現在の山田の処理場に持っ

ていくと。したがって、中央処理区を小さくするというような計画であったようで

あります。３案のほうは、未整備の田上中央処理区を事業変更して、合併浄化槽で

整備をすると、もう下水道やらないよという計画。それと、４案は未整備の田上中

央処理区の中央浄化センターに全ての処理区の汚水を集めて処理をすると。保明、

横場、山田の処理をしているものを全部中央処理区に持ってくるという、処理場は

１個にするという計画であったと思います。そのほか５案は中店嶋、湯川の興野地

区が県営の新津処理区に入っておりますが、そこへ町の汚水を全部持っていくと、

こういった５つの案が示されましたが、先ほど申し上げましたように、どの方法が

いいという結論めいたものではなくて、見直しするならこういう方法もあるよとい

う計画であったと思います。

それと、平成25年度には再度全体計画の見直しが行われ、平成26年11月26日の全

員協議会では、この見直した計画について説明がありました。主に比較検討された

内容は、そこの表２のような内容でございました。この中では、基本計画では、管

渠の工事費185億5,000万円、終末処理場の工事費が54億4,160万円、合わせて240億

円という計画だったようでございます。それと、コスト縮減検討、平成22年度に行

った中央浄化センターで４処理区全ての汚水を集めて処理をするという方法になる

と、管渠の工事費が104億6,850万円、終末処理場の工事費が46億6,000万円、合わ

せて151億2,850万円というような数字になっておりました。全体計画見直しでは、

終末処理場で４処理区全ての汚水を集めて処理をすると。今この方向に行っている

のだろうと思いますが、このときの管渠工事費が86億6,300万円、処理場の工事費

が14億7,800万円、合わせて101億4,100万円というような数字になっていたようで

あります。このときの質疑では、特にどの方式で汚水処理を進めるかといった踏み

込んだ議論ではなくて、見直した計画の説明のみで、雨水対策を先行していたとい

うことで、下吉田川や新川を先行して行い、終了後に汚水対策を行いたいという説

明があったと思います。その後、平成27年11月16日の全員協議会では、４月に議員

の改選がありましたので、改めて今私が申し上げた金額的なものも含めた説明が再

度行われたということであります。その後、平成29年６月20日の全員協議会では、

１月の雨水対策、下吉田川と新川の基本方針を見直した説明を受けて、下水道事業
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の汚水、雨水の今までの経過を含めた全体計画の説明がありました。事業計画の変

更が必要となるため、経費の補正を平成29年９月議会でお願いしたいというような

説明もありました。この中では、汚水事業は平成35年度頃に再開したいとの説明で

ありました。そして、平成29年９月12日には、補正の９月議会の総務産経常任委員

会付託案件審査で、事業計画変更の委託料補正の中で、計画変更の汚水事業では新

たな処理場は建設せず、稼働中の田上終末処理場へ全て接続して処理をしていく計

画となること、そのため横場地区に計画していた公共下水道の処理場用地は、計画

変更認可後に農振除外を元に戻す必要もあるというような説明もされております。

この辺は今まで、特に下水道の汚水の議会での説明と経過であったと思います。

さらに、これ最後、蛇足でございますが、町民課のほうで合併槽の整備計画の中

で、生活排水処理計画、これは令和２年12月に策定をされておりますが、世帯数が

出ていないので、人口だけで言ってイメージが湧かないとは思いますが、令和元年

度の計画処理区域内人口、町全体の人口１万1,490人に対して、水洗化・生活雑排

水処理人口、１番のコミュニティ・プラントはありませんから、合併処理浄化槽と

公共下水道と農業集落排水施設を合わせると6,451人、全体の人口の56.1％が水洗

化、生活排水処理をされているという結果だなと思います。下水道のほうのものと

少し数字は違うようでありますが、こんな感じになっております。３番目の水洗化

・生活雑水未処理人口、単独浄化槽です。これが4,330人、37.7％ということだそ

うです それと 非水洗化人口 これは俗に言う汲取り 709人ということで 6.1％。 、 、 、 、

だそうです。

以上のことから、下水道事業の汚水計画については、現状では雨水対策、今後は

新川ということになるのでしょうが、事業完了後に再開となっており、その時期は

平成35年、令和５年頃となっています。汚水処理は、４地区全てを現在の田上終末

処理場に集める考えとなっていると思いますが、果たしてこの方針でよいのか。さ

らには、予算審査のときに、池井委員でしたでしょうか、県内汚水処理人口普及率

ワースト２、これの脱却のためにも汚水処理の根本的な方針を打ち出す時期に来て

いるのではないかと考えますが、町長のお考えをお尋ねをいたします。

以上で１回目の質問を終わります。

（町長 佐野恒雄君登壇）

町長（佐野恒雄君） それでは、熊倉議員の質問にお答えいたします。

はじめに、所信表明に関連して気になるということで幾つかの課題の実現や解決

に向けての決意についてお尋ねであります。所信表明の中でも申し上げましたが、
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私が担わせていただく２期目は、第６次田上町総合計画の実現を目指す４年間であ

ります。町の将来像 「誰もがずっと住み続けたいまち」の実現に向け、計画の中、

でも特に重点的に取り組んでいく施策としてまとめた４つの重点プロジェクトにつ

いて、私のみならず職員一丸となってしっかりと取り組んでまいります。

新型コロナウイルス対策につきましては、国や県の動向、情報を注視しながら、

引き続き感染状況に対応した生活支援、経済対策等につきまして、議会からもご理

解とご協力をいただきながら、しっかりと取り組んでまいります。経年劣化した公

共施設等につきましては、公共施設等総合管理計画に基づいて可能な限り修繕し、

維持していく方針でありますが、施設の経年劣化や緊急度を見ながら適切に対応し

てまいります。

田上中学校プールにつきましては、所信表明で申し上げたとおり、今後の方針を

なるべく早めにお示ししたいと考えております。

ガバナンスの構築、明るい職場づくり、風通しのよい職場については、ガバナン

スの構築は自治体にとって組織力の強化が最も重要な課題の一つであり、組織力を

高めるにはコミュニケーションとチームワークが重要であります。これまでも職員

と懇談の機会を設け、コミュニケーションを図るとともに、執行内部での意思決定

に当たり、十分な時間をかけ、丁寧に議論することで価値観や考え方を共有し、チ

ームワークを高めるよう努めてまいりました。今後も私自身が先頭に立ち、議員が

不安にならないよう、しっかりと取り組んでまいります。

ところで、今年に入ってから町の将来を担う若手、中堅職員が希望退職する事例

、 、 。がありましたが これからの活躍を期待していただけに 非常に残念でなりません

退職理由につきましては、それぞれの事情によるものでありましたけれども、職場

環境や人間関係が影響している面もあったかと思います。私自身、令和２年度より

定期的に全職員と懇談する場を設け、職員の声を直接聞くとともに、職員自身から

も風通しのよい職場、明るい職場づくりを心がけるよう呼びかけてまいりました。

また、管理職に対しては、人事評価による個人面談などの場だけでなく、常日頃か

ら課員、係員の体調を把握し、心身不調の早期発見や予防に努めるように指示をい

たしております。今後も引き続き風通しのよい職場になるよう、しっかりと取り組

んでまいります。

、 、 、 、次に 公共下水道事業 汚水の今後についてでありますが 議員ご指摘のとおり

町の汚水整備につきましては、平成13年６月に事業を休止してから21年が経過して

おり、現在は町民の安全・安心を最優先とした雨水対策事業を実施いたしておりま
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す。また、令和２年度に田上終末処理場の長寿命化計画に基づく改築更新は完了い

たしましたが、当時更新対象とならなかった施設設備については、今後ストックマ

ネジメント計画に基づく改築更新を進めていく予定であります。本来であれば、計

画のとおり汚水整備を進める予定でありましたけれども、さきに申し上げた雨水対

策と下水道供用開始から34年が経過した施設の老朽化に伴う改築更新などに多額の

事業費がかかるため、現在も汚水整備の再開とはなっておりません。なお、将来的

に田上処理分区（特環 、田上中央処理分区（公共 、横場地区（集排 、保明地区） ） ）

（集排）を田上終末処理場へ集める方針については、平成25年度の汚水全体計画見

直しから変わっておりません。現段階における今後の方針につきましては、国が示

している汚水処理施設整備の方針を踏まえ、町の汚水処理整備構想の見直しを令和

８年度末までに実施する予定でおります。町の公共水域を守ることは、非常に大事

なことであります。処理方法については、財政状況も考慮した中で、来年度以降に

汚水整備に係る住民意向調査を行い、その結果を踏まえ、議会とも十分な意見交換

を行う中で、町の汚水処理整備構想を見直してまいりたいと考えております。

以上でございます。

10番（熊倉正治君） それでは、２回目の質問をさせていただきたいと思います。

所信表明の中の総合計画に関連した部分を、先ほども申し上げましたが、私は着

実に実行していけばいいかなというふうに思いますので、特にありません。後段の

職員の関係で、職場環境や人間関係に問題があったのではないかと。私もいろいろ

はっきり申し上げて相談受けますが、ありました。それ間違いありません。ただ、

私申し上げることは、どうしても職員というのは町行政の推進役、町長が幾らいい

こと言ったって、職員が動かなければ行政は動かないわけでありますから、要する

にエンジンです。若いからいいとか、年取ったから駄目だとかという言い方はしま

せんが、特に40代、50代とか、30代もそうでしょうか、中堅と言われる方が退職さ

れているというのは私は心配です。そういう意味で、町長、職員それぞれと懇談も

していたという話でございましたが、毎度毎度やれとは申しませんが、それも大事

かとは思いますが、最近あんまり職員組合の話が聞こえてこないのでありますが、

そういった職場の風通しであるとか、職場環境であるとかというようなもの、多分

要求、要望は毎年しているのでしょうが、そういった部分でも話というか、話合い

というかがなされているのかどうか。なされていないとすれば、ぜひ職員と１対１

の町長のお話も大事かとは思いますが、せっかくある組織でありますから、職員組

合との十分な話合いも必要ではないかなというふうに私は思いますが、どのように
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お考えでしょうか。

それと、下水道の関係でありますが、見直しは汚水が終わってからという一貫し

た考えは変わらないのだろうと思いますが、私もそう思います。来年からどうする

なんていう結論を出せる状況ではないとは思いますが、ただ、下水道、集排もそう

ですが、供用開始をされている地区とそうでない地区、要は才歩川以南の地区、町

で一番人口の多い地区になるわけですから、そことの汚水処理のバランスというの

が私はどうなのかなというふうに、今までずっと考えていました。ただ、今もう単

独槽はありませんから、設置をするとすれば合併槽になるわけですから、それも補

助はありますけれども、その補助だけでいいのかどうか。その辺のバランスを考え

た場合に非常に私は今後問題になってくるのかなと。それが今後、では汚水処理こ

うするのだよといったときにバランスが、今でも私は崩れていると思いますけれど

も、そういったあたりがどうなるのかなというあたり、それも十分考えていただき

たいと、議会も考えなければならないものだろうというふうに思いますので、その

辺をもう一度お考えをお聞きをしたいというふうに思います。

町長（佐野恒雄君） 熊倉議員からは、ご心配、危惧をされている点２つについてご質

問いただきました。

まず、今回本当に優秀な中堅職員が辞めていかれた、熊倉議員がいつもおっしゃ

っておられる人財、本当に優秀な人財を失うということは町にとって大変大きな損

失であるなということで、本当に残念でならなかったわけであります。常に私は職

場の環境、それこそ明るい職場、風通しのいい職場、これを常に職員には訴えてお

ります。先ほど組合のお話もございました。これは、もちろん年１回、組合との話

合い、協議は毎年持っておりますし、そのときにもそうした話題といいますか、議

題についてもお話をする機会もあります。それで、先ほども申し上げるのでありま

すけれども、そうした職場環境、これがいかに大事かということは、私自身も本当

に重々承知をしておるつもりですし、毎年人事異動がございます。特に人事異動の

中で新入職員ももちろんそうなのですけれども、中堅職員の人事異動、自分がそれ

まで担当していた仕事から別の課に配属になることによって、非常に大きなプレッ

シャーがあると思います。その辺を人事異動があったときには、特に各担当課長に

は個人評価の面談ということだけではなく、常に目を向けてほしいというお願いと

いいますか、お話をさせてもらっております。新入職員に対してもそうした配慮と

いうのは当然大事なことでもありますし、仕事はきつくても明るい職場であるべき

であるということで、では明るい職場ってどうなのだという話になったとき、私は
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まずは基本は挨拶なのだろうと。たかが挨拶、されど挨拶というように、基本的な

挨拶というのは、本当に大事なことなのだということを庁議の中でもお話をさせて

もらって、またそうした人事異動で異動する職員に対する細かな配慮、そうしたも

のについては十分目を向けてほしいなということで、話はさせてもらっておるつも

りであります。本当に熊倉議員にも、その辺のところについてご心配をかけており

ましたけれども、そうしたことについては今後とも注視をしていきたいなと思って

おります。

それから、汚水処理の問題であります。確かに才歩以南は未整備になっておる中

で、整備地域と未整備地域とのアンバランス、これは本当に一番それこそ気になる

ところであります。そういう点、これからも大きな課題でもあろうかなと思います

が、その辺は十分研究していきたいなと思っておりますので、よろしくご理解のほ

どお願い申し上げます。

10番（熊倉正治君） ３回目、最後でございますが、職員の関係はそういうことで、ぜ

ひ目配り、気配りをしてほしいなというふうに思います。

それと、下水道の関係でありますが、国交省、県のホームページずっと見て勉強

したのですが、新潟県が出している新潟県汚水処理施設整備構想が平成31年１月に

。 、 、ホームページに載っておりました この中に 相当ボリュームがあるものですから

私抜き書きしかしてきませんでしたが、要するに汚水処理の取り組みなんていう項

目の中で、集合から個別処理計画へと見直した個別処理の普及促進というようなこ

とで、人口密集地域から人口密度の低い地域での普及促進が中心となっていく中、

うちはこの文言は当てはまらないかなと思うのですが、経済性や地域ニーズを考慮

し、汚水処理施設の整備手法を集合処理から個別処理に見直します。個別処理での

整備には、浄化槽市町村整備推進事業や浄化槽設置整備事業など、これは制度の名

称それぞれあるのでしょうが、要するに合併浄化槽の制度を利用して、合併処理浄

化槽の普及に努めますというような文言も入っていますから、どうしても管渠整備

と処理場を整備して汚水を処理していくのだという方針ではないはずですし、国も

国交省と環境省、農水省は集排、この３省で協議会のようなものつくって検討をし

ているわけですから、別にどうしても管渠整備にこだわって処理場をつくってとい

うような整備は私は必要ないのだろうというふうに思います。ただ、整備計画があ

、 、 、りますから その辺はどういう手続になるのか 問題も起こるのかなと思いますが

新潟市だってもう合併槽を推進をしているという話にもなっていますから、さっき

も申し上げましたが、特環の処理場で全部集めて処理はできるとは言いながらも、
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管渠の工事も含めて100億円もかかる概算となっているわけですから、50％補助は

あるにしても50億円近い持ち出しも出てくるわけですから、検討するに当たっては

合併浄化槽に変えていくというものも、私は選択肢の一つだろうというふうに思っ

ておりますので、それも含めて検討してほしいなというふうに思います。答弁は必

要ございません。

以上でございます。

議長（小嶋謙一君） 熊倉議員の一般質問を終わります。

お昼のため休憩いたします。

午前１１時４９分 休 憩

午後 １時１５分 再 開

議長（小嶋謙一君） 休憩前に引き続き会議を開きます。

次に、７番、中野議員の発言を許します。

（７番 中野和美君登壇）

７番（中野和美君） ７番、中野でございます。一般質問をさせていただきます。

一般質問を始める前に、佐野町長におかれましては２期目の当選おめでとうござ

います。お祝いを申し上げます。さらなる今後のご活躍を期待しております。

田上町内の学校におけるバリアフリーについて。2021年４月に施行された改正バ

リアフリー法、この法律で初めて公立小学校のバリアフリーが義務化されることに

なりました。それまでは、障がいのある子は施設が整備された特別支援学校で学ぶ

のが前提という文部科学省の考えがありました。2014年に日本が批准した障害者権

利条約の中には、インクルーシブ教育、障がいのある子もない子も一緒に学ぶとい

う概念があります。2016年の障害者差別解消法が施行、2021年５月改正法が成立さ

れました。障がい者が社会的不利を受けるのは社会の問題であって、その障壁を取

。 、り除くのは社会の責務だと考えられています 階段や段差で車椅子が動けないのは

本人の責任ではなく、それをつくり出した社会の責任なので、その障壁、バリアは

取り除かなければならないということになります。幼少期から障がいのある子とな

い子が一緒に過ごせる学校になれば、共生社会とか多様性を認め合うといった言葉

、 。を使わなくても 人を人として尊重し合える未来をつくれるのではないでしょうか

、 、文部科学省は バリアフリー化を緊急かつ集中的に整備を行っていくとのことで

改修における国の補助をこれまでの３分の１から２分の１に引き上げるとなりまし

た。現在町内の学校では、車椅子を使わないまでも歩行に支障がある生徒は存在し
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ています。ましてや町内の３校はともに避難所に指定されており、避難所として利

用する際にはバリアフリーは欠かせない要素であります。現在の子どもたちはもち

ろん、これから学校に入学する子どもたち、ましてや車椅子が必要な先生も教鞭を

執るかもしれません。新大工学部では、首から下が事故で不自由になってしまった

先生も授業を持たれていました 「あなたの願いがまちをつくり、あなたの想いが。

まちを変える」というまちづくりの理念の下、町民が参画するまちづくりの一つと

してバリアフリーは必要であると考えます。田上町内の学校におけるバリアフリー

の現状と今後の町のバリアフリー化の予定をお聞かせください。

２つ目の質問に参ります。加茂病院と病児保育の今後について。県立加茂病院及

び県立吉田病院指定管理者審査委員会の審査結果報告を受け、県立加茂病院が民間

に指定管理されることになりました。県立として運営されることを期待していまし

たので、知事選から間もない発表でもあり、大変遺憾に堪えないものでした。報告

書には、審査委員会は県立加茂病院の管理運営をよりよいものとしていけるよう、

指定管理者候補に対して以下のとおり附帯意見を申し添えました。１、指定管理者

候補は、県立加茂病院が地域密着型病院として地域包括ケアシステムにおける医療

の中心的役割が求められていることを踏まえ、地域の医療機関との連携の下、訪問

診療、訪問看護といった地域における在宅医療の充実に関わるなど、高齢者を地域

で支える仕組みづくりへの貢献に努めること。２、指定管理者候補は、募集要項で

示された緩和ケア病床の維持などの医療機能の提供について、地域医療構想調整会

議で合意された事項であることに十分留意し、県と協議しながら、求められる役割

を的確に果たすこととあります。緩和ケア病棟は、これからの医療に必要なもので

あるとも捉えています。加茂市・田上町消防衛生保育組合では、加茂病院に病児保

育園を併設しています。病児保育園の対応に変更は生じるのでしょうか。また、民

間に指定管理されたことにより改善される可能性は考えられるのでしょうか。審査

委員会の評価の視点の中には、病児保育園の具体的な記述はありませんでした。町

長も加茂病院は県立で運営されることを期待されていらっしゃいましたが、病児保

育園の今後について、県病院局からの報告も踏まえ、どのような方向に進むことに

なるのか伺います。

１回目の質問を終わります。

（町長 佐野恒雄君登壇）

町長（佐野恒雄君） それでは、私のほうから中野議員の加茂病院と病児保育の今後と

いうことについての質問にお答えいたします。
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県立加茂病院の指定管理者が決定したということについて、病児保育園に何か変

更があるのかとのご質問だと受け止めておりますけれども、結論を申しますと、現

段階では病児保育の対応に変更が生じることはないと考えております。県立加茂病

院には、他の小児科医院同様に、緊急時の体制整備として協力医療機関をお願いを

いたしております。今後、県立病院から指定管理者に運営が引き継がれた際にも、

これまで同様に協力医療機関をお願いしたいというふうに考えております。

以上でございます。

（教育長 安中長市君登壇）

教育長（安中長市君） 中野議員の田上町内の学校におけるバリアフリーについての質

問にお答えします。

田上町立小中学校は、昭和50年代に建築されております。建築当時は、障がいの

あるお子さんは施設が整備された特別支援学校で学ぶという考え方があり、町内学

校においてもバリアフリーを意識したものではありませんでした。時代の流れとと

もに、高齢化や障がい者など、あらゆる人たちが社会活動に参加し、自己実現でき

るよう、法制定や法改正が行われ、公立学校施設においてもバリアフリー法の改正

により、令和３年４月１日から特定建築物として位置づけされ、新築、増築、改築

を行う際には、建築物移動等円滑基準による整備が義務づけされました。改正前の

バリアフリー法では、特別支援学校のみが適合義務とされており、公立小中学校等

は努力義務となっていました。町立学校にも肢体不自由学級があり、在籍する児童

生徒につきましては、現在担当教諭のほかに支援員を配置し、歩行時や階段の上り

下りには人的支援による見守りを行っております。竹の友幼児園におきましては、

今のところ歩行時の介助が必要な園児は在籍していないため、早急に整備が必要と

なる状況ではありませんが、学校の新築や増改築の際には、法改正に従い、バリア

フリー化を図っていかなければなりません。整備には多額の費用が必要とされるこ

とから、今後研究してまいりたいと思っております。

７番（中野和美君） あまりにも県からの説明がなさ過ぎて、とても不安になったもの

ですから、まず第１番目に質問をさせていただきました。病児保育園、せっかくつ

くったのに今まで以上に不便になってしまうようでは、大変困ったものだなと思っ

ていました。今日の三條新聞にも載っていたのですけれども、この三條新聞の一面

のところで、県央基幹病院のことや吉田病院、加茂病院のことにも触れていて、県

央基幹病院開院後に医療調整会議で合意された役割を適切に果たせるよう、指定管

理者との協議を進めることにしているとなっていますので、県もこれからなのだろ
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うなと私も感じております。ただ、あまりにも説明がなさ過ぎて、私だけでしょう

か、こんなに不安なのは。そうではないと思うのです。近隣住民、皆不安になって

いるのではないかとも感じています。町長は、これまでと同様協力を願ってくださ

るとしても、今後、加茂病院からそのようなことが引き継がないと言われかねない

というのを私は心配しています。そんなことはないと願いたいのですけれども、そ

の可能性がないわけではないのではないかなと思っています。そんな心配は大丈夫

でしょうか。絶対断言はできないと思うのです。これからも私たち議員、もしくは

周辺住民として、住民の命と健康を守る大事なところだと思いますので、注視して

いきたいと思っています。町長もその辺をよろしくお願いしたいと思います。

、 。バリアフリーのほうなのですけれども 今は人的支援による見守りをしています

介助での見守りというのは、万が一その子が転んでしまったり、けがをしてしまっ

た場合、相当心に、介助しているほうにも負担がかかります。これってすごくリス

クが高いことなのです。普通の介護士もそうですけれども、介護している利用者が

転んでしまっただけでも、大変な始末書を作らなければいけないというぐらいの。

、 、 、きっと学校もけがした場合 届出をする必要があると思うので 大変大きなリスク

介助員の方にリスクがかかってくることでもありますので、見守りということで本

人に、その介助員の方に責任を負わせるようなことだけはないようにお願いしたい

と思います。

それから、竹の友幼児園においては、今のところ歩行時の介助が必要ない園児は

在籍していない、しばらく安全なのだよということをおっしゃっていましたけれど

も、障がいというのはいつ誰がどこでなるか分からないのです。もうあした交通事

故に遭って障がいができてしまうかもしれない。車にひかれたら、もうそれで大変

な障がいを起こすかもしれない。そうなってからではもう間に合わないのです。そ

ういうときのために用意をしておかなければいけない、私たち行政、そういう小中

学校というのは。もちろん高校もそうですけれども、高校は大体整備されていると

。 、は思うのですけれども 加茂の小学校でもエレベーター等あるところあるのですが

どうしてもそういうところが必要な子は小学校を移ったりするそうなのですけれど

も、田上の場合、３校のうち一つもエレベーターがないので、今後外付けしてもら

えれば一番ありがたいのですけれども、エレベーターでなくても最低限の。私調べ

たのですけれども、手すりの補助になるようなものがあるそうで、先ほど教育委員

会のほうにも資料を提出しておいたのですが、手すりの補助になって一歩一歩階段

を上がっていくのにサポートするという器具もありますので、そんなのも利用して
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いっていただけたらなと思います。ただ、これ先ほどお話しさせていただいたとき

に、もしかしたら２分の１の助成に当たらないかもしれないという話をいただきま

した。そうしたら、そこまで助成ができないとしても、金額的には大きなものでは

ないので、これからの検討課題に加えていただきたいなと思っています。それこそ

学校では、先ほどの交通事故以外にも校内でけがをして松葉づえをするということ

もあると思います。年配の方は、今度は足の負担を考えると参観日に来れないとい

うこともあると思います。最終的に小中学校が改築もしくは新築などされるときに

は、エレベーターはもちろんつけてくださるとは思いますが、それまで待っている

のでしょうか。それでいいのかなと私は思います。それまで何もしないということ

でよろしいのでしょうか。何年先になるのでしょうか。現場では、田上町はお金が

ないから無理だと要望することもなく諦めています。本当にそれでよいのでしょう

か。それで住みたい、住み続けたい町にふさわしい学校でしょうか。子どもたちが

いたずらしてしまう可能性も考えられるとのことですが、６歳以上の子どもたち、

ちゃんと話せば理解できます。理解できないとしたら、障がいを持つ人への配慮や

気配り、考え方の教育が不足しているかもしれないということです。田上町の子ど

もたちを思いやりのある子どもたちに育ててくださっていると思います。いたずら

するかもしれないということは心配せずに、ぜひ、前向きにそういう簡易的な補助

用具なども考えていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。

２回目の質問を終わります。

町長（佐野恒雄君） 加茂病院と病児保育の今後、私は当面というか、現段階では病児

保育の対応に変更が生じることはないというふうに考えておると答弁をさせてもら

いました。中野議員がご心配になられる点もあろうかとは思いますけれども、県の

ほうには基幹病院のことについて、また、その後方支援としての加茂病院のそれこ

そ役割とか今後の状況について説明を求めておりますし、県のほうからそうした点

について丁寧な説明がこれからあろうかと思います。そういうときに、病児保育の

ことについても恐らく説明があるかとは思いますけれども、県のそうした説明を注

視していきたいなと思っております。

教育長（安中長市君） 中野議員の２回目のご質問についてお答えいたします。

私、前教育関係に勤めておったのですが、その長い歴史の中では、長い時の中で

は、もしかしたら通常の学校に来れたお子さんがこういった対応がなくて、バリア

フリーの対応がなくて特別支援学校に行かれたということもあったのではないかな

というふうに思っています。今肢体不自由学級があるのですけれども、先ほど言い
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ましたように、介助員の補助によってできる範囲で動いておられると思っておりま

す。一番いいのは、エレベーターを造ることだと思います。それなかなか、外付け

になるのか、大変な予算がかかっていきますので、来年、再来年ということはなか

なか申し上げにくいのですけれども、ずっとこのままでいいというふうには思って

おりません。

それから、先ほど言った階段の手すりにつける器具ですけれども、これは本当に

果たして妥当なのかどうかということも含めて、また、学校と相談していく中で検

討したいと思いますが、そういうことでよろしくお願いします。

７番（中野和美君） 加茂病院と病児保育園の件なのですけれども、県は指定管理者を

募集するときに、指定管理者の募集要項の中に地域と連携してやってほしいと、そ

れを組み込んでいるので、それに指定管理者は応募してきたわけですので、ぜひこ

このところを、地域医療を支えるという部分を前面に押していただいて、指定管理

者の特化している部分だけではなく、地域医療を一番に考えていただきたいという

ところを押していただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。県もこ

、 、 。れからのようですので 先ほども申し上げましたが 注視していきたいと思います

あと学校のバリアフリー化ですけれども、できれば、今実際に不自由をしている

子どもがいますので、本人はすごく頑張っています。頑張っていますけれども、何

か行政のほうでもサポートできればというところをしっかりと捉えて考えていただ

きたいと思いますので、よろしくお願いいたします。答弁がありましたらお願いい

たします。

教育長（安中長市君） 個々のことに関しては、お話がしにくいのですけれども、確か

に肢体不自由学級がございますし、これからもそういうことが起きる可能性が十分

ありますので、そういう対象者がおられるということになることも十分考えられま

すので、検討していきたいと思っています。

議長（小嶋謙一君） 中野議員の一般質問を終わります。

最後に、１番、森山議員の発言を許します。

（１番 森山晴理君登壇）

１番（森山晴理君） １番、森山晴理です。

まず、佐野町長の２期目の当選おめでとうございます。私も５月30日の当選証書

を頂きまして、今回初めての一般質問となります。よろしくお願いいたします。

まず、田上町主催によるフードドライブの実施についてでございますが、私が

2019年10月から取り組んでいるフードバンク活動の支援現場では、コロナ禍を契機
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とした急激な社会情勢の変化により、既存の公的支援や福祉サービスだけでは生活

が立ち行かなくなったと訴える方が少なくありません。特に生活困窮者やひとり親

世帯では、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、望まない社会的孤独や孤

立が増大し、経済的な困難さに加え、それまでの多様な頼り先が減少したことで生

活の基盤が弱体化しています。そこで、第６次田上町総合計画の前期基本計画の重

点プロジェクトにも位置づけられている、安心して子育てできるまちプロジェクト

の推進並びに基本構想６つの分野別目標に掲げられている、きずなと協働でつなが

るまちの促進に資する新たな施策として、田上町主催によるフードドライブの実施

についてご提案いたします。具体的には、生活困窮者やひとり親世帯への食品提供

を通じた伴走支援に取り組む、フードバンクや子ども食堂などに対し、田上町とし

、 、てフードドライブを実施し 集まった農産物や加工品などの食品を支援することで

経済的基盤が脆弱なボランティア活動の持続可能性を高めると同時に、既存の公的

支援や福祉サービスだけでは捉え切れない孤立世帯のＳＯＳをいち早くキャッチ

し、必要に応じて町や相談機関につなげたりする町民主体のつながりサポート機能

の拡充が図られると考えます。これにつきまして町長のお考えを伺えればと思いま

す。

１回目の質問を終わります。

（町長 佐野恒雄君登壇）

町長（佐野恒雄君） それでは、森山議員のご質問にお答えいたします。

田上町主催によるフードドライブについてのご提案でありますが、経済的に困難

を抱える子育て世帯に対する支援や、世界的な課題である食品ロスに対して大変有

効な施策であると認識をいたしております。議員から既に実施している加茂市のチ

ラシを参考資料として頂きましたが、フードドライブ用のボックスを常設するスペ

ースとともに、提供していただいた食品を保管できるスペースが確保できれば実施

可能ではないかと思っておりますが、メリットやデメリットもあるようであります

し、行政として側面的な支援の方法もあるようでありますので、田上町として可能

な取り組みにつきまして検討したいと考えております。

以上であります。

１番 森山晴理君 私が田上町長にフードバンクの活動の説明に伺いましたのが2020年（ ）

11月11日で、フードバンクにご理解いただきまして、児童扶養手当を受給されてい

る方に、こども応援プロジェクトというチラシを配布物に入れていただいてお届け

するということをしていただきました。そのチラシの内容としましては、食品を無
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料を提供するということのご案内を、ひとり親世帯の児童扶養世帯の方にお届けし

たのです。そうしましたら、そちらのほうから連絡が来て、それで田上町の住民の

方と今つながりが持てておりまして、食品を提供しておるのですが、今コロナ禍の

影響とお米が取れる時期が、古米が出たり、何とか支援はできるのですが、今、新

潟県内の中で6,000世帯がフードバンクに登録しておりまして、それだけ県内の数

だけでも、毎月５キロの米を届けるだけでもだんだん足りなくなって、大変な状況

がありますので、フードバンクのほうでボックスや、テーブル１台のところのスペ

ースでのぼり旗とボックスだけあればそれで活動ができるかと思いますので、ぜひ

ともご協力をお願いしたいと思っております。場所としましては、道の駅たがみの

ところでできれば、人の賑わいがあって一番いいのではないかなとは考えておりま

すが、そこもまたご検討いただければと思います。

また、今フードバンク加茂田上が加茂七谷温泉美人の湯のほうでひとり親世帯の

家族を無料でご招待するという企画を出しまして、一応500人の規模で応募を出し

ましたのですが、1,000人の応募がもう来ておりまして、夏休みに子どもと旅行に

行くとかいう、そういうような状態ではなくて、生活費の中から食費を削って、お

母さんが食べないで子どもに御飯をやって、お代わりさせられなくて泣いている方

も世の中にはいると、こういう現状も知っていただき、これを何とか夏休みの思い

出で、メンタルケアと体のケアを行うことで、子どもに楽しい思い出ができて、も

う助けられたという声をお聞きするのです。田上町にも湯田上温泉という施設があ

ります。県内のひとり親世帯をご招待して、子どもに楽しい思い出をつくってあげ

ることはできないでしょうか。将来子どもが大人になって、田上町の湯田上温泉に

来て楽しかったというと、また移住することも考えられます。これで町長のお考え

をお伺いできればと思います。

２回目の質問を終わります。

町長（佐野恒雄君） 森山議員には、ボランティア精神といいますか、そうした今困窮

者世帯、またひとり親世帯に対する支援ということで、本当に貴重な活動をされて

おられるということに対して、敬意を表したいと思います。今ほどお話ございまし

たけれども、早くにフードバンクの件でお尋ねをさせていただきました。フードバ

ンクの件についても、またこのフードドライブについても、今新型コロナウイルス

の関係、また物価高騰の関係で非常に困っている世帯、特にひとり親世帯、そうし

た世帯に手を差し伸べていくということ、非常に重要なことだというふうに感じて

おります。それこそ本当にちょっとしたことで、それは道の駅がいいのか、どこが
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いいかというのは検討していかなければならないかと思いますが、ほんのちょっと

したことでそうした支援につながっていくということであれば、ぜひひとつ森山議

員からのアドバイス等もお聞きする中で、実行できていければなというふうに考え

ております。

それから、湯田上温泉にそうした子どもたちを招待してというふうな今お話もご

ざいました。どういう形ができるのか分かりませんけれども、また、湯田上温泉旅

館組合ともそういう話もさせていただいて、できればそういう方たちの支援ができ

るような形で持っていければなというふうに思っておりますので、よろしくお願い

いたします。

１番（森山晴理君） フードドライブを常設していただいて、田上町の施設で、できる

だけ多くの場所でもしできることができれば、多くの方が農産物や生鮮食品などが

実際毎日の生活でどうしても足りておりませんので、それを田上町の生産者の方か

、 、ら持ってきていただけると 田上町のひとり親の方に届けられる仕組みができると

第６次田上町総合計画の中で、まちづくりのテーマでみんなの笑顔のためとありま

すように、町長によろしくお願いして、３回目の質問終わりたいと思います。

議長（小嶋謙一君） 森山議員の一般質問を終わります。

以上で本日の議事日程は全部終了いたしました。

これで本日の会議を閉じます。

これをもちまして本日は散会といたします。

大変ご苦労さまでした。

午後１時５１分 散 会
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別紙

令和４年 第２回 田上町議会（定例会）議事日程

議事日程第３号 令和４年７月１３日（水） 午前９時開議

日程 議 案 番 号 件 名 議決結果

開議

第１ 一般質問
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午前９時００分 開 議

議長（小嶋謙一君） おはようございます。これより本日の会議を開きます。ただいま

の出席議員は14名であります。よって、定足数に達しておりますので、会議は成立

いたします。

本日の議事日程は、お手元に印刷・配付してあります議事日程第４号によって行

います。

これより議事に入ります。

日程第１ 一般質問

議長（小嶋謙一君） 日程第１、一般質問を行います。

通告順に順次発言を許します。

最初に９番、椿議員の発言を許します。

（９番 椿 一春君登壇）

９番（椿 一春君） おはようございます。議席番号９番、椿一春です。

。 、町長の就任２期目の所信表明を受けて質問いたします 町長の申した言葉ですが

２期目の無投票当選に当たり、改めて町政を担うリーダーの責務の大きさに痛感さ

れ、今後４年間、しっかりと町民の期待に応えられるよう、身を粉にして全力で取

り組んでいくという力強い言葉にご期待を申し上げます。

今回は３項目について質問をいたします。１つ目は移住促進住宅提供について、

２つ目に移住子育て若者応援、日曜保育実現について、３つ目がデマンド型乗合タ

クシー電話予約一本化について、以上の３つについて質問をいたします。

、 、１つ目の移住促進住宅提供についてですが 人口減少という流れの中であっても

決してこの町を消滅させることがあってはならないという強い言葉があるからこ

そ、佐野町長の思いとして、町の将来像「誰もがずっと住み続けたいまち」の実現

に向け、若い世代からこれからも住み続けてみたいと思い、みんなで子どもたちを

守り、育て、高齢者が住み慣れてこそ、この町での生きがいを持っていつまでも元

気で活躍できる、そして田上町に住む全ての方々が笑顔あふれるまちを目指して、

町民の皆様の夢や希望を自由に追い求めることができる環境を築いていくと強く述
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べられておりました。

それで、６月の民間不動産業者の新潟県の自治体、住みここちのいいランキング

で発表があり、私もこれはとてもうれしく感じ、不動産業者のホームページで出て

きたものを挙げてみました。町長は、道の駅、交流会館、地域学習センターが要因

と感じているようですが、これらの評価項目別で見ますと、生活利便性が14位、交

通の利便性の該当なし、１位が静かさと治安、２位の評価として物価、家賃と防災

というものがあり、あと入賞でいくと６位までが評価されると思うのですが、その

中では、親しみやすさと自然観光との項目が順位づけられていて、私は今この周辺

からの人々が移住定住に仕掛けるチャンスだと思い込んでおります 「住んでみた。

い・住み続けたいまちプロジェクト 、若い世代の転入、定住につなげるリフォー」

ム補助、マイホーム取得補助、住宅家賃支援、移住へのお試し宿泊事業を挙げてい

ますが、定住に最も効果的なのは住宅地の提供ではないでしょうか。建築店での住

宅情報ですが、空き家はあっても古民家であれば価値があると思いますが、新建材

で造られた家はある程度古くなったとき、既存の住宅を解体後に建て替えるという

ニーズとなり、解体費用が発生するので、建物の建っている土地は需要がなかなか

ないそうです。更地の駅に近い土地ですと需要があると建築店からの現状を聞かさ

れました。

それで、調べてみたのですけれども、住宅機構の2020年調査で、対象とするのは

一般消費者での住宅立地での住宅、重視するポイントということで、こんな表なの

ですが、ここでですと１位から、対象とするのが500人の方から上がって、住宅を

立地する点で重視するポイントは何ですかということで、一般消費者を対象にした

もので、回答数が500戸、前年度も500戸です。１番に挙げているのが公共交通への

アクセス、通学ですとか通勤の利便性、それが71％です。あと商業施設へのアクセ

スというものも２番目に重視されていまして42％。あと３番目に治安のよさという

ものが36％。あと以下、学校教育、地盤の強さ、医療施設へのアクセス、親世帯で

すとか子世帯との同居ですとか、近くに家がある、そういったことを重視されてお

ります。一方の住宅地を供給する住宅業者というのがどういうところに注目してい

るかというと、これは回答数が550ぐらいで多いのですが、建物の性能については

。 、 。53％ あと土地の仕入れ 土地を仕入れられるかどうかによってがやはり48％です

あとは住宅プランの提案力というものが37％、あとそのほかデザインですとか住宅

の設備、アフターサービスといった項目に重点としての取り組まれている中で、土

地の仕入れというところは結構住宅業者、力を入れているのだなということを感じ
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ています。それで、建築に関わる立場では土地の仕入れということがポイントとな

っているのですが、今、宅地開発として田上駅付近の検討しているようですが、コ

。 、ンパクトシティー構想では羽生田駅付近の開発をしてはいかがでしょうか それで

町長のほうへ以下の３点を質問いたします。

１つ、区画整備された土地の提供はいつ頃どのようにと考えているのかお尋ねし

ます。

２つ目が、羽生田駅周辺への施設を集約させる計画はつくられていますが、具体

的にいつ頃、どのようにされるのかお尋ねします。

３つ目に、信越線とバイパスの間に町が開発構想を立てて、民間の開発業者を巻

き込むことが何よりも先と以前の一般質問でも言いましたが、その後の動きについ

てお聞かせください。

次に、２番目の移住子育て若者応援、日曜保育の実現についてです。子育て世代

の子どもを持つ親御さんも、まだ現役で働いております。働く環境は多様化して、

日曜、祝日に勤務する家庭も多く、日曜日には孫の子守を頼まれ、できるときとそ

うでないときもあるそうです。そこで、うちの子ども世帯は日曜保育のある新潟市

に住んでいるそうです。田上町にも日曜保育があると田上町に住むことができるの

ですけれどもというふうな声を聞きました。私自身も思いも寄りませんでしたが、

確かにそうだなというふうに感じました。私も、本気で若い世代を呼び寄せるため

には、日曜保育、ほかの地域とは差別化となるようなセールスポイントになるので

はないかというふうに、私もこういうふうに考えました。日曜保育があれば、実際

、 、の利用はどうなのかなというふうに思うと 夫婦がともに日曜日の仕事であるとか

そこに親御さんからの協力が得られないと、利用者の総数としては少ないのだろう

というふうに思います。ついては、保育園の人員体制がつくりやすいのではないか

。 、 。というふうに察しております そこで 町長に以下の２点について質問いたします

日曜保育を実施することは、若い世代の子育てを応援することと思いますか。

２つ目に、竹の友幼児園で日曜保育を検討してみる考えはありますか。

３つ目に、民間の保育施設でも保育料を、町の保育料と同じくできるような仕組

みを取っていると記憶しております。民間と協力し、日曜保育を実現するような取

り組みを検討する考えはありますか。

以上の３点、お聞かせください。

次の３番目の質問です。デマンド型乗合タクシー電話予約一本化について。デマ

ンド型の乗合タクシーについて質問します。新たな乗降先を増やし、温泉旅館や加
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茂市の個人病院等、停留場所を増やしました。その後、利用状況の推移はどれくら

い上昇できましたでしょうか。自宅まで来てくれることを再度周知した後は、町民

の方々からは、デマンド号は家まで来てくれるのだねというふうな声を聞いて、新

たに自宅まで来てくれるということが伝わったのだなというふうに私は感じており

ます。しかし、利用の伸びにつながっているのでしょうか。私は今でも不思議と思

うのは、なぜ予約の電話をいまだ、実証実験の中ですが、実験をしないのか。本当

に理解に苦しみます。相乗りを目的とするデマンド型タクシーなのに、今の予約方

法の仕組みでは、相乗りを促進することを阻害する要因となっていることが見えて

いないのでしょうか。僅かな経費を惜しむことで、限られた時間の中で効率的な実

証実験をしていけなければならないのに、貴重な時間は巻き戻すことができないの

です。予約のシステムは以前から同僚議員からも加茂市の例が挙げられ、町の対応

は可能ではないかというふうなことも言われております。町の姿勢に疑義が挙げら

れました。そこで、町長に４点の質問をいたします。

デマンド型乗合タクシーは、乗り合いをしなくてもいいというふうに考えている

のでしょうか。

２つ目に、効率よく乗り合いをしてほしいという考えであれば、予約をする電話

を１か所にまとめることが必要と思われますか。

３つ目は、予約電話を１か所にする必要を感じているのであれば、実証実験中に

問題点を確認し、問題を解決して本実施に移行することが必要と考えるのですが、

町長はいかがでしょうか。

あと、実証実験は今後何年続けていくのでしょうか。

以上で１回目の質問を終わります。

（町長 佐野恒雄君登壇）

町長（佐野恒雄君） 改めまして、おはようございます。それでは、椿議員の質問にお

答えいたします。

はじめに、移住促進宅地提供についての質問にお答えいたします。

１点目として、区画整備された土地の提供の関係についてお尋ねでありますが、

現時点において区画整備された土地はございませんし、また今後についても今のと

ころ予定についてはありません。

２点目の羽生田駅周辺への施設を集約させる計画についてお尋ねであります。こ

れについては、羽生田駅周辺に施設を集約させる計画、いわゆる田上町立地適正化

計画のことと思われますけれども、この計画は長い年月をかけてゆっくりと緩やか



- 148 -

に羽生田駅周辺への人口、施設を誘導する計画でございます。公共施設では、令和

元年度に田上町交流会館を誘導をしておるのはご承知のとおりでございます。今後

民間施設をいつ、どのタイミングで誘導していくかについては、現段階では具体的

に決まっておりません。しかしながら、毎年庁舎内において検討委員会を開催し、

議論しているところでございますので、引き続き実施に向け、進めてまいりたいと

考えております。

３点目の民間開発業者を巻き込んだ開発構想についてでありますが、恐らく宅地

開発、住宅地開発に向けた民間事業者への働きかけのことを言われているのかと思

います。藤田議員の一般質問の回答と同様になりますが、やみくもに宅地開発業者

に出向いて開発のお願いをしても、なかなかうまくいかないと思っております。あ

る程度、執行内で造成までの法規制、またどのような手続が必要か等の事前調査を

行ってから宅地開発業者へ声がけをしていきたいというふうに考えております。し

かし、現状の新潟県の経済動向を見ると、新型コロナウイルス感染症や海外情勢の

動向等によりまして、住宅投資は弱い動きとなっております。今後の経済動向を見

ながら、近隣の宅地開発業者に働きかけを行っていきたいと考えております。

次に、移住子育て若者応援、日曜保育実現についての質問にお答えいたします。

議員おっしゃられるように、働き方の多様化で、日曜祝日に勤務する保護者もおら

れますし、休日保育サービスを実施している自治体もあります。令和３年度の調査

では、県内の保育所等全802施設のうち14の自治体、45の施設で実施をされており

まして、主に市を中心に取り組まれております。

質問の１点目として、日曜保育の実施は若い世帯の子育て応援になるのかについ

てでありますが、ニーズに合わせた保育サービスの充実というのは当然子育ての応

援につながるものと考えております。

２点目の竹の友幼児園で日曜保育の検討についてでありますが、竹の友幼児園で

は平日の延長保育、土曜日の希望保育で保護者の保育ニーズに応えております。休

日保育のニーズはそれほど多くはないと思ってはおります。また、休日保育の実施

となると、一定数の職員配置が必要となることから、休日出勤の振替で平日の職員

配置はかなり厳しくなり、保育の質の観点から、現段階での検討は考えておりませ

ん。

３点目の民間と協力し、日曜保育を実現する取り組みの検討についてであります

が、日曜保育を実施している市町村は管内に複数の保育施設があって、保育施設ご

とに輪番制にしての対応や日曜保育を実施する施設を決めて対応しているところが
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多いというふうに聞いております。田上町には、公立としては竹の友幼児園しかな

く、私立についても１園しかないため、私立幼稚園での実施は可能なのか、また連

携して日曜保育が実施できるのか、今後研究していきたいと思います。いずれにい

たしましても、１週間休みなく保育施設を開けるということは、平日保育に支障を

来さない職員の確保が必要となってくることから、実施することはかなり難しいの

ではないかと考えておるところであります。

最後に、デマンド型乗合タクシー、電話予約一本化について質問にお答えいたし

ます。令和３年４月から田上町デマンド型乗合タクシー、ゴマンド号の実証実験を

開始し、令和４年１月までの利用者数は月間平均31人にとどまりました。運行を開

始してからも議会や地区からのご要望を伺うことで、令和４年２月から乗降場所の

増設等を、４月から乗車料金の見直しを行ってまいりました。令和４年４月から６

月までの月平均利用者は、それまでの６倍を超える193人となりました。６月の月

間利用者は過去最多の226人で、大変多くの方からご利用いただきました。そのう

ち乗り合いでの利用は、全体の47％まで上昇いたしました。ちなみに、昨年１年間

の乗合利用率は35.5％でありました。

さて、１点目の質問でありますが、町はそもそも相乗りでの利用を進めておりま

す。一方で、新型コロナウイルス感染症対策として、できるだけ相乗りはしたくな

いといった町民もおられることも確かでございます。

２点目の電話予約を１か所にまとめることについては、相乗りの効率化につなが

るものと考えております。ただ、しかしながらコールセンター設置については経費

の問題があります。また、それ以上に、コールセンターで予約を受けた場合に、タ

クシー事業者の車両にタブレットなどを使って運行の依頼をかけますが、加茂市内

に営業所を持つタクシー事業所の中には、既にタブレットを２台運行のために配置

されているところもあり、もう一台追加しての運行というのは大変難しいとの話を

聞いております。また、他の事業所からも、現状ではタブレットを導入しての配車

予約についての対応は難しいとの話も聞いております。現状ではタクシー事業者の

当日の動きなどは把握できないといった大きな運行上の問題があります。コールセ

ンターの設置については、利用者の動向を踏まえ、事業所と協議しながら、どのよ

うな対応ができるのか、今後も引き続き研究していきたいと考えております。

３点目及び４点目につきましては、実証運行については利用者の状況などを確認

しながら、令和６年３月までの間を考えております。今後も実証運行を行う中で、

引き続き公共交通会議や交通事業者との協議を重ね、利用者のご意見、ご要望をい
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ただき、問題点や課題などを整理して、よりよいゴマンド号の運行に向けて検討を

重ねてまいります。

以上でございます。

議長（小嶋謙一君） 傍聴人の人に注意します。タオルを外してください。

９番（椿 一春君） まず住宅のニーズについてなのですが、今１番目の宅地整備され

た土地の提供については、これは私の質問の仕方が悪かったなというふうに思いま

す。確かに現状された区画整備というものはないのですが、新たに区画を整備して

提供するのかなというふうな意味合いで聞いたのですが、これは新しい私の質問が

悪かったなというふうに反省です。

それで、１番の３番目のところの民間事業者を巻き込んだ開発についてどうでし

ょうかということが私の最大のポイントとなるところなのですが、今４人家族が大

、 。 、 、体建てる家というのは ほとんどが40坪以下の家だそうです 昔ですと50坪 60坪

住宅金融公庫のものも60坪以下でないと下りないとかというふうに、割と大きい家

だったのですけれども、今はもう廊下も少なく、部屋と部屋がつながっていて、１

つの暖房で効率よくできる、コンパクトな40坪以下という方が主流の住宅だそうで

す。あと、今大体子育てでアパートを借りると家賃が大体６万円とか８万円、複数

の部屋になると結構な家賃になるのですが、そうすると大体40坪ぐらいの家でいく

と35年ローン、今払っているアパートの賃料で大体返済できるようなということで

。 。ハウスメーカーも提案してきます それで住宅の需要へとつながっていくのですが

そうすると、アパートよりも広いスペースの自分の自宅が持てるということで、ハ

ウスメーカーのほうはそういった形で売っております。確かに建築費は高騰してい

るのですけれども、今後また情勢が変わって値段が下がるかいうと、一度上がった

ものはそうめったには下がりっこないということです。上がったら上がったでその

ままというのが今までの時代の流れなので、ですからハウスメーカーの売り方とし

ては、今後ますます上がるから今のうちに建てておいたほうがいいですよというふ

うなセールストークで、やはり住宅のほうを建てるようにしないと、自分たちも仕

事なので家を建てなければ、そういったサービスしないと自分たちも生きていけな

、 。いということがあるので いろいろ試行錯誤の中で住宅の需要を開拓しております

それで、確かに建物は上がっているのですけれども、宅地というのはそれほど諸

外国の影響もないし、新型コロナの影響もないです。それで、ましてや土地と建物

とセットで住宅ローンというものを大体組まれるので、今まで新潟市の高い土地、

高い地価のほうで宅地を求めるよりも、新潟市の隣の田上町で宅地の安いところで
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建物と安い土地を購入すると、従来の35年ローンの返済の中で、今借りているアパ

ートの賃料で建てられるのだというようなことが理解できれば、では田上に来て建

てようか。確かに鉄道の公共交通のほうのアクセスは１時間に１本ぐらいで、便は

それほどいいとは思わないですけれども、バイパスができると三、四十分で新潟市

内へもアクセスがいいので、そういった形で今回住みやすいまち田上町が評価され

ているのかなというふうに思っております。

そういったことで、おとといの藤田議員の質問の中の回答もありましたので、大

体こんなふうな回答来るのかなというふうに私も予測していたのですが、それで何

か町が自分たちで造成して販売して、売れなかったらどうしようという、そういう

考えがあるから、法律を学んで様子を見て、現在の需要情報がないからというふう

な考えに来ているのではないかと思います。それは、実際の宅地開発メーカーが考

、 、えることであって 田上町としては交通アクセスのいい安い土地が求められるので

今宅地が、住宅の建物が上がっても、その分安い土地で求められるので、あまり建

てる負担もなく建てれるのが田上町ですよ、そこに住宅を造成してやると、いろん

な方々から需要があるのではないですかというふうな不動産屋、そういったところ

を提案して、あとはその先は不動産屋が考えることであって、戦争ですとか新型コ

ロナの関係で住宅需要が冷え込んでいるというふうな、分析したってもう、ハウス

メーカーだってもう自分たち生きていかねばないので、どういうふうにやったら提

案して家が売れるかということを真剣に考えておりますので、そういったことでひ

とつハウスメーカーのほうへ、交通のアクセスですとか、安い宅地で提供できるの

でということを町が提案してみると、そこでハウスメーカー、そういったところが

乗ってくれば話は進むと思いますので、何も様子を見て町で一生懸命宅地の法律で

すとか、そういったものを勉強する必要ないのではないかというふうに私は思いま

す。それだけ時間が刻々と過ぎて、もし同じようなことで他の市町村で、では安い

土地を提供すると、建物と土地で、建物が上がった分、土地のほうで安くできれば

家が建てられるぞ、ではそっちへ引っ越そうか、交通アクセスはどうなのだという

ふうなことで、これから新しく家を求める方は検討するのではないでしょうか。

そういうことでその辺も、私はそういうふうに考えるのですが、町長の考えはい

かがでしょうか。

それから、子育ての日曜保育なのですが、確かに需要というのは少ないと思いま

す。ですから、やはり竹の友幼児園でやると、１人、２人の保育士でできるのかな

とか考えたりしましたが、でも民間の託児所ですとか、そういったところも今簡単
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、 、につくれるような法律の規制がなくなっておりますので そういったところからも

日曜日の保育を実施するところないかと案内すると、結構保育士を定年した方々が

何か仕事、日曜日だったらやってもいいかなとかというふうに思うので、情報発信

してそういった方々の協力を得て、日曜保育を町の中の一つでやれば若者の応援に

つながるのではないかというふうに私は思いますが、それについて町長の考えをお

聞かせください。

次に、デマンド型の乗合タクシーなのですが、確かに利用率、相乗り率は47％ま

で上がってきましたというふうに聞いておりますが、これからコールセンターが、

どのような形で実施していくかということなのですが、やはり今はまだ３台の３社

ですけれども、本当に需要が大きくなると、逆に効率よく１か所で受けて配車をう

まくやっていかないと、かえって難しい問題が出てくるのではないかと思います。

ただ、これは本当に電話一本化でどうなるのかというのをやってみないと、実験し

てみないと、その後の結果分からないですし、今の３本の電話で、あとどういうふ

うな問題があるかもまだ分かりませんので、私は早い段階の中で予約電話を１本に

、 、 、して その中で何か問題があったかないか それに対して対応していくとか本当に

平成６年まで実験するのであればあと２年ですから、早いうちにきっちりと問題を

やったほうが、実証今度、本運行に移してから、今度利用がたくさんあった中でに

っちもさっちもいかなくなったというふうにならないように、一本化して、先に実

験段階のうちで実験したほうがいいのではないかというふうに私は思って再三質問

していくのですが、これからコールセンターの設置について事業所と協議しながら

対応していくということなのですけれども、それでもし機会ありましたら、今３社

でのコールセンターですけれども、１つではどんなことが問題があるかということ

をぜひぜひ事業所間の中の協議をしていただければというふうに思います。

以上で２回目の質問終わります。

町長（佐野恒雄君） ３つの点について再質問をいただきました。

まずは、若い世代の宅地のその求め方というのですか、これいろんな求め方があ

ると思うのです。ある意味では若い世代が何を例えば田上に住む、移住する条件と

いいますか、そういうものを求めるかというと、１つには利便性というのが一番あ

るというふうなことを聞いたことがあります。交通の便、それから買物が近くにで

きる、そういう点での利便性というのは、若い世代が宅地を求める際の大きな条件

というのですか。確かに田上は駅は２つあるのですけれども、１時間に１本ぐらい

しか、新津で止まってしまって、こっちまで来ないと。確かにバイパスが新潟まで
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つながりましたので、そういう面でのバイパスの効果というのは確かにあるかと思

います。アパートを借りて、毎月の家賃を払っていくことを考えると、それこそ銀

行に住宅ローンを申し込んで、実際に新築をしていったほうが、同じアパートで家

賃を払っていくのであれば、同じお金で自分のマイハウスとして将来的に持てると

いう、そういうことを考えれば、確かに土地を求めて、そして今のうちに家を建て

てと、こういう若い世代の希望というのは確かにあるのだろうと思います。そうい

う意味で、昨年ちょっと企業回りをさせてもらったときに、町には専門の不動産業

者はありませんけれども、建築関係も不動産業も一緒にやられている話で、田上の

土地の安さを一生懸命売り込みのＰＲの材料にしているという話を聞く機会があり

ました。建築するに資材の高騰、本当に高くなってきていますけれども、その分、

田上の安い土地で、同じ金でもむしろ逆に広い土地を求めて、40坪、60坪ではなく

、 、 、て もっと80坪とか100坪の広い宅地を求められる そういうよさというのですか

そういうものを、不動産業をやられている業者にしてみれば、その辺をもっともっ

、 。とＰＲしていきたいのだというふうなことを話されていて 全くそのとおりだなと

本当に田上に土地を求められれば、安いお金でむしろそっちを、その分を建築のほ

うに向けられる、そういうことを考えれば。利便性ということを考えれば、不利な

面は確かにあるかもしれませんけれども、こうやってバイパスができて、それこそ

三条から新潟まで開通するという話になれば、今はそうした意味では、業者にして

も、私どもが売り込むにしても、非常にいいチャンス、今がいいときなのではない

かな。確かに議員おっしゃられる住みここちランキング、今回の４位に入ったとい

う、その条件的には、私はバイパスとか道の駅とかって確かにそういうものが原因

しているというふうに話をしていますが、データ的には治安がいいとか、静かさだ

とか、土地の安さだとか、そういうことが今回の住みここちランキングの中、デー

タとしては分析されるような形になっておりますし、そういう意味で、今この田上

が町外の方々からいろいろと注目をされている、そういう面を考えれば、私どもが

開発業者に売り込みに行く、非常にいい今がチャンスなのだろうなというふうな形

で考えておりますので、そういう面しっかりと捉えて、これから開発業者といいま

すか、民間の事業所に向けてＰＲしていきたいなというふうに考えております。

それから、日曜保育、確かに日曜保育が町にあれば、それこそ田上に住んでみよ

うかという方も一応おられるかもしれません。ただ、どの程度のニーズがあるかと

いうことになると、そう多くはないのではないかなということと。それからどうし

ても、１回目の答弁でも話をさせてもらいましたけれども、民間のそうした施設が
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幾つかあって、そこで輪番制で回せるような形ですと本当に取り組みやすいのかも

しれませんけれども、竹の友幼児園、それからルーテル幼稚園で、果たしてそれが

できていくのかなということについては、ちょっと厳しい面もあるかと思います。

それらは決してそうしたところから全く考えないということではなくて、検討して

いければというふうに思っております。

それから、ゴマンド号の予約の一本化、議員から毎回予約の一本化ということを

言われています。今３業者からこのゴマンド号に参加してもらっておりますけれど

も、確かに一本化できれば誠にいいのは分かるのです。確かにいいのは分かるので

すが、なかなか先ほど申し上げましたように、タブレットを今もう既に加茂の業者

ですけれども、普通のタクシーとしての関係でのタブレット、それから予約の関係

のタブレット、２つ今持っている状況。そこへ今度田上のゴマンド号の関係でのタ

ブレット、３つ持つということは非常に難しいというか、可能性としては考えられ

ない。議員がおっしゃられている一本化というのは決して分からないわけではない

ですので、それで業者とこれまでもいろいろと協議を重ねてきている中で、そうい

、 。う事情があって その一本化というのは非常に難しいというふうに聞いております

加茂市はそんな形で私どもより遅れてデマンドタクシーを採用されましたけれど

も、確かに一本化されているというふうに聞いています。でも、加茂市の一本化、

。 、これも決して問題がないわけではないというふうに聞いております そんなことで

議員のおっしゃられる一本化というのは本当にできればいいなと思って、いつも議

会になると話がありますので、担当課としては事業所と常に協議を進めてきており

。 、 、ます そういう中で なかなか実現化というのが難しいのではないかということで

お話をいつもさせてもらっておりますが、その辺はひとつご理解いただきたいなと

思っております。

９番（椿 一春君） では、宅地の開発の今がチャンスということは町長の言葉から聞

きましたので、本当今私もチャンスだと思いますので、積極的な業者への提案して

いかれればというふうに思います。やはり安い土地だから広く求められるというよ

りも、もう40坪ぐらいの家なので、総額の資金が建物が高くなった分、その分同じ

土地でもローンが組めるという範囲に入れれば助かりますので、その辺でぜひよろ

しくお願いします。

それから、保育園のニーズなのですが、確かに私も日曜の保育って、利用者の数

ってそんなに多くはないのではないかというふうに思っているのです。ですから、

あとは仕組みのつくり方だと思うのですが、竹の友でやるのか、もう一個の輪番制
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でやるにしても、予約があったときに受け付けるというもので検討したほうがいい

のか、それとも全く全然別の民間の方から日曜保育の場所ということで、つくって

いただいてやるように働きかけるようなことを検討したほうがいいのか、いずれか

を検討したほうが、やはり若い人たちの人口を増やすという、移住を促進できる一

つのいいセールスポイントにはなるかと思いますので、引き続きの検討をお願いい

たします。

それから、予約の一本化なのですが、確かに加茂のほうで一本化にするとまたい

ろんな問題がある。これから、今の現状でも、これからまたどんな問題があるか分

からないけれども、問題があるかもしれないというふうなのがあると、その辺は事

業所といろいろ協議を進めて、これから問題のないような形の方向でいっていただ

ければというふうに思いますので、よろしくお願いします。もし何か答弁がありま

したらお願いします。

町長（佐野恒雄君） 若い世代です。先ほど利便性が条件というふうなお話もしました

が、区画整理された土地を求めたいという気持ちは若い人たちには多いようです。

ただ、そこのどこどこの土地が空いている、空いているのだけれども、売りに出さ

れているのだけれども、草ぼうぼうで全然区画整理もされていない、安いのだけれ

ども区画整理をされていないところというのは、なかなか若い世代から見ると、ど

うしても区画整理がきちんとされているところを求めたいと、そういう気持ちが強

いようですので、その辺はそういうこともあって、民間事業所にそうした住宅造成

の働きかけというのはしっかりとやっていきたいなというふうに思っております。

それから、予約の一本化、本当に今、それこそ３事業所にそれぞれの利用者の方

から電話をかけていただいていますけれども、１本の予約について100円しか経費

がかかっていません。これを一本化するということになると、大変大きな費用がか

かってきます。そんなことも含めて、事業所とは常に協議を重ねてきております。

事業所の協力があって、このゴマンド号というのは成り立っておりますので、その

点はしっかりと事業者と協議を進めながら、できるだけ利用者の皆さんから本当に

ゴマンド号がいい方向に進んでいるなと思っていただけるような、またこんなだっ

たら本当もっともっと利用しようというふうな形に思ってもらえるような方向に、

事業者ともしっかりと協議していきたいと思っております。よろしくお願いいたし

ます。

議長（小嶋謙一君） 椿議員の一般質問を終わります。

ここで議事の都合により議長を交代いたします。



- 156 -

暫時休憩いたします。

（議長、副議長と交代）

午前９時５１分 休 憩

午前９時５２分 再 開

副議長（椿 一春君） では、休憩前に引き続き会議を開きます。

議長に代わりまして議事を進めさせていただきます。

最後に、６番、小嶋議員の発言を許します。

（６番 小嶋謙一君登壇）

６番（小嶋謙一君） 質問に先立ちまして、安倍元首相におかれましては、７月８日、

政治活動中、蛮行の凶弾によりお亡くなりになりました。ここに衷心よりお悔やみ

を申し上げます。

さて、３月議会に続きこのたびも、基幹産業と言われる農業の実情に即した政策

を問うものであります。前回は、主に50歳未満の若手専業農業者を対象にしました

が、今回は稲作農家の実情を踏まえ、町長の考えをお聞きします。

今まさに世界情勢が災いし、食料の安全保障にも注視していかなくてはならない

世情になっています。このような中、全国において農業の担い手不足が問題化して

おり、田上町も、町長は所信表明で、基幹産業である農業は後継者、担い手不足が

大きな課題でありますと認識しておられます。しかしながら、今日まで大きな課題

でありながら、有効な施策が講じられてきませんでした。この背景には、農業は事

業主である農業者個人の考えによるところが大きく、行政はあくまでバックアップ

の立場であったがゆえにほかなりません。しかし、これからは町の基幹産業の面か

らだけでなく、将来にわたる食料の安全保障の面からも、町独自の策を講じていく

必要に迫られています。

担い手不足について皆さんも既に承知しているところですが、その実情を新津郷

土地改良区田上地区の農家組合員の数を例に見ると、才歩川以北104ヘクタールの

名簿上の組合員は各地区とも数十名おられます。しかし、受託を含めた実際稲作に

携わっている組合員は、川ノ下から湯川地区まで６地区で24名です。組合員、年齢

、 、 、構成は 湯川の60歳代２名を除き ほとんどが70歳から80歳代後半の高齢者が占め

、 。 、この中 体力的に今期で引退を予定している組合員が３名おられます このように

実情は組合員が速い速度で減少し、このままでは組合が存続できない危機にさらさ

れています。田上郷では組合がなくなった地区もあると聞いています。ある組合長
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からは、これまで対策に向けた農業委員との話合いなど行ってこなく、こうなる状

況を把握していなかったと悔やむ一方、春先に実態調査のアンケートが届いたこと

には、このようなアンケートは10年前に行うべきとの声も聞かれました。

では、今後どうするか。ある組合長からは、圃場整備を早く進めてもらい、農地

中間管理機構に委ねたいという声も聞かれました。しかし、管理機構に委ねるとし

ても、担い手の名簿が必要です。いずれにせよ５年後に田上を含む220ヘクタール

の１期工事が始まります。工区は７から８工区に分けられるそうですが、基盤整備

が完了するまで、今後12年から15年の間、時間がかかります。行政はこれまでのよ

、 。うなバックアップの立場を通すことなく 何らかの手だてを講じる必要があります

そこで、町長に次の２点について質問いたします。

所信表明から農業経営者の育成に必要な支援策も必要です。しかし、稲作に携わ

っている組合員の減少という現状も看過できません。この現状を町長はどのように

捉え、当面の支援に新たな施策を設ける考えがあるのか尋ねます。

春先に実施したアンケートの整理は終わっていると思いますが、農家の抱えてい

る課題、将来に向けた考えに関する回答に対する町長の考えを尋ねます。

以上、２点について質問を終わります。

（町長 佐野恒雄君登壇）

町長（佐野恒雄君） それでは、小嶋議員の農業の実情に即した政策を問うとのご質問

にお答えいたします。

１点目の稲作に携わっている農業者の減少についてでありますが、田上町に限ら

ず、全国的にも農業者の高齢化、担い手不足が大きな課題となっております。直近

の農業センサスでは、町内農業経営体のうち、60代以上の農業経営体の割合は

80.1％、50代を含めると95.7％を占めています。このような状況の中で、年齢や健

康面の理由により離農される農業者の方は少なくはなく、各集落における農家組合

の組合員が減少していることは十分承知をいたしております。離農された農業者の

農地については、農業委員会、あるいは農地中間管理機構を通じて、集落内または

近隣集落の担い手への集積が行われております。このような農地の集積率に加え、

新津郷田上地区、上横場地区で計画されております県営圃場整備事業によって、作

業効率が向上するものと期待はいたしております。しかしながら、町の基幹産業で

ある農業を継続していくには、農業経営者の育成が必須となります。農地の受け手

となる担い手にはどのような支援が必要なのか、農業者の声を聞くことを第一に、

検討してまいります。
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２点目のアンケートにおける農業者が抱えている課題、将来へ向けた考えについ

。 、 、てです アンケートでは 農業経営を将来どのようにしたいかとの問いに対しては

現状維持を望むという回答が一番多くありました。また、農業経営を営む上で不安

に感じていることとの問いには、天候不順などにより、農産物の生産量、品質など

が左右されることとともに、それらによる価格の不安定さ、そして後継者がいない

との回答が多くありました。まさに高齢化、担い手不足、米価下落等による農業経

営への不安が大きく表れているものと思います。そのほかにも、このアンケートに

寄せられた貴重なご意見を参考にし、先ほども述べましたが、農業者の声を聞くこ

とを第一に、農業政策の今後を検討してまいります。

以上でございます。

６番（小嶋謙一君） それでは、ただいまの町長の答弁を受けまして、離農された農地

については、集落内または近隣集落への集積が行われていると言われておりますけ

、 、 、 、れども 実際田上では 私が住んでいる中店地区 あるいは湯川に近いところでは

委託先は隣の新潟市の水田に出しているところもあります。もちろんいろいろ都合

、 、があってそういうことでやむなくやっている 委託しているわけなのですけれども

その場合収量というのは新潟市にカウントされるのです。だから、田上町の利益と

いいますか、実績にはならないのです。そういうことをひとつ、もし町長知ってい

たら失礼ですけれども、もしご存じなかったら念頭に入れておいてもらいたいと思

います。できるだけ田上は田上の中でもってやりたいということで私は考えており

ます。

それと、このたびの答弁書の中で、担い手にはどのような支援が必要かというこ

とで、農業者の声を聞くことを第一に検討してまいりますと言い切っております。

実は３月の議会のときに町長は農業者との話合いも必要ということで、これまでも

バックアップというような立場でもって答弁されておりましたけれども、今回は農

業者の声を聞くことが第一というところで、前向きな姿勢として私は評価し、今後

大いに期待しております。12日の関根議員の質問に町長は、今の現状につきまして

は、待ったなしのところまで来ているということで答弁されておりまして、今回の

。 、答弁はこれを裏づけているものであると 少なくともこのような対応といいますか

行政の対応が10年前からあれば、今日のような状態を招くことはなかったのではな

いかと痛感しております。

そこで、ここで町長の決意を一回伺っておきます。農業者の声を聞くことを第一

は、今後あらゆる農業施策に不可欠な対応であります。農業経営者の育成やアンケ
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ート結果の農業経営の不安を取り除く支援にも関わってきます。農業者の経営にも

触れることになり、今日まで農業者個人の考えによるところが大きいという壁を越

えなくてはならない場面も当然出てきます。容易なことではありませんが、農業者

の声を聞くことを第一に、対する町長の決意を改めて伺っておきたいと思います。

町長（佐野恒雄君） 今ほど、農地の集約、町内で行われているだけではなくて、いろ

んな事情もあってのことかもしれないが、新潟市の農業者への集約というふうな現

実、今お話をいただきました。特に湯川地区、新潟市と近いわけですので、そうい

うことも確かにあり得る話でしたと思いますが、それが田上の収入の実績にはなら

ないというふうなお話、初めてといいますか、今新たに認識をさせていただいたと

ころであります。

それから、農業者の声を聞いてという、その決意ということなのでありますが、

昨日関根議員から、もうそれこそ今研究どうのこうのという時ではもうないのだよ

という、大変厳しいご指摘をいただきました。全くそのとおりだと思います。担い

手の方がおられなくて離農する一方で農地が荒れるということは、まさに農地の保

全ということを考えたときに、本当にもう待ったなしのところに来ているのだよと

いうふうな関根議員のご指摘でありました。本当にそのとおりだと思いますし、こ

の農業問題については、私はそれこそ真正面から農業者の方々と、それこそ向かっ

て、本当にどういう形の支援がいいのか、またどういった支援ができるのか、本当

に真剣に取り組んでいかなければならないなと思っております。

そして、後継者の問題、特に若い農業経営者、昨日も申し上げましたけれども、

そういう中で、若い農業経営者もおられるのだという、このことも本当に大事なこ

とではないかなというふうに思っております。そうした若い人たちが農業に魅力を

感じる、また全く農業に携わっていない方々でも、そうした農業に対して魅力を感

じられる、そういう若い人たちの活躍を見ながら魅力を感じられる、そんな田上の

農業という目標を持ちながら、よく俗に言われているスマート農業であるとか、そ

、 、ういう言葉だけではなくて 実際に若い人たちが農業に対して本当に魅力を感じる

私も農業をやってみようと言える人たちが出てくるような農業政策というのです

、 、 、 、か 農家の方々と本当に真摯に向き合って 意見を聞きながら 対策といいますか

支援策といいますか、向き合っていきたいなというふうに思っております。

６番（小嶋謙一君） ただいまの町長の決意を確認しまして、お聞きしまして、今の農

業者の声を聞くことを第一ということを前提にしまして、私これから３点ほど提案

してまいりたいと思います。
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それで、まず、今町長ちょっと触れましたけれども、担い手を導く、要するに魅

力があるというところの一つの対策としまして、担い手を導くことにつながると思

われる施策としまして、まず経営共同体、要は集落営農機器の導入であります。要

は、私考えているのは農家組合、数が少なくなっていますけれども、農家組合の合

併の促進して、一つの経営体として運営を図っていただくということです。これに

は、当然組合の考えを、要するに構成員、組合の考えをいかにまとめるかという一

致点を見いだす議論と仕組みづくりが必要であります。そのためにも何とか、さっ

きから言っております、町長言われている農業者の声を聞くというところから、こ

れはまず出発点だと思います。最初の一歩であります。また、これ運営を安定的に

行っていくということになりますと、いろいろ調べてみますと、こういう集落営農

の場合というのは経理を一元化した共同販売経理を行うという要件もあるようです

けれども、そういった要件等も含めまして、もろもろ勉強なり調べていくという、

そういう期間も、当然時間もこれからは必要になってきますので、まず組合員の考

えをまとめる、そういう要件等について調査して調べるという時間も必要なってき

ますが、先ほど言ったように基盤整備が完了する12年、15年間までというある程度

の時間的な余裕といいますか、ありますので、その間で体制つくり、集落営農経営

というのもできないかどうかということ、まず取り組んでもらいたいというのが私

の一つの提案です。

当然メリットとしましては、もう皆さんご存じだと思うのですけれども、農業機

械の共同利用化、あるいは肥料などの共同購入によるコストの削減だとか、付加価

値の高い農産物の生産、要するにブランド化ということです。そういったところに

も取り組みが可能といいますか、取り組みやすくなると。個人でやっているよりも

取り組みやすくなるというようなメリットもあります。また、農繁期の雇用体制、

これ前の議会のときにも、梅とかそういう果樹栽培の人たちから忙しいときの、町

、 、長はアルバイトとかそういうところにお手伝いといいますか パートといいますか

そういうところの手伝いできる人も町内にはいるはずだということをおっしゃって

おりますけれども、話をいろいろ聞いて歩きますと、稲作の場合は４ヘクタール、

５ヘクタール、受託も入れても４ヘクタール、５ヘクタールでは、人を使ってまで

できる状態ではないと、せめて10ヘクタール以上の大きな規模でないと人は雇えな

いのだというのが実情のようであります。

それと２番目として、これ施設園芸作物の奨励ということで、これハウス建設資

金助成の制度化ということで私、できないかという形で提案させてもらいますけれ
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ども。これは令和２年３月議会の私への答弁で、産業振興課長からのお話でしたけ

れども、ハウスリースを県の補助を使って支援したケースがあり、事例には十分支

援すると言われておりました。今、県は園芸作物を奨励していることもあり、制度

化は可能ではないかと私は思っているのですが、その点も今後ひとつ検討していた

だきたいと思います。

３番目としまして、今回の答弁書の中で、農業委員会を通して農地の集積が行わ

れていると言われておりますけれども、新規就農者を対象に農業委員会を通し、農

地の貸出制度というものはできないだろうかというのがひとつ考えられないでしょ

うか。これもいろいろクリアしなければならない問題はありますが、先ほど町長言

われたような魅力、農業に対して魅力づくりの一つにもつながると思うし、その根

本的なものになると思いますが、ひとつこの検討をお願いしたい。

以上、この３点を提案しましたけれども、町長からは各部局に、担当部局に対し

て、この３点についてまず検討しろよというような指示をしていただきたいと思い

ますが、その点について確認させてください。

町長（佐野恒雄君） ３つご提案をいただきました。農家組合の合併等を通じた集落体

ですか、これの確立というふうなことだと思います。それと、ハウス。これ県を通

じた中で、補助というのはたしかあると。今までもやってきているのではないかな

というふうに思っています。あと、新規就農者の発掘と言えばいいのでしょうか。

町の魅力ある農業を通じて新規の就農者を募集といいますか、どういうふうな形が

できるのか、その方法等もまたいろいろあるかと思いますが、その３点についてご

提案いただいたかと思います。それらについて担当課のほうに十分検討するように

していきたいなと思っております。

副議長（椿 一春君） 小嶋議員の一般質問を終わります。

議長の一般質問が終わりましたので、議長を交代します。

暫時休憩いたします。

（副議長、議長と交代）

午前１０時１８分 休 憩

午前１０時１９分 再 開

議長（小嶋謙一君） 休憩前に引き続き会議を開きます。

議長を交代いたしました。

暫時休憩いたします。
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午前１０時１９分 休 憩

午前１０時３５分 再 開

議長（小嶋謙一君） 休憩前に引き続き会議を開きます。

日程第２ 承認第５号 専決処分（田上町税条例等の一部改正）の報告について

日程第３ 承認第６号 専決処分（田上町国民健康保険税条例の一部改正）の報告に

ついて

議長（小嶋謙一君） 日程第２、承認第５号及び日程第３、承認第６号の２案件を一括

議題といたします。

本案件につきましては、所管の社会文教常任委員会に付託し、審査をいただいた

ものであります。

審査の結果について、委員長の報告を求めます。

（社会文教常任委員長 池井 豊君登壇）

社会文教常任委員長（池井 豊君） 社会文教常任委員会に付託された案件について報

告いたします。

承認第５号、田上町税条例の一部改正についてですが、ＤＶ被害者の保護等を図

るものであったり、幾つかの改正があり、いずれも正しい公正な課税をするための

改正であります。

承認第６号、国民健康保険税についてです。課税限度額を63万円を65万円、19万

円を20万円という改正で、田上町においては医療分で関係するところが５世帯、支

援分で関係する世帯が10世帯あるというような説明がなされました。

これといった質疑もなく、両議案とも承認でございます。

以上です。

議長（小嶋謙一君） 委員長の報告が終わりました。

。 、 。これより委員長報告に対する質疑に入ります ご質疑のある方 ご発言願います

しばらくにしてご質疑もありませんので、質疑を終結いたします。池井委員長、

ご苦労さまでした。

以上で委員長報告及び質疑を終わります。

これより順次討論及び採決を行います。

、 。 、 。最初に 承認第５号について討論に入ります ご意見のある方 ご発言願います
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しばらくにしてご意見もありませんので、討論を終結いたします。

これより承認第５号の採決を行います。

お諮りいたします。本案に対する委員長報告は原案承認であります。本案は委員

長報告のとおり承認することにご異議ありませんか。

（異議なしの声あり）

議長（小嶋謙一君） 異議なしと認めます。したがって、承認第５号は委員長報告のと

おり承認されました。

次に、承認第６号について討論に入ります。ご意見のある方、ご発言願います。

しばらくにしてご意見もありませんので、討論を終結いたします。

これより承認第６号の採決を行います。

お諮りいたします。本案に対する委員長報告は原案承認であります。本案は委員

長報告のとおり承認することにご異議ありませんか。

（異議なしの声あり）

議長（小嶋謙一君） 異議なしと認めます。したがって、承認第６号は委員長報告のと

おり承認されました。

（ （ ））日程第４ 承認第７号 専決処分 令和３年度田上町一般会計補正予算 第１５号

の報告について

議長（小嶋謙一君） 日程第４、承認第７号を議題といたします。

本案件につきましては、それぞれ所管の常任委員会に付託し、審査をいただいた

ものであります。

審査の結果について、委員長の報告を求めます。

最初に、総務産経常任委員長の報告を求めます。

（総務産経常任委員長 今井幸代君登壇）

総務産経常任委員長（今井幸代君） それでは、承認第７号について審査報告申し上げ

ます。

主な内容は、歳入では、除雪費用に係る特別交付金を地方交付税として2,064万

8,000円、土木費国庫補助金として538万8,000円を追加、またワクチンの接種事業

負担金として衛生費国庫負担金として2,276万3,000円を増額、県衛生費補助金とし

て新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金、飲食店への協力金の支払い実績に伴

うもので、6,029万7,000円を減額するものとなっております。歳出は、除雪費用の
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事業確定に伴う増減整理となっており、特段質疑はなく、原案承認でございます。

議長（小嶋謙一君） 委員長の報告が終わりました。

これより委員長報告に対する質疑に入ります。ご質疑ある方、ご発言願います。

しばらくにしてご質疑もありませんので、質疑を終結いたします。今井委員長、

ご苦労さまでした。

次に、社会文教常任委員長の報告を求めます。

（社会文教常任委員長 池井 豊君登壇）

社会文教常任委員長（池井 豊君） 社会文教常任委員会の審査報告をいたします。委

員会に委託されたところと連合審査になった部分とありますので、前後するところ

もありますが、ご容赦ください。

専決処分、令和３年度田上町一般会計補正予算（第15号）についてです。新型コ

ロナウイルスの拡大に伴う拡大防止協力金について、58件から21件に少なくなった

ということで減額補正されたもの、教育費では埋蔵文化財の事業費が確定による補

正等がありました。

それから、連合審査の中で、令和３年度で実施したワクチン接種について、４款

衛生費、ワクチン接種の精算ということで、集団接種と個別接種の二重に計上して

いた部分の精算がここの専決処分で行われました。

これについて質疑が幾つかありました。予算の消化状況は誰が把握していたのか

とか、バックアップ体制はなかったのかとか、そういう課内のこの処理について、

執行の説明も本来ならば３月31日までに専決しておくべきだったというような最初

に説明もあったところで、そういうような質疑がなされました。執行の答弁は、保

健福祉課内で病欠等々あって組織的な体制に問題があったというところは認めなが

、 、ら 課長が替わった時点ですぐ気づいてそのような専決処分を行ったということで

今後このようなことが起きないような組織改編を行ったというような答弁もありま

した。

また、配付された資料の中に県の指導で過大に申請するように県からの指導があ

りというような文言があったけれども、そういう意味でこの二重になったのかとい

うような質問がありましたけれども、これは別の意味で、集団接種と個別接種を二

重に計上するというのは県からの指導ではなかったというような答弁がございまし

た。そういう組織的な問題で専決処分が遅れたというような指摘はございましたけ

れども、審査の結果、承認となりました。

以上です。
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議長（小嶋謙一君） 委員長の報告が終わりました。

これより委員長報告に対する質疑に入ります。ご質疑ある方、ご発言願います。

しばらくにしてご質疑もありませんので、質疑を終結いたします。池井委員長、

ご苦労さまでした。

以上で委員長報告及び質疑を終わります。

。 、 。これより承認第７号について討論に入ります ご意見のある方 ご発言願います

しばらくにしてご意見もありませんので、討論を終結いたします。

これより承認第７号の採決を行います。

お諮りいたします。本案に対する委員長報告は原案承認であります。本案は委員

長報告のとおり承認することにご異議ありませんか。

（異議なしの声あり）

議長（小嶋謙一君） 異議なしと認めます。したがって、承認第７号は委員長報告のと

おり承認されました。

日程第５ 承認第 ８号 専決処分（令和４年度田上町一般会計補正予算（第１号))

の報告について

日程第６ 承認第 ９号 専決処分（同年度田上町一般会計補正予算（第２号 ）の）

報告について

日程第７ 承認第１０号 専決処分（同年度田上町下水道事業特別会計補正予算（第

１号 ）の報告について）

議長（小嶋謙一君） 日程第５、承認第８号から日程７、承認第10号までの３案件を一

括議題といたします。

本案件につきましては、それぞれ所管の常任委員会に付託し、審査をいただいた

ものであります。

審査の結果について、委員長の報告を求めます。

最初に、総務産経常任委員長の報告を求めます。

（総務産経常任委員長 今井幸代君登壇）

総務産経常任委員長（今井幸代君） それでは、承認第８号、承認第９号、承認第10号

について報告いたします。

審査の結果、いずれも原案承認でございます。

承認第８号に関しましては、湯田上温泉の支援策としての源泉使用料の減免、そ
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して下水道使用料の減免に伴うものでありました。歳出に関しては、新型コロナに

関連して観光施設整備基金元金積立金の減額等となっており、いずれも全員協議会

等で説明がなされているもので、質疑はありませんでした。

承認第９号に関しましては、こちらも新型コロナの対策関連経費が主なものにな

っておりまして、歳入では、ワクチン４回目接種、低所得世帯に対する子育て世帯

生活支援特別給付金事業、住民税非課税世帯に対する臨時特別給付金事業のシステ

ム改修費として、総額で衛生費国庫補助金693万2,000円を追加するもの。歳出に関

しては、国勢調査の交付決定がなされたことにより、増減整理といたしまして22万

5,000円が増額されました。こちらも質疑はありませんでした。

最後に、承認第10号でございますが、こちらも新型コロナ対策支援として実施し

た湯田上温泉への下水道料金の減免に伴うものとなっておりますので、質疑はあり

ませんでした。

以上であります。

議長（小嶋謙一君） 委員長の報告が終わりました。

。 、 。これより委員長報告に対する質疑に入ります ご質疑のある方 ご発言願います

しばらくにしてご質疑もありませんので、質疑を終結いたします。今井委員長、

ご苦労さまでした。

次に、社会文教常任委員長の報告を求めます。

（社会文教常任委員長 池井 豊君登壇）

社会文教常任委員長（池井 豊君） 社会文教常任委員会の審査報告を行います。

まず、承認第８号についてですが、飲食関連のまん延防止等重点措置の適用に係

る飲食関連事業者等支援金事業で220万円、それから指定管理者の支援事業で769万

7,000円が承認第８号の主なものであります。

それから、承認第９号、こちらもちょっと長いタイトルの事業名がいっぱい上が

っているのですが、住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金事業補助金が52万

3,000円、それから低所得の子育ての世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金

事業補助金が600万円となっています。それから、４回目のワクチン接種費用が、

、 。 。 、これは金額は少ないですけれども 盛り込まれています 40万9,000円 それから

町民体育館の水道管の修繕費用として55万円盛り込まれている。これが主なもので

ございます。特別な質疑はございませんでした。審査結果は、いずれも承認でござ

います。

以上で報告終わります。
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議長（小嶋謙一君） 委員長の報告が終わりました。

。 、 。これより委員長報告に対する質疑に入ります ご質疑のある方 ご発言願います

しばらくにしてご質疑もありませんので、質疑を終結いたします。池井委員長、

ご苦労さまでした。

以上で委員長報告及び質疑を終わります。

これより討論及び採決を行います。

、 。 、 。最初に 承認第８号について討論に入ります ご意見のある方 ご発言願います

しばらくにしてご意見もありませんので、討論を終結いたします。

これより承認第８号の採決を行います。

お諮りいたします。本案に対する委員長報告は原案承認であります。本案は委員

長報告のとおり承認することにご異議ありませんか。

（異議なしの声あり）

議長（小嶋謙一君） 異議なしと認めます。したがって、承認第８号は委員長報告のと

おり承認されました。

次に、承認第９号について討論に入ります。ご意見のある方、ご発言願います。

しばらくにしてご意見もありませんので、討論を終結いたします。

これより承認第９号の採決を行います。

お諮りいたします。本案に対する委員長報告は原案承認であります。本案は委員

長報告のとおり承認することにご異議ありませんか。

（異議なしの声あり）

議長（小嶋謙一君） 異議なしと認めます。したがって、承認第９号は委員長報告のと

おり承認されました。

、 。 、 。最後に 承認第10号について討論に入ります ご意見のある方 ご発言願います

しばらくにしてご意見もありませんので、討論を終結いたします。

これより承認第10号の採決を行います。

お諮りいたします。本案に対する委員長報告は原案承認であります。本案は委員

長報告のとおり承認することにご異議ありませんか。

（異議なしの声あり）

議長（小嶋謙一君） 異議なしと認めます。したがって、承認第10号は委員長報告のと

おり承認されました。

日程第 ８ 議案第２９号 令和４年度田上町一般会計補正予算（第３号）議定につ
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いて

日程第 ９ 議案第３０号 同年度田上町下水道事業特別会計補正予算（第２号）議

定について

日程第１０ 議案第３１号 同年度田上町国民健康保険特別会計補正予算（第１号）

議定について

日程第１１ 議案第３２号 同年度田上町介護保険特別会計補正予算（第１号）議定

について

日程第１２ 議案第３３号 同年度田上町水道事業会計補正予算（第１号）議定につ

いて

議長（小嶋謙一君） 日程第８、議案第29号から日程第12、議案第33号までの５案件を

一括議題といたします。

本案件につきましては、それぞれ所管の常任委員会に付託し、審査をいただいた

ものであります。

審査の結果について、委員長の報告を求めます。

最初に、総務産経常任委員長の報告を求めます。

（総務産経常任委員長 今井幸代君登壇）

総務産経常任委員長（今井幸代君） それでは、議案第29号から報告いたします。こち

らも、先ほどに続きまして新型コロナ対策に関連したものが主な内容となっており

ます。

歳入では、子育て世帯臨時特別給付金事業補助金として280万8,000円、原油高騰

対策用に新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金6,471万9,000円、新型

コロナワクチン接種の４回目といたしまして、新型コロナワクチン接種体制確保事

業費補助金356万6,000円等が追加をされました。また、財政調整基金への繰入金と

して2,344万3,000円が計上されまして、今年度末での残高見込みは10億6,300万円

とのことであります。また、歳出につきましては、４月の定期人事異動に伴う増減

整理が主なものとなっておりまして、質疑はありませんでした。

議案第30号、議案第33号も、人事異動に伴う増減整理となっておりまして、質疑

はありませんでした。

いずれも原案可決でございます。

以上です。

議長（小嶋謙一君） 委員長の報告が終わりました。
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。 、 。これより委員長報告に対する質疑に入ります ご質疑のある方 ご発言願います

しばらくにしてご質疑もありませんので、質疑を終結いたします。今井委員長、

ご苦労さまでした。

次に、社会文教常任委員長の報告を求めます。

（社会文教常任委員長 池井 豊君登壇）

社会文教常任委員長（池井 豊君） 社会文教常任委員会の付託案件審査の報告をいた

します。

議案第29号、令和４年度の田上町一般会計の補正についてでございます。また、

先ほどと同様、ちょっと前後する部分がありますが、ご容赦ください。

当委員会に付託され、町民課並びにほかの保健福祉課等々の人事異動に伴う増減

の整理が主なものでございました。また、民生費の中で保育士、幼稚園教諭等の処

遇改善臨時特例事業補助金がルーテル幼稚園のつくしルームへの補助金128万円、

それから４回目ワクチン接種4,900人分、それから教育費でＩＣＴ支援員の報酬、

それからプールのろ過機の補修費、社会教育費の人事異動、それから６月からの臨

時職員の採用、それから調理員の処遇改善等々が盛り込まれておりました。この点

、 、について ＩＣＴ支援員はスクールサポーターから替わったわけなのですけれども

処遇、待遇はよくなったのかというような質疑があり、４時間だったのが7.75時間

の採用となって、時間的にも多く、処遇がよくなったというか、報酬がいっぱいも

らえるようになったというような話がありました。調理員の処遇改善についても、

月4,100円というような報告がなされております。

連合審査の部分でございます。新型コロナ対策費で、燃料物価高騰応援支援事業

について１人5,000円の補助金、支援金を支払う事業がありました。教育対策費、

それから事業所支援、農家支援の報告もされました。教育対策事業の中で、空気清

浄機の設置、それから物価高に伴う給食費の値上げの防止等々の説明がございまし

た。

質疑がございました。まず、空気清浄機についてです。空気清浄機については、

田上中学校20台、田上小学校12台、羽生田小学校は希望がなかったというような答

弁がございました。それから、事業所支援のところで議論が伯仲したところでござ

いますが、400社ある事業所の中、150社しか対象とならないのはどうなのか、みん

な困っているのに前の補助金のように支援金のように幅広く支援したらどうなのか

というような質疑がなされました。執行の答弁は、事業規模でなく影響額で今回は

見たと、商工会や聞き取りで今回は定めたというような答弁でございました。
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審査の結果、原案可決でございます。

それから、議案第31号、同年度国民健康保険特別会計補正予算についてでござい

ます。これは、予算額に変更はなしで、歳入のみの変更ということで、一般会計か

ら90万円の繰入れがなされたものです。

議案第32号、介護保険特別会計補正予算についてですが、令和３年度の実績によ

る減額、それから繰入れ、保険料の減免、歳出において報酬改定に伴うものが全て

でした。

先ほど議案第29号については、討論が行われ、賛成討論ではあるのですが、一部

事業の内容に注文をつけつつ賛成というような賛成討論が１件ございました。

議案第31号、議案第32号には討論はありませんでした。原案可決でございます。

以上で報告終わります。

議長（小嶋謙一君） 委員長の報告が終わりました。

。 、 。これより委員長報告に対する質疑に入ります ご質疑のある方 ご発言願います

しばらくにしてご質疑もありませんので、質疑を終結いたします。池井委員長、

ご苦労さまでした。

以上で委員長報告及び質疑を終わります。

これより順次討論及び採決を行います。

、 。 、 。最初に 議案第29号について討論に入ります ご意見のある方 ご発言願います

２番（小野澤健一君） 本議案には、事業者支援において大きな過ちを犯している支援

策が１つ含まれております。それにもかかわらず、町民の生活を苦しめている今般

の物価高に対する支援策も同時に計上され、言わば人質となっており、早急に実施

する必要があることから、極めて不本意ではありますが、賛成の立場で討論に参加

をいたします。

問題にしている支援策は、石油価格等の高騰に係る緊急経済対策支援金事業、事

業費2,010万円であります。支援対象者の選別基準に致命的誤りがあり、具体的に

は３か月分の燃料使用額が前年同月比10万円以上増加していることを要件としてい

るが、通常事業者はコスト上昇に対してはまずはそのコスト上昇分を節約で対処す

るものであり、それは事業の常道、常識であります。例えばガソリン価格の高騰に

対しては、車を使用するときに急アクセルやギアチェンジ、不要積載物の有無等に

気を遣い、また電気料金の高騰に対しては電球の間引き等、爪に火をともす努力を

するものであります。このような血のにじむ懸命な努力が全く報われない支援策で

ある点で、愚策と言わざるを得ません。事業者は、事業規模の大小にかかわらず、
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命がけで事業をやっており、そのおかげで地元経済が成り立っており、私たちの生

活は支えられています。また、燃料使用額の増加分を10万円以上とする根拠をただ

しても、全くもって明確な根拠を示すことができない状況にあります。本支援策の

肝である対象者の決定、いわゆる選別基準でさえ曖昧であることには驚き、あきれ

るしかありません。

田上町には約400事業所があるとされていますが、実態や事業規模を全く顧みる

ことなく、僅か150事業所しか見込まない支援策であり、残りの250事業者を排除し

ているものであり、そのほとんどが中小零細の事業者であることは容易に予測でき

。 、ます 地元経済の主役とも言える中小零細事業者にあえて支援が届かない施策では

到底賛同することはできません。執行側は、間違った拙い感覚的根拠に基づく施策

ではなく、実効性をより高める理論的施策を実施すべく、額に汗して現場に赴き、

事業者の実態を自らの目で見、肌で感じ、しっかりと把握するとともに、事業及び

経済の原理原則をしっかりと学んでもらいたいと思います。

以上、事業者の懸命な努力に対して報いることができない支援策を、ましてや本

会議開催前の全協での質疑、意見を取り入れ改善することもなく、議案として上程

してきたことに対して強い憤りを込め、抗議の意思を表するものであります。

以上で終わります。

８番（今井幸代君） 私も本議案に関して賛成ではありますが、１点だけ意見を申し述

べて賛成をさせていただきます。

今回提案をされております教育委員会での中学校のプールに関してであります。

今回提案されております修繕の内容というのは、プールのろ過機等の修繕というこ

とで、次年度確実なプール授業を実施するための最低限に必要な修繕ということで

理解はしております。しかしながら、先般ＰＴＡからもプールに関する要望書等も

提出されており、保護者や生徒を含めた当事者の声、意見の可能な限りの酌み取り

や当事者たちへの理解を求めていく、そういった不断の努力を教育委員会にはして

いただきたい、するべきであるというふうな部分があります。そのところを教育委

員会はぜひ肝に銘じて、事業実施に進めていっていただきたいということを申し上

げて、賛成とさせていただきます。

議長（小嶋謙一君） ほかにありませんか。

ほかに意見もありませんので、討論を終結いたします。

これより議案第29号の採決を行います。

お諮りいたします。本案に対する委員長報告は原案可決であります。本案は委員
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長報告のとおり決定することにご異議ありませんか。

（異議なしの声あり）

議長（小嶋謙一君） 異議なしと認めます。したがって、議案第29号は委員長報告のと

おり可決されました。

次に、議案第30号について討論に入ります。ご意見のある方、ご発言願います。

しばらくにしてご意見もありませんので、討論を終結いたします。

これより議案第30号の採決を行います。

お諮りいたします。本案に対する委員長報告は原案可決であります。本案は委員

長報告のとおり決定することにご異議ありませんか。

（異議なしの声あり）

議長（小嶋謙一君） 異議なしと認めます。したがって、議案第30号は委員長報告のと

おり可決されました。

次に、議案第31号について討論に入ります。ご意見のある方、ご発言願います。

しばらくにしてご意見もありませんので、討論を終結いたします。

これより議案第31号の採決を行います。

お諮りいたします。本案に対する委員長報告は原案可決であります。本案は委員

長報告のとおり決定することにご異議ありませんか。

（異議なしの声あり）

議長（小嶋謙一君） 異議なしと認めます。したがって、議案第31号は委員長報告のと

おり可決されました。

次に、議案第32号について討論に入ります。ご意見のある方、ご発言願います。

しばらくにしてご意見もありませんので、討論を終結いたします。

これより議案第32号の採決を行います。

お諮りいたします。本案に対する委員長報告は原案可決であります。本案は委員

長報告のとおり決定することにご異議ありませんか。

（異議なしの声あり）

議長（小嶋謙一君） 異議なしと認めます。したがって、議案第32号は委員長報告のと

おり可決されました。

、 。 、 。最後に 議案第33号について討論に入ります ご意見のある方 ご発言願います

しばらくにしてご意見もありませんので、討論を終結いたします。

これより議案第33号の採決を行います。

お諮りいたします。本案に対する委員長報告は原案可決であります。本案は委員
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長報告のとおり決定することにご異議ありませんか。

（異議なしの声あり）

議長（小嶋謙一君） 異議なしと認めます。したがって、議案第33号は委員長報告のと

おり可決されました。

日程第１３ 議案第３５号 令和４年度田上町一般会計補正予算（第４号）議定につ

いて

議長（小嶋謙一君） 日程第13、議案第35号を議題といたします。

提案者、佐野町長の説明を求めます。

（町長 佐野恒雄君登壇）

町長（佐野恒雄君） ただいま上程になりました議案第35号 令和４年度田上町一般会

計補正予算（第４号）の議定につきましては、歳入歳出それぞれ1,038万8,000円を

追加するものであります。

その内容といたしましては、県が市町村と連携して物価高騰等に対応する緊急生

活支援事業を実施することを受け、住民税非課税世帯に対し１世帯当たり１万円を

支給するための関連経費の追加をお願いするものであります。

なお、支給時期につきましては、今月下旬に対象世帯に支給申請書を発送し、申

請いただいたものから順次支給してまいりますが、初回は８月上旬を予定いたして

おります。

以上、概要をご説明申し上げましたが、ご審議の上、ご決定いただきますようよ

ろしくお願いを申し上げます。

議長（小嶋謙一君） 以上で説明が終わりました。

これよりただいまの案件について質疑に入ります。ご質疑のある方、ご発言願い

ます。

しばらくにしてご質疑もありませんので、質疑を終結いたします。

、 、ただいま議題となっております案件につきましては 精査の必要がありますので

会議規則第39条の規定によって、別紙議案付託表のとおり、それぞれ所管の常任委

員会に付託いたします。

この際、議長からお願い申し上げます。ただいま各常任委員会に付託いたしまし

た案件につきましては、これからの休憩中に委員会を開いて審査をお願いいたしま

す。委員会の開催場所は、総務産経常任委員会は第１委員会室、社会文教常任委員
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会は大会議室にてお願いいたします。

それでは、しばらく休憩いたします。

午前１１時１２分 休 憩

午後 零時０５分 再 開

議長（小嶋謙一君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。

なお、12時になりましたが、議事を継続します。

日程の追加

議長（小嶋謙一君） 先ほど各常任委員会に付託いたしました案件につきましては、お

手元に配付のとおり審査報告書が委員長から提出されました。

お諮りいたします。ただいま提出されております委員長からの審査報告書の案件

につきましては日程に追加し、追加日程第１として直ちに審議することにいたした

いと思いますが、これにご異議ありませんか。

（異議なしの声あり）

議長（小嶋謙一君） 異議なしと認めます。したがって、ただいまの案件につきまして

は日程に追加し、追加日程第１として直ちに審議することに決定しました。

追加日程第１ 議案第３５号 令和４年度田上町一般会計補正予算（第４号）議定に

ついて

議長（小嶋謙一君） 追加日程第１、議案第35号を議題といたします。

本案件につきましては、それぞれ所管の常任委員会に付託し、審査をいただいた

ものであります。

審査の結果について、各委員長の報告を求めます。

最初に、総務産経常任委員長の報告を求めます。

（総務産経常任委員長 今井幸代君登壇）

総務産経常任委員長（今井幸代君） それでは、審査報告申し上げます。

審査の結果、原案可決でございます。

内容につきましては、今ほど連合審査、所管の総務産経常任会等で説明もありま

したし、冒頭に議案提案されている中でありましたとおりです。質疑は特にありま
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せんでした。

以上です。

議長（小嶋謙一君） 委員長の報告が終わりました。

。 、 。これより委員長報告に対する質疑に入ります ご質疑のある方 ご発言願います

しばらくにしてご質疑もありませんので、質疑を終結いたします。今井委員長、

ご苦労さまでした。

次に、社会文教常任委員長の報告を求めます。

（社会文教常任委員長 池井 豊君登壇）

社会文教常任委員長（池井 豊君） 当委員会に付託されました議案第35号、田上町一

般会計補正予算（第４号）についてです。

連合審査で行われました。歳出について、町民税非課税世帯及び生活保護世帯

990世帯分、１世帯当たり１万円の物価高騰に対する支給を行うというものでござ

います。

質疑がございました。申請の方法について幾つか質問あったのと、990世帯の非

課税世帯と生活保護世帯の内訳の質問もございました。非課税世帯は881件で、生

活保護世帯は把握していないが、未申告世帯から108帯というような話でした。ま

た、高齢者への対応、未申請の人への対応を個別にしないのかの質疑がございまし

たが、丁寧に対応していくというような答弁がございました。

討論では、県の事業なのに２分の１しか出さなくて、町の持ち出しがある事業な

ので、ちょっと注文をつけたいというような賛成討論がございました。

以上でございます。

議長（小嶋謙一君） 委員長の報告が終わりました。

。 、 。これより委員長報告に対する質疑に入ります ご質疑のある方 ご発言願います

しばらくにしてご質疑もありませんので、質疑を終結いたします。池井委員長、

ご苦労さまでした。

以上で委員長報告及び質疑を終わります。

。 、 。これより議案第35号について討論に入ります ご意見のある方 ご発言願います

７番（中野和美君） 私はこの議案に反対するものではなく、賛成の立場ではあります

が、意見を申し述べたいと思います。

今回の事業、知事のマスコミの報道、発表のときには、県も動いてくれたと私も

喜んでいたのですけれども、県からの今回の事業の内容を受けまして、半強制的に

田上町の場合は一般財源の持ち出しを余儀なくされてしまったことに違和感を覚え
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ました。既に田上町では今回の特別財源、物価高騰による対策などを打ち出してお

り、２分の１などではなく、田上町に400万円を、田上町なら400万円、または各市

町村の独自対策に利用してほしいというものがあったなら、財源の心配なくできた

のになというところでございます。燕市のように特別財源に利用をするという事業

が充当できるような２次公募などあって、そういうふうに移行できるのであれば、

よろしくお願いしたいと思います。賛成意見でございます。

議長（小嶋謙一君） ほかにありませんか。

ほかにご意見もありませんので、討論を終結いたします。

これより議案第35号の採決を行います。

お諮りいたします。本案に対する委員長報告は原案可決であります。本案は委員

長報告のとおり決定することにご異議ありませんか。

（異議なしの声あり）

議長（小嶋謙一君） 異議なしと認めます。したがって、議案第35号は委員長報告のと

おり可決されました。

日程第１４ 発議第４号 県央医療圏の医療改善は平成２８年の当初計画に基づき実

施するよう求める意見書について

議長（小嶋謙一君） 日程第14、発議第４号を議題といたします。

お諮りいたします。本案件につきましては、会議規則第39条第３項の規定によっ

て委員会付託を省略したいと思いますが、これにご異議ありませんか。

（異議なしの声あり）

議長（小嶋謙一君） 異議なしと認めます。したがって、委員会付託を省略することに

決定しました。

提案者、椿議員の説明を求めます。

（９番 椿 一春君登壇）

９番（椿 一春君） それでは、発議第４号 県央医療圏の医療改善は平成28年の当初

計画に基づき実施するよう求める意見書について、案文を読み上げ、提案説明と代

えさせていただきます。

田上町議会は、令和元年６月議会及び９月議会で、県央医療圏の医療の充実を求

める請願を全会一致で採択し、意見書を県知事及び病院局長に送付しました。

さらに、令和３年３月議会及び令和４年３月議会で同様の意見書を全会一致で可
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決しました。

これまで、県央医療圏の充実を求める意見書を県知事及び病院局長に４回も送付

しました。

しかし、一度として加茂市・田上町住民にも、県央地域に住む住民にも直接説明

と理解を得ることなく、一方的に、県央基幹病院には、救命救急センターを設置し

ない、ハイリスク周産期医療はやらない、医工連携も実施しないことが明らかにな

りました。

さらに、県央医療圏の県立病院は２次救急病院を廃止し、県立加茂病院は、終末

期医療と慢性期医療とし、指定管理者の運営とするとしています。

地方自治体は、地域住民の命と健康に責任を持つ役割を担っています。地域住民

は、平成28年から６年もの歳月をかけて計画した県央医療圏の医療の発展計画を、

大きく後退させることは納得できません。

住民に約束した医療内容を実施することを求めるとともに、計画の変更案は、直

接、関係地域住民に説明を行ない、地域住民の納得のもとで進めるべきです。

よって、以下の事項を求めるものです。

記

１ 県央基幹病院は、救命救急センター併設基幹病院とし、高度専門医療をはじめ

ハイリスク周産期医療、医工連携を行うこと。

２ 県立病院は、県央基幹病院基本計画に基づいて、県営として運営し、二次救急

病院にふさわしい医師・看護師及び病院スタッフをそろえること。

３ 新型コロナウイルス感染症にも十分対応できる医療体制を完備すること。

４ 計画の変更には、直接住民に説明を行ない、住民の納得を得ることを最優先す

ること。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出するものであります。新潟県

南蒲原郡田上町議会。提出先は、新潟県知事、新潟県病院局長であります。

以上で説明を終わります。

議長（小嶋謙一君） 以上で説明が終わりました。

これよりただいまの案件について質疑に入ります。ご質疑のある方、ご発言願い

ます。

しばらくにしてご質疑もありませんので、質疑を終結いたします。椿議員、ご苦

労さまでした。

。 、 。これより発議第４号について討論に入ります ご意見のある方 ご発言願います
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しばらくにしてご意見もありませんので、討論を終結いたします。

これより発議第４号の採決を行います。

お諮りいたします。本案は原案のとおり決定し、意見書を関係機関に提出するこ

とにご異議ありませんか。

（異議なしの声あり）

議長（小嶋謙一君） 異議なしと認めます。したがって、発議第４号は原案のとおり決

定し、意見書を関係機関に提出することに決定しました。

日程第１５ 議員派遣の件について

議長（小嶋謙一君） 日程第15、議員派遣の件についてを議題といたします。

お諮りいたします。本案件につきましては、会議規則第129条の規定によって、

お手元に配付いたしました内容で議員を派遣することにしたいと思いますが、これ

にご異議ありませんか。

（異議なしの声あり）

（ ） 。 、 、議長 小嶋謙一君 異議なしと認めます したがって 議員派遣の件につきましては

お手元に配付いたしました内容で議員を派遣することに決定しました。

日程第１６ 閉会中の継続調査について

議長（小嶋謙一君） 日程第16、閉会中の継続調査についてを議題といたします。

各常任委員長及び議会運営委員長から所管事務調査について会議規則第75条の規

定によって、お手元に配付の申出書のとおり閉会中の継続調査の申出があります。

お諮りいたします。各常任委員長及び議会運営委員長からの申出のとおり、閉会

中の継続調査に付することにご異議ありませんか。

（異議なしの声あり）

議長（小嶋謙一君） 異議なしと認めます。したがって、各常任委員長及び議会運営委

員長から申出のとおり、閉会中の継続調査に付することに決定しました。

以上で本定例会の日程は全部終了いたしました。

これで本日の会議を閉じます。

佐野町長からご挨拶をお願いいたします。

町長（佐野恒雄君） 議会閉会に当たりまして、一言ご挨拶を申し上げます。
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このたび第２回田上町議会定例会を招集申し上げましたところ、議員各位におか

れましては何かとご多用のところ、ご出席をいただきまして、誠にありがとうござ

いました。

ご提案申し上げました案件につきまして、それぞれ慎重審議の上、ご決定または

ご承認を賜り、誠にありがとうございました。また、本日追加議案で提出の補正予

算についてもご決定をいただき、大変ありがとうございます。今議会は私の２期目

のスタートの議会であり、これからの４年間の町政に対する幾つかのご指摘をいた

だきました。改めて気を引き締めて、町民のために最善を尽くしてまいりたいと思

いますので、議会の皆様のご支援をいただきたいと思っております。

これから夏本番を迎えるわけでありますが、健康にはくれぐれもご留意いただき

まして、今後の田上町の発展のためにご尽力いただきますことをご祈念申し上げま

して、閉会の挨拶といたします。大変ありがとうございました。

議長（小嶋謙一君） これをもちまして令和４年第２回田上町議会定例会を閉会いたし

ます。

大変ご苦労さまでした。

午後零時２０分 閉 会

地方自治法第１２３条第２項の規定により、ここに署名する。

令和４年７月１４日

田 上 町 議 会 議 長 小 嶋 謙 一

田上町議会副議長 椿 一 春

田 上 町 議 会 議 員 渡 邊 勝

〃 議 員 中 野 和 美
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別紙

令和４年 第２回 田上町議会（定例会）議事日程

議事日程第４号 令和４年７月１４日（木） 午前９時開議

日程 議 案 番 号 件 名 議決結果

開議

第１ 一般質問

専決処分（田上町税条例等の一部改正）の報告につ
第２ 承 認 第 ５ 号 承 認

いて

専決処分（田上町国民健康保険税条例の一部改正）
第３ 承 認 第 ６ 号 承 認

の報告について

専決処分（令和３年度田上町一般会計補正予算（第
第４ 承 認 第 ７ 号 承 認

１５号 ）の報告について）

専決処分（令和４年度田上町一般会計補正予算（第
第５ 承 認 第 ８ 号 承 認

１号 ）の報告について）

（ （ ））専決処分 同年度田上町一般会計補正予算 第２号
第６ 承 認 第 ９ 号 承 認

の報告について

専決処分（同年度田上町下水道事業特別会計補正予
第７ 承認第１０号 承 認

算（第１号 ）の報告について）

令和４年度田上町一般会計補正予算（第３号）議定
第８ 議案第２９号 原案可決

について

（ ）同年度田上町下水道事業特別会計補正予算 第２号
第９ 議案第３０号 原案可決

議定について

同年度田上町国民健康保険特別会計補正予算（第１
第10 議案第３１号 原案可決

号）議定について

同年度田上町介護保険特別会計補正予算（第１号）
第11 議案第３２号 原案可決

議定について
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日程 議 案 番 号 件 名 議決結果

同年度田上町水道事業会計補正予算（第１号）議定
第12 議案第３３号 原案可決

について

令和４年度田上町一般会計補正予算（第４号）議定
第13 議案第３５号 付 託

について

追加
令和４年度田上町一般会計補正予算（第４号）議定

日程 議案第３５号 原案可決
について

第１

県央医療圏の医療改善は平成２８年の当初計画に基
第14 発 議 第 ４ 号 原案可決

づき実施するよう求める意見書について

第15 議員派遣の件について 決 定

第16 閉会中の継続調査について 決 定
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